
 

 

２４ 

３．環境マスタープラン*の目標への達成状況 

環境マスタープランでは５つの基本目標と、基本目標ごとに３つの達成目標を設定し

ています。下記の表では、達成目標に対する進捗状況を記載しています（年度の記載が

ない基準年度は 2010 年度、目標年度は 2021 年度です）。 

2012年度からの 10 年間の計画である環境マスタープランは、2016 年度で前期の

5 年間（2012 年度～2016 年度）が終了しました。前期を終え、「水辺とのふれあい

に満足している市民の割合の増加」（基本目標 2）など、順調なものもありますが、「市

民 1 人当たりの二酸化炭素*の排出量の削減」（基本目標 1）など現状では目標達成が難

しいものもあります。 

2017年度からの後期 5 年間では、「後期アクションプラン」を推進し、2021 年度

の達成目標の実現を目指していきます。 
 

基本目標１ 地域で取り組む地球温暖化*の防止  
～低炭素社会を目指すまちづくり～ 

①市民一人あたりの二酸化炭素排出量（2010 年度、3.8ｔ-CO2/人）の 10％削減を

目指します。 
基準年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016 年度 目標年度 

3.8 
ｔ-CO2/人 

3.93 
ｔ-CO2/人 

3.67 
ｔ-CO2/人 

4.04 
ｔ-CO2/人 

3.89 
ｔ-CO2/人 

3.91 
ｔ-CO2/人 

3.42 
ｔ-CO2/人 

②再生可能エネルギー*の市内エネルギー消費量に対する割合 0.3％（2010 年度、

0.05％）を目指します。 
基準年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016 年度 目標年度 

0.05% 0.09% 0.11% 0.14% 0.15% 0.16% 0.3％ 

③マイカーの使用はできるだけ控え、徒歩または自転車、電車、バスを利用する市民の

割合（2011年度、37.1％）の 10 ポイント増の 47.1％を目指します。 
基準年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016 年度 目標年度 

37.1% 
(2011 年度) 

36.2% 35.8% 33.7% 33.6% 31.2% 47.1％ 

  



 

 

２５ 

基本目標２ 自然環境と歴史的文化的環境*の保全  
～水とみどりと生き物を守り育むまちづくり～ 

①市域面積に占める安定的に確保された緑地*の割合（2010 年度、28.9％）を 2020

年度までに概ね 30.0%確保することを目指します。 
基準年度 2012年度 2013年度 2014 年度 2015年度 2016 年度 目標年度 

28.9% 28.8% 28.7% 28.8% 28.6% 28.7% 30.0％ 
（2020 年度） 

②町田市内での水辺（河川・池・公園等の水辺）とのふれあいについて満足している市

民の割合（2011 年度、39.8%）の 10 ポイント増の 49.8%を目指します。 
基準年度 2012年度 2013年度 2014 年度 2015年度 2016 年度 目標年度 

39.8% 
(2011 年度) 

38.5% 42.8% 43.3% 43.3% 44.3% 49.8％ 

③市内エコファーマー*認定農業者数（2010 年度、74 人）の 5％増（4 人以上増）を

目指します。 
基準年度 2012年度 2013年度 2014 年度 2015年度 2016 年度 目標年度 

74人 41 人 41 人 30 人 28 人 22 人 78 人以上 

③エコファーマー認定農業数については東京都の制度の変更により認定を更新する農業者が少

なく、現状に適さない目標設定となっています。後期期間では、目標の軸を「生物多様性」に移

し、「生きものに関心のある市民の割合」を新たな指標とします。 

 

基本目標３ 持続可能な循環型社会*の構築 
 ～ごみを減らし資源を有効活用するまちづくり～ 

①ごみとして処理する量（2009 年度、9 万 9 千 t）を 40％削減し、2020 年度に 6

万ｔにします。 
基準年度 2012年度 2013年度 2014 年度 2015年度 2016 年度 目標年度 

9万9千ｔ
（2009 年度） 

100,198ｔ 99,438ｔ 98,671ｔ 97,553ｔ 94,880ｔ 6万 t 
（2020 年度） 

②一人一日あたりの総ごみ量（2010 年度、842ｇ／人・日）を、2020 年までに 782

ｇ/人・日に削減することを目指します。 
基準年度 2012年度 2013年度 2014 年度 2015年度 2016 年度 目標年度 

842.0ｇ/

人・日 

831.4ｇ/

人・日 

831.0ｇ/

人・日 

819.3ｇ/

人・日 

808.5ｇ/

人・日 

787.8ｇ/

人・日 

782ｇ/

人・日 
（2020 年度） 

③資源化率*（2010 年度、26.7％）を 2020 年度までに 54％まで高めることを目指

します。 
基準年度 2012年度 2013年度 2014 年度 2015年度 2016 年度 目標年度 

26.7％ 25.2％ 25.9％ 25.4％ 25.7％ 26.1％ 54％ 
（2020 年度） 

①のごみとして処理する量は、全ごみ量から資源として集めた量を除いたもの。②のごみとして

処理する量は、全ごみ量。 

 
  



 

 

２６ 

基本目標４ 良好な生活環境の創造 
 ～安全で快適な暮らしを実現するまちづくり～ 

①大気に関するすべての項目での環境基準*の達成を目指します。 
対象：SO2（二酸化硫黄）*、NO2（二酸化窒素）*、SPM（浮遊粒子状物質）*、 

Ox（光化学オキシダント）* 

基準年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016 年度 目標年度 

SO2,NO2,  

SPM 

基準達成 

SO2,NO2,  

SPM 

基準達成 

SO2,NO2,  

SPM 

基準達成 

SO2,NO2,  

SPM 

基準達成 

SO2,NO2,  

SPM 

基準達成 

SO2,NO2,  

SPM 

基準達成 

全項目 

基準達成 

②鶴見川、境川、恩田川の町田市域の水質に関するすべての項目での環境基準の達成

を目指します。 
対象：ｐH（水素イオン濃度）、BOD（生物化学的酸素要求量）*、SS（浮遊物質量）*、 

DO（溶存酸素量） 

基準年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016 年度 目標年度 

恩田川の 

pH以外 

基準達成 

3 河川の 

ｐH以外 

基準達成 

3 河川の 

ｐH、鶴見川

の BOD 以外 

基準達成 

3 河川の 

ｐH、鶴見川

の BOD 以外 

基準達成 

3 河川の 

ｐH以外 

基準達成 

境川、恩田川

のｐH 以外 

基準達成 

全項目 

基準達成 

③居住地の周辺環境について、満足している市民の割合（2011 年度 62.7％）の 5

ポイント増の 67.7％を目指します。 
基準年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016 年度 目標年度 

62.7％ 61.1％ 56.8％ 66.3％ 66.5％ 67.3％ 67.7％ 

①Ox は広域的な取り組みが必要であり、一自治体の目標値として設定する項目にそぐわないため、

後期期間は指標から外すこととします。 

 

 

基本目標５ 環境に配慮した生活スタイルの定着 
 ～学び・協働で進めるまちづくり～ 

①環境に配慮した行動を行っている市民の割合（2011 年度、40.7％）の 10 ポイン

ト増の 50.7％を目指します。 
基準年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016 年度 目標年度 

40.7％ 
(2011 年度) 

37.9％ 38.3％ 39.8％ 39.7％ 38.6％ 50.7％ 

②市内の小中学校での環境教育*や環境配慮*行動の 100％実施を目指します。 
基準年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016 年度 目標年度 

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

③環境学習*や環境に関するイベント等に積極的（いつも・ときどき）に参加する市民の

割合（2011年度、10.6％）の 7 ポイント増の 17.6％を目指します。 
基準年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016 年度 目標年度 

10.6％ 
(2011 年度) 

10.1％ 10.8％ 12.2％ 14.4％ 15.1％ 17.6％ 
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４. 基本目標に向けた事業の進捗状況 

環境マスタープラン*の2021年度基本目標達成に向けて取り組んだ、前期期間のアクション

プラン（2012年度～2016年度）に掲げた各事業の成果を示します。 

前期期間では 28 の重点事業を中心に取り組みを実施し、18 の事業で目標を達成しました。

主な成果としては、「町田生きもの共生プラン」の策定（重点事業１０）や、連節バスの運行開

始（重点事業 19）、「まちだのエコページ」の開設（重点事業 28）が挙げられます。 

後期期間（2017 年度～2021 年度）のアクションプランでは、新たに 11 の事業を追加し

た 31の事業を重点事業とし、引き続き取り組みを進めていきます。 
 

4.1. 重点事業 

◆基本目標１. 地域で取り組む地球温暖化*の防止 
～低炭素社会を目指すまちづくり～ 

 

事業番号 

事業名称 
【1】 地球温暖化対策取り組み促進の仕組みづくり 

事業概要 
地球温暖化防止の意識の浸透を図り、市民が日常生活の中で地球温暖化対策に取

り組むための仕組みづくりを行います。 

目標 地球温暖化対策取り組み促進の仕組みの構築及び運用（2014 年度） 

基準年度値 － 

実施工程 ～2013 年度検討、2014年度構築及び運用、2015年度～継続実施 

2016 年度

実施内容 

・市民が普段の生活の中で、無理なく地球温暖化対策を取り組むことができる

10 項目の行動「わたしのエコ宣言」の運用を開始し、ホームページや広報紙

で周知する他、イベントで参加を呼びかけました。 

・宣言状況を取りまとめ、ホームページで CO2削減量を発表しました。 

前期期間の

成果 
「わたしのエコ宣言」の運用 

目標への 

進捗度 

達成 

 ★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 環境・自然共生課、環境政策課  
  
注）「目標への進捗度」について（★の数について） 

★☆☆☆☆ 0・10% 
★★☆☆☆ 20・30% 
★★★☆☆ 40・50・60% 
★★★★☆ 70・80・90% 
★★★★★ 達成 
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事業番号 

事業名称 
【2】 家庭における再生可能エネルギー*利用の促進 

事業概要 
持続可能なエネルギー利用への転換を図るため、家庭での太陽光発電*システムの

設置などの再生可能エネルギーの利用を促進します。 

目標 

① 太陽光発電システム累計設置補助件数（戸建住宅）の増加： 

2,800 件（2016年度） 

② 太陽光発電システム累計設置補助件数（共同住宅）の増加： 

50 件（2016年度） 

基準年度値 
① 959件（2010年度） 

② － 

実施工程 
① 継続実施 

② 2012 年度から実施 

2016 年度

実施状況 

・戸建住宅については 128 件、共同住宅については 11 件（うち共同住宅共用

部分 5件）に補助金を交付しました。 

前期期間の

成果 

太陽光発電システム設置 

① 戸建住宅累積：2,816件 

② 共同住宅累積：46件 

目標への 

進捗度 

項目 達成 

① 戸建て住宅  ★ ★ ★ ★ ★ 

② 共同住宅  ★ ★ ★ ★ ☆ 

所轄課 環境・自然共生課 
 

事業番号 

事業名称 
【3】 事業者への再生可能エネルギー導入支援 

事業概要 
事業者への再生可能エネルギーの導入を進めるため、町田市中小企業融資制度

に加え、市内事業者向けの支援策を構築します。 

目標 再生可能エネルギー導入についての市内事業者向け支援策の構築及び運用 

基準年度値 － 

実施工程 ～2014年度：検討、2015年度：構築・実施、2016年度：継続実施 

2016 年度

実施内容 

【環境・自然共生課】 

・共同住宅のオーナー（事業者含む）への太陽光発電設置に対する補助を 5 件 

行いました。 

・事業者の再生可能エネルギー導入及び市内事業者向け支援策について、国や

東京都などの助成策・補助などの情報を整理し、ホームページで提供するほ

か、リーフレットにまとめ、事業者が最新の情報を参照しやすい手段となる

よう各所で配布しました。 

【産業観光課】 

・環境改善整備資金について、市のホームページ、商工会議所や金融機関を通

じた周知活動を行い、3件の問い合わせを受けました。 

・2017年度以降に向けて制度の見直しを行いました。 

前期期間の

成果 
支援策の運用 

目標への 

進捗度 

達成 

  ★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 環境・自然共生課、産業観光課 
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事業番号 

事業名称 
【4】 エコドライブ*の周知、普及・啓発の実施 

事業概要 
市域全体の温室効果ガス*排出量の多くを占める自動車からの排出削減のため、

エコドライブの周知、普及・啓発を行い、エコドライブを推進します。 

目標 
エコドライブ実践者の割合の増加 

エコドライブ実践者の割合 2012 年度比 10 ポイント※増（201６年度） 

基準年度値 24.8%（2012年度） 

実施工程 継続実施 

2016 年度

実施内容 

・エコドライブガイドをライトダウンイベントなどの環境イベント時に配布し

ました。 

・ホームページを通じ、エコドライブの実践方法などを周知しました。 

・庁内向けにも全庁掲示板を通じ、近隣移動時の自転車利用を呼びかけました。 

前期期間の

成果 

2017年度アンケート結果よりエコドライブ実践者の割合 

44.7％（19.9 ポイント増加） 

目標への 

進捗度 

達成 

 ★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 環境・自然共生課 

※ ：ポイントについては、市民アンケートにおいてエコドライブを「いつもやっている」と回

答した回答者の比率（％）をそのままポイントとしています。 

 

事業番号 

事業名称 
【5】 町田市ふるさとの森の保全 

事業概要 
二酸化炭素*の吸収源としてみどりを確保するため、市民協働による町田市ふる

さとの森の保全を行います。 

目標 制度上安定した緑地*面積の増加：880 ha（2016年度） 

基準年度値 860ha（2010年度） 

実施工程 継続実施 

2016 年度

実施内容 

・七国・相原ふるさとの森の用地取得を行い、区域内の用地取得を完了しまし

た。 

前期期間の

成果 
制度上安定した緑地面積：826.04 ha 

目標への 

進捗度 

達成 

 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 

所轄課 公園緑地課 
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◆基本目標２. 自然環境と歴史的文化的環境*の保全 

～水とみどりと生物を守り育むまちづくり～ 

 

事業番号 

事業名称 
【6】 みどりの拠点整備 

事業概要 
市内のみどりの拠点を充実させるため、薬師池公園周辺をはじめとする公園や緑

地*の整備を進めます。 

目標 
① 今後 5 年間の都市計画公園・緑地整備施設数：3施設（2016年度） 

② 今後 5 年間の都市計画公園・緑地用地取得面積：13.6ha（2016年度） 

基準年度値 
① － 

② － 

実施工程 2012 年度から実施 

2016 年度

実施内容 

① 薬師池公園四季彩の杜の拠点となるゲートハウスの基本設計と三輪緑地の

管理棟の基本・実施設計を行いました。 

② 都市計画公園と緑地を合わせて約 3.２ha の用地を取得しました。 

前期期間の

成果 

① 都市計画公園・緑地整備施設数：1施設 

② 都市計画公園・緑地用地取得面積：7.64ha 

目標への 

進捗度 

項目 達成 

① 緑地施設数 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 

② 緑地取得面積 ★ ★ ★ ☆ ☆ 

所轄課 公園緑地課 

 
事業番号 
事業名称 【7】 街区公園の整備 

事業概要 
身近なみどりを増やし、市民の憩いの場をつくるため、未整備の地区に市民に最

も身近な街区公園を整備します。 

目標 今後 5年間の街区公園整備箇所数：5 箇所整備（2016年度） 

基準年度値 － 

実施工程 2012年度から実施 

2016 年度

実施内容 
・木曽富士見公園・小山沼公園の整備工事が予定どおり完了しました。 

前期期間の

成果 
街区公園整備箇所数：5箇所 

目標への 

進捗度 

達成 

★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 公園緑地課 
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事業番号 
事業名称 【8】 歩道の透水性舗装*の整備 

事業概要 
雨水を浸透させることで地下水を保全し水循環の健全化を図るため、歩道の透水

性舗装の整備を進めます。 

目標 透水性舗装面積の増加：26,857㎡（2016年度） 

基準年度値 17,383㎡（2010年度） 

実施工程 継続実施 

2016 年度

実施内容 

・堺 2000 号線道路改良工事、都計道 3・4・37道路築造工事、忠生33号線

（山崎１）道路改良事業、南町田駅北口広場築造工事において、4,454 ㎡の

透水性舗装を行いました。 

前期期間の

成果 
透水性舗装面積：30,412 ㎡ 

目標への 

進捗度 

達成 

  ★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 道路整備課 

 
事業番号 
事業名称 【9】 水辺の魅力の発信 

事業概要 
市民の水辺に対する関心を高め、水辺の保全・活用を進めるため、水辺の魅力に

ついて情報発信を行います。 

目標 
水辺とのふれあいについて満足している市民の割合の増加： 

44.8 ％（2016 年度） 

基準年度値 39.8％（2010年度） 

実施工程 2012 年度から実施 

2016 年度

実施内容 

【環境・自然共生課】 

・市内の河川で活動している団体の情報をホームページに掲載しました。また、

町田の自然を紹介するコンテンツを作成し、川の源流やそこに生息する生物も

掲載しました。 

【下水道総務課】 

・鶴見川源流祭で、市内の親水施設をパネルで紹介しました。 

・鶴見川源流祭、下水道事業ＰＲイベント、町田エコフェスタ、成瀬クリーンセ

ンターさくらまつりで「まちだ水辺ガイドマップ」を計 91部配布しました。 

前期期間の

成果 

2017年度アンケート結果より、“大変満足・満足している”を選択した割合 

44.3％（4.5 ポイント増加） 

目標への 

進捗度 

達成 

 ★ ★ ★ ★ ☆ 

所轄課 環境・自然共生課、下水道総務課 
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事業番号 

事業名称 
【10】 生物多様性*保全のための仕組みづくり 

事業概要 
生物の生育・生息情報を把握し、その情報に基づき、市内の生物多様性保全のた

めの仕組みづくりを行います。 

目標 生物多様性保全のための仕組みの構築及び運用（2014年度） 

基準年度値 － 

実施工程 
2012～2013 年度：生物の状況調査の実施  

2014年度：仕組みの構築及び運用 

2016 年度

実施内容 

・各課での 2015 年度取り組み状況を集約し、環境審議会にて報告しました。

各施策は概ね順調に取り組みが進行しています。 

前期期間の

成果 
「町田生きもの共生プラン」運用 

目標への 

進捗度 

達成 

 ★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 環境・自然共生課 
 
事業番号 

事業名称 
【11】 北部丘陵の整備 

事業概要 
北部丘陵が持つ資産を磨き、地域の価値を高めるため、谷戸*の環境を保全・活用

していきます。 

目標 北部丘陵地域内整備事業用地の活用面積の増加：43.9ha（2016年度） 

基準年度値 27.8ha（2010年） 

実施工程 継続実施 

2016 年度

実施内容 

・農地利用集積円滑化事業（市有農地の貸付）の実施を検討しましたが、活用可

能な土地は利用済みのため、新たな活用はできませんでした。 

前期期間の

成果 
北部丘陵地域内整備事業用地の活用面積：40.6ha 

目標への 

進捗度 

達成 

 ★ ★ ★ ★ ☆ 

所轄課 北部丘陵整備課 
 
事業番号 

事業名称 
【12】 遊休農地のあっせん 

事業概要 
休耕している農地を耕作希望者にあっせんすることで、遊休農地の活用を図り、

農業振興を行います。 

目標 農地あっせん件数：30 件（2016 年度） 

基準年度値 0件（2011 年度） 

実施工程 継続実施 

2016 年度

実施内容 

・農地利用集積円滑化事業において２０１６年４月 1 日付で農地の貸借を 5 件

実施しました。 

・意欲的な農業者等が遊休農地を積極的に引き受けて農地の有効利用を行う取り

組みを後押しするため、町田市農地再生事業を実施し、農地整備の経費補助を

3件行いました。 

・青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目的として、6名の青年就

農者に対して町田市青年就農者給付金を支給しました。 

前期期間の

成果 
農地あっせん件数：86件 

目標への 

進捗度 

達成 

 ★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 農業振興課 
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事業番号 

事業名称 
【13】 フットパスの振興 

事業概要 

安全かつ快適にフットパスウォークを楽しめるように、ルートの道標や案内板な

どの整備を進めます。フットパスウォークを通じて、地域の歴史・文化、自然の

豊かさを感じることで、それらを保全していくことの意識高揚に繋げていきま

す。 

目標 道標整備が完了したフットパスルート数の増加：7ルート（2016年度） 

基準年度値 1ルート（22ルート中）：2010 年度 

実施工程 継続実施 

2016 年度

実施内容 

・フットパスルートを歩くガイドツアーを２回（４月、１１月）開催しました。 

・相原のフットパスコースに道標を２基整備しました。 

前期期間の

成果 
整備ルート：計２ルート（1ルート増加） 

目標への進

捗度 

達成 

 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 

所轄課 産業観光課 

 

 

◆基本目標３. 持続可能な循環型社会*の構築  

～ごみを減らし資源を有効活用するまちづくり～ 

 

事業番号 

事業名称 
【14】 ごみ減量に関する出前講座の充実 

事業概要 
ごみの減量についての意識の向上を図るため、地域や学校、幼稚園などへのごみ

についての出前講座を継続して開催します。また、講座内容の充実を図ります。 

目標 出前講座実施回数の増加：50回／年（2016年度） 

基準年度値 36回／年（2010年度） 

実施工程 継続実施 

2016 年度

実施内容 

・幼稚園保育園 57 回、小学校 34 回、学童保育クラブ 4 回、町内会自治会他

20回、合計 115回の出前講座を実施しました。 

前期期間の

成果 
出前講座実施回数：115回／年 

目標への進

捗度 

達成 

 ★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 ３Ｒ推進課 
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事業番号 

事業名称 
【15】 マイボトル・マイバッグなどの利用促進 

事業概要 
ごみの発生抑制*を図るため、マイボトル・マイバッグなどの利用促進のキャンペ

ーンを行います。 

目標 キャンペーンの実施回数の増加：5 回／年（2016年度） 

基準年度値 1 回／年（2010年度） 

実施工程 継続実施 

2016 年度

実施内容 

・「FC ゼルビア町田」と「ＡＳＶペスカドーラ町田」のホームゲーム、「こども

マラソン」、「少年野球」で、マイボトルキャンペーンを実施しました。 

・マイボトルＯＫ店マップを、ガイドブック形式に見直し、マイボトルの利用促

進を図りました。 

・エコバック利用促進のためのポスター掲示を協力店や市内商店会と協力の上で

行いました。 

前期期間の

成果 
キャンペーンの実施回数：4回／年 

目標への進

捗度 

達成 

  ★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 ３Ｒ推進課 

 

事業番号 

事業名称 
【16】 市内事業所のごみ減量の推進 

事業概要 
市内事業所へ訪問調査及びごみ減量の指導を行い、事業系ごみの減量を図りま

す。 

目標 市内事業所への訪問件数の増加：100件／年（2016年度） 

基準年度値 55件（2010 年度） 

実施工程 継続実施 

2016 年度

実施内容 

・大規模事業所への現状確認訪問を６４件行いました。 

・事業系ごみの指導と訪問（大規模事業所を除く）を 176件行いました。 

前期期間の

成果 
訪問事業所数：240件 

目標への進

捗度 

達成 

 ★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 ３Ｒ推進課 
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事業番号 

事業名称 
【17】 生ごみ処理機の導入促進 

事業概要 
生ごみの資源化を進めてごみの発生抑制*を図るため、たい肥化容器や生ごみ処理

機の購入補助制度などを活用し、生ごみ自家処理の普及を進めます。 

目標 生ごみ自家処理世帯数の増加：累積 10,000世帯（2016 年度） 

基準年度値 8,676 世帯（2010年度） 

実施工程 継続実施 

2016 年度

実施内容 

・新規の生ごみ自家処理世帯数は、生ごみ処理機等購入費補助金制度で 134 世

帯、大型生ごみ処理機貸出制度で 69世帯、合計 203 世帯でした。 

・ごみ減量サポーターや出前講座、イベント、情報紙等を活用し制度のＰＲを行

いました。また、ダンボールコンポストの普及に向けて研修会を行い、96 名

が参加し、出前講座で 40名が参加しました。 

前期期間の

成果 
累計世帯数：10,217世帯 

目標への進

捗度 

達成 

 ★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 ３Ｒ推進課 

 

事業番号 

事業名称 
【18】 資源循環型施設の整備 

事業概要 

ごみの減量と今まで焼却していたごみの資源化を進めるため、市民協働による

「町田市資源循環型施設整備基本計画」（以下、「施設整備基本計画」といいます。）

を策定し、プラスチックの資源化施設や生ごみ資源化施設、焼却施設等の整備を

進めます。 

目標 資源循環型施設の整備：事業者決定（2016 年度） 

基準年度値 「施設整備基本計画」を策定中（2011年度） 

実施工程 

2013年度：「施設整備基本計画」策定 

2016年度：熱回収施設等整備・運営事業者決定 

2017～2021年度：熱回収施設等建設工事 

2016 年度

実施内容 

【熱回収施設等】 

・地区連絡会等において、地域住民と協働で安全・安心な施設づくりに向けた検

討を進めました。 

・整備・運営事業者と契約を締結しました。 

・東京都環境影響評価条例に基づく諸手続きを行いました。 

【資源ごみ処理施設】 

・各地区連絡会等において、地域住民と協働で安全・安心な施設づくりに向けた

検討を継続しています。 

・建設に向けて地権者との調整を進め、法令手続の準備や関連事業との協議等を

行いました。 

前期期間の

成果 

熱回収施設等整備・運営事業者と契約締結、資源ごみ処理施設建設に向けた各種

調整・法令手続準備 

目標への進

捗度 

達成 

  ★ ★ ★ ☆ ☆ 

所轄課 循環型施設整備課 
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◆基本目標４. 良好な生活環境の創造  

～安全で快適な暮らしを実現するまちづくり～ 

 

事業番号 

事業名称 
【19】 路線バス利用環境整備 

事業概要 

大気汚染物質の発生原因となる自動車の利用を減らして公共交通利用を進める

ため、連節バスシステムの導入やバス路線網の再編、乗り継ぎシステムの整備

を進めます。 

目標 
① バス路線網の再編：2016年度までに着手 

② 乗り継ぎシステムの整備：2016 年度までに着手 

基準年度値 
① － 

② － 

実施工程 
① ～2015 年度：検討、2016年度：着手  

② ～2015 年度：検討、2016年度：着手 

2016年度

実施内容 

① 町田 3・4・37号線、南町田駅前ターミナルの整備に合わせて、バスの運

行を開始しました。また、鶴川駅北口広場の整備計画についてバス事業者、

タクシー事業者と調整を進め、警視庁計画協議が概ね取りまとまりました。 

② 小山田桜台の乗り継ぎ拠点化工事に向けた詳細設計・積算を行いました。 

前期期間の

成果 

① バス路線網の再編：着手 

② 乗り継ぎシステムの整備：着手（工事着手準備完了） 

目標への 

進捗度 

項目 達成 

① バス路線網の再編 ★ ★ ★ ★ ★ 

② 乗り継ぎシステムの整備 ★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 交通事業推進課 

 

事業番号 

事業名称 
【20】 自転車利用環境の整備 

事業概要 
大気汚染物質を排出しない自転車の利用を進めるため、自転車走行空間の整備

や駅前に公営・民営自転車等駐車場の整備を進めます。 

目標 
① 自転車レーン設置：2 km（2014 年度） 

② 自転車等駐車場の収容台数の増加：累積 19,500台（2016 年度） 

基準年度値 
① － 

② 18,578台（2010年度） 

実施工程 

①  2014 年度：自転車レーン設置  

② 2012 年度：施設整備着手、民間事業者による施設整備の補助金交付の継

続実施 

2016年度

実施内容 

①【建設総務課】 

自転車レーン設置工事（都計道 3・4・37 号線（鶴間））を年度内に完了し

ました。 

②【交通安全課】 

2017年1月に原町田３丁目自転車駐車場のラック設備の更新が完了しまし

た。 

前期期間の

成果 

①  自転車レーン設置：2.7km 

②  自転車等駐車場の収容台数累積：20,244台 

目標への進

捗度 

項目 達成 

① 自転車レーン設置  ★ ★ ★ ★ ★ 

② 自転車等駐車場の収容台数の増加  ★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 建設総務課、交通安全課 
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事業番号 

事業名称 
【21】 下水道未整備箇所の汚水管整備の推進 

事業概要 
汚水を適正に処理し、河川水質の向上を図るため、市街化区域の下水道の整備

を推進します。 

目標 下水道人口普及率の増加：98.1％（2016年度） 

基準年度値 95.7％（2010年度） 

実施工程 継続実施 

2016 年度

実施内容 
・未整備地区において汚水管渠整備を、1.94ｈａ実施しました。 

前期期間の

成果 
下水道人口普及率：98.6％ 

目標への進

捗度 

達成 

 ★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 下水道整備課 

 

 

事業番号 

事業名称 
【22】 下水処理水の水質向上 

事業概要 
下水処理場（鶴見川クリーンセンター）の処理施設の増設及び設備改造により、

下水処理水の水質向上を図ります。 

目標 高度処理化率の増加（準高度処理を含む）：19.4％（2016年度） 

基準年度値 9.8％（2010 年度） 

実施工程 

【高度処理施設の導入】  

2015年度～：増設工事、2019 年度：高度処理施設稼動  

【準高度処理の導入】  

2012～2015年度：鶴見川クリーンセンターにて実証試験 

2015年度～：成瀬クリーンセンターにて実証試験 

2016 年度

実施内容 

・鶴見川クリーンセンター高度処理設備の増設については、土木躯体の建設工

事を進めました。 

・既存施設については、鶴見川クリーンセンターでは、窒素の削減に努め、成

瀬クリーンセンターでは、準高度処理の実証運転に取り組みました。その結

果、処理水中の窒素含有量は良好な結果を得ました。 

前期期間の

成果 
高度処理化率：9.8 ％ 

目標への進

捗度 

達成 

 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 

所轄課 水再生センター 
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事業番号 

事業名称 
【23】 有害化学物質*の適正管理・処理の指導 

事業概要 
有害化学物質等を取り扱う事業者に対して、適正管理および処理の指導を行いま

す。 

目標 
工場や指定作業場及び水質汚濁防止法特定施設への立入り指導件数の増加：全対

象施設への実施（2016年度） 

基準年度値 3件/年（工場認可時に実施）：（2010年度） 

実施工程 継続実施 

2016 年度

実施内容 

・水質汚濁防止法に基づき、有害物質使用特定施設を設置している事業場につい

て、立入りを 30件行いました。 

・過去に有害物質を取扱っていた、または取扱っていた可能性のある事業場に対

して、指導を行いました。 

前期期間の

成果 
立入り指導件数：117件（累積件数、2016年度対象施設 57件中） 

目標への進

捗度 

達成 

 ★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 環境保全課 

 

事業番号 

事業名称 
【24】 景観ガイドラインの策定 

事業概要 

市内の景観の向上を目指して、「景観づくりガイドライン」に続き、「公共事業景

観形成指針」「（仮称）屋外広告物ガイドライン」を策定し、景観づくりの基準と

なるガイドラインの整備を進めます。 

目標 
① 「公共事業景観形成指針」の策定  

② 「（仮称）屋外広告物ガイドライン」の策定 

基準年度値 
① － 

② － 

実施工程 
① 2012 年度：策定  

② 2017 年度：策定 

2016 年度

実施内容 

・「（仮称）屋外広告物ガイドライン」策定に向け、周辺自治体の事例研究や東京

都との調整を行いました。また、アンケート調査や周辺自治体へのヒアリング

調査を実施しました。 

前期期間の

成果 

① 「公共事業景観形成指針」：策定済（2012 年度） 

② 「（仮称）屋外広告物ガイドライン」：考え方の整理 

目標への進

捗度 

項目 達成 

①「公共事業景観形成指針」の策定  ★ ★ ★ ★ ★ 

②「（仮称）屋外広告物ガイドライン」

の策定 

 ★ ★ ★ ☆ ☆ 

所轄課 地区街づくり課 
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◆基本目標５.環境に配慮した生活スタイルの定着 

～学び・協働で進めるまちづくり～ 

 

事業番号 

事業名称 
【25】 子どもへの環境学習*の推進 

事業概要 子どもへの環境学習を進めるため、環境に関する実験や体験を重視した子ども向

け環境講座のプログラムを策定し、実施します。 

目標 子ども向け環境講座のプログラムの策定・実施（2015年度） 

基準年度値 － 

実施工程 ～2013 年度：検討、2014年度：プログラム策定、2015年度：環境講座の開

催 

2016 年度

実施内容 

・新たに「水素であそぼう！ミライのエネルギー！」を実施しました。 

・こどもエコクラブ*のポスターを掲示やパンフレットを配布等、広報活動を支援

しました。 

・ライトダウンの一環として、図書館と連携し、地球温暖化*特集や映画会を実施

したほか、各地域図書館で行われるお話し会の後に紙芝居を実施しました。 

前期期間の

成果 
新たなメニューの企画・実施 

目標への進

捗度 
達成 

 ★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 環境・自然共生課 

 

事業番号 

事業名称 
【26】 市民協働による環境マップの作成 

事業概要 市内の環境に関する情報（太陽光発電*設置公共施設、自転車駐車場、リサイクル*

広場の位置情報など）を集約し、市民に情報提供するため、市民協働により環境

マップを作成し市民に配布します。 

目標 環境マップの作成・配布（2014 年度～毎年） 

基準年度値 － 

実施工程 ～2013 年度：検討・準備、2014 年度：作成・配布 

2016 年度

実施内容 

・インターンシップ生との協働により作成した市内のエコスポット紹介マップを

ホームページで公開しました。 

前期期間の

成果 
作成・公開 

目標への進

捗度 
達成 

 ★ ★ ★ ★ ☆ 

所轄課 環境・自然共生課 
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事業番号 

事業名称 
【27】 まちだエコ宣言制度の推進 

事業概要 環境配慮*を行っている事業者にエコ宣言をしてもらい、その取り組みを市民や他

の事業者に広く紹介し、サポートする制度を構築し、環境配慮型の事業活動及び

消費活動を促進します。 

目標 まちだエコ宣言制度への参加事業者数：50店・事業所（2016年度） 

基準年度値 － 

実施工程 2012年度：実施 

2016 年度

実施内容 

・エコ宣言参加事業者の環境配慮活動のＰＲの場として町田エコフェスタに出展

し、市民に活動のＰＲを行いました。また、エコ宣言参加事業者にも募集によ

り 4事業者が出展し、直接市民に PR しました。 

・エコ宣言参加事業者の活動 PR ポスターを庁内掲示板に掲示し、市民に PR し

ました。 

・年度末に活動報告を提出してもらい、それぞれの活動報告をまとめ、ホームペ

ージで紹介しました。 

前期期間の

成果 
参加店・事業所：64件 

目標への進

捗度 
達成 

 ★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 環境・自然共生課 

 

事業番号 

事業名称 
【28】 環境情報・活動についてのホームページの立ち上げ 

事業概要 市民・事業者の環境活動に役立てるよう市内の環境保全活動・活動団体等の情報

を収集し提供するため、独立したホームページを立ち上げます。 

目標 ホームページの作成・運用（2014 年度） 

基準年度値 － 

実施工程 ～2013年度：検討・準備、2014 年度：作成・運用 

2016 年度

実施内容 
・「まちだのエコページ」を運用し、更なる活用方法の検討を行いました。 

前期期間の

成果 
「まちだのエコページ」運用・検証 

目標への進

捗度 
達成 

 ★ ★ ★ ★ ★ 

所轄課 環境政策課 
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4.2. その他の事業 
 

◆基本目標１. 地域で取り組む地球温暖化*の防止 

～低炭素社会を目指すまちづくり～ 

 

（１）地球温暖化防止の意識の浸透を図り、取り組みを促します 

①地球温暖化対策の取り組みの情報を分かりやすく発信します 

取り組み項目 2016年度実施内容 

パンフレットの配布、ホー

ムページ等による地球温

暖化対策の取り組みや助

成制度等の情報提供 

・ 年間を通じ、住宅用自然エネルギー利用機器の補助事業、緑の

カーテン*の推進、エコドライブ*事業、電気自動車事業、夏季及

び冬季の節電の啓発などの地球温暖化対策の取り組みについ

て、広報まちだ、ホームページなどで情報提供を行いました。 

・ ハスのんを活用したエコドライブリーフレットをイベント時に

配布しました。 

・ 補助事業について、みどり東京の月刊誌に補助事業紹介の記事

を掲載する他、ホームページで国や都の補助事業を PR するな

ど、様々な手法で情報発信を行いました。【環境・自然共生課】 

 

②温室効果ガス*排出量やエネルギー使用量の「見える化」を進めます 

取り組み項目 2016年度実施内容 

市の施設からの温室効果

ガス排出量、エネルギー使

用量の公表 

・ 2015年度の市域全体の温室効果ガス排出量をとりまとめ、12

月に「町田市環境白書*2016」を発行しました。また、市のホ

ームページでも公表しました。【環境政策課】 

家庭でのエネルギー使用

量を測定するための「省エ

ネナビ」等の貸し出しの実

施 

・ イベント時の広報活動やＥＣＯまちだ冬号で「省エネナビ」「エ

コワット」の貸し出し事業の周知をしました。 

・ 31世帯に省エネナビ 20台、エコワット 74台の貸し出しを行

いました。【環境・自然共生課】 

 

③地域や市民の地球温暖化対策の取り組みを促進するための仕組みづくりを検討、実

施します 
 

→重点事業１（地球温暖化対策取り組み促進の仕組みづくり） P27参照 
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（２）持続可能なエネルギー利用への転換を図ります 

① 公共施設における取り組みを進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

新設公共施設への再生

可能エネルギー*の導入

推進 

・6月に対象施設の光熱水費調査を行い、2月に調査結果を管理職

および主管課へ報告しました。 

・ 公共施設への省エネ機器導入について、学校のトイレ改修工事等

で人感センサー点灯式ＬＥＤ*照明、ヒートポンプ*式空調機、CO2

センサーの導入を行いました。 

・新設公共施設への再生可能エネルギー導入推進について成瀬コミ

ュニティーセンターへ太陽光発電*を導入しました。【営繕課】 

・ 小学校４校のトイレ改修工事が完了し、節水型トイレやセンサー

照明を採用しました。【施設課】 

下水処理場の汚泥焼却

炉の廃熱利用の検討 

・ 冬季は、焼却炉の廃熱を利用して成瀬クリーンセンター本館管理

棟の暖房をまかないました。これにより、暖房用ガスの使用はあ

りませんでした。【水再生センター】 

街路灯の省エネ化 ・ 老朽化や故障した器具の交換や計画的な器具交換を積極的に行

い、年間６6.5 トンの CO2を削減しました。【道路管理課】 

公共施設での屋上緑化*

や壁面緑化、緑のカーテ

ン*等の積極的な導入 

・ 必要苗数の生産及び環境・自然共生課へのつる性植物の提供をし

ました。【公園緑地課】 

・ 市民団体「緑のカーテンプロジェクト・2016」と協働でゴーヤ

の苗を配り、公共施設での緑のカーテンの普及につなげました。 

市役所施設 [46施設 1,070苗]、教育施設 [42施設 780苗] 

・ 「緑のカーテンプロジェクト・２０１6」及び庁内関係課と、今

年度の取り組みの反省会を行い、次年度の取り組みに向けた検討

を開始しました。【環境・自然共生課】 

 

②家庭における取り組みを促進します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

市民を対象とした住宅

用太陽光発電システム

設置補助 

→重点事業２（家庭における再生可能エネルギー利用の促進）P28

参照【環境・自然共生課】 

太陽光発電システムの

設置補助以外の再生可

能エネルギーの導入補

助の検討 

・ 第 2期（年度後半）の申請により、太陽光発電システム以外の機

器である太陽熱利用システムの申請は 4 件あり、抽選の結果、1

件の補助金交付となりました。【環境・自然共生課】 

家庭への省エネ機器等

の導入支援検討、情報提

供 

・ 緑のカーテンについて、市民団体「緑のカーテンプロジェクト・

2016」と協働でゴーヤの苗を配り、みどりのカーテンを普及す

る活動を行いました。 市民配布 675世帯 2,025苗 

・ 緑のカーテン作り方の講習会を行いました。(2 回開催)【環境・

自然共生課】 

住宅の省エネの促進、長

寿命化に配慮した住宅

の普及等に関する情報

発信 

・ ホームページ、広報まちだ、商工会議所ニュースへ住宅改修助成

制度（環境性能向上工事）の案内記事を掲載し、周知啓発を行い

ました。【住宅課】 
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③事業活動における取り組みを促進します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

事業活動における再生

可能エネルギー *の導

入、省エネの促進のため

の補助 

→重点事業３（事業者への再生可能エネルギー導入支援）P28参照

【産業観光課】 
 

 

まちだエコ宣言制度の

推進 

→重点事業 27（まちだエコ宣言制度の推進）P40 参照【環境・自

然共生課】 

商店街街路灯のLED*化

推進 

・ 環境改善整備資金について、市のホームページ等で制度の周知を

実施いたしました。 

・ 市内の商店会から次年度実施する街路灯ＬＥＤ化の申請を受け付

け、東京都が実施する事業説明会に参加しました。【産業観光課】 

 

 

（３）地球温暖化*防止に貢献するまちづくりを進めます 

①町田市全体で取り組む、地球温暖化防止行動を進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

町田市のエネルギー利

用の現状や、地球温暖化

に関する学習機会の提

供 

・ 町田市ホームページやエコまちだ、イベント時の広報活動などを

通じて、省エネナビやエコワットの活用など、節電にかかる情報

提供を実施しました。 

・ 夏休みの水素エネルギーに関する子ども向け環境学習*を実施しま

した。【環境・自然共生課】 

ライトダウン等節電意

識向上のためのキャン

ペーンの実施 

・ 環境省「ライトダウンキャンペーン 2016」にあわせ、市職員及

び消灯実施施設利用者に対し、節電意識の向上を図りました。 

・ 伝統的七夕ライトダウン推進委員会「伝統的七夕ライトダウン

2016」にあわせ、市職員及び消灯実施施設利用者に対し、節電

意識の向上を図りました。 

・ 相模原市と連携し、各団体の協力を得ながら、今年度で５回目と

なるライトダウン「まちだ・さがみはら絆・創・光」を実施しま

した。市職員にも節電意識の向上を図ったほか、紙芝居を通じ、

子どもたちが節電を意識するきっかけとなるような機会を提供し

ました。【環境・自然共生課】 

道路の新設や改良工事

における、排出ガス対策

型建設機械の使用状況

の確認 

・ 当課発注し請負契約にいたった工事案件においては、受注者より

排出ガス対策型建設機械の使用が確認できる書類、使用状況が確

認できる現場写真を提出させ、担当監督員が確認し地球温暖化防

止行動に取組みました。【道路整備課】 

 

②自動車利用を控え、公共交通利用を進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

路線バスの利用環境整

備及び地域コミュニテ

ィバスの運行 

→重点事業 19（路線バスの利用環境整備）P36 参照 

 

・バス停留所改良工事を実施し、路線バスの「中乗り」「前降り」方

式を導入しました。 

・「第三小学校前」バス停に上屋、「町田バスセンター14 番乗り場」

「センター前」バス停にベンチを設置しました。【交通事業推進課】 
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ノーマイカーデーの設

定などによる公共交通

利用の推進 

・ 緑のカーテン*の苗配布時やエコフェスタ、生物多様性*フォーラム

などの環境学習*イベント実施時に、公共交通機関の利用を呼びか

けました。 

・ ホームページで、エコドライブの実践方法の一つとして、自動車

より公共交通機関の利用を心がけることによっても、地球温暖化*

防止に貢献することができることを周知しました。【環境・自然共

生課】 

 

③低公害車*の普及促進等を図ります 
取り組み項目 2016 年度実施内容 

電気自動車等の低公害

車普及促進 

・ 電気自動車充電器を市民の利用に供しました（有料にて急速充電

器２台、無料にて普通充電器２台（普通充電器のうち、町田リサ

イクル*文化センター設置の１台は、施設の建て替えに伴い２月末

で撤去）。 

・ ８月に導入した燃料電池自動車と併せて電気自動車をイベント時

に展示するなど、様々な次世代自動車の紹介を行いました。【環

境・自然共生課】 

エコドライブ*の周知、

普及・啓発、エコドライ

ブ教習会の実施 

→重点事業４（エコドライブの周知、普及・啓発の実施）P29 参照

【環境・自然共生課】 

低公害車の公用車とし

ての導入検討・実施 

・ 老朽化した業務用車両５台について、低公害車への買い替えを行

いました。 

・ 「エコドライブ１０のすすめ」を運転日誌の表紙に差入れて運転

者への啓発を実施しました。 

・ 職員を対象とした安全運転講習会の中で、エコドライブをするこ

とによる環境負荷*軽減と事故防止のＷ効果等について啓発を行い

ました。【管財課】 

 

④自転車利用環境の整備を進めます 
取り組み項目 2016 年度実施内容 

市職員の近隣移動時等

の自転車利用の推進 

・ 自転車利用の効用、効果を紹介したチラシを全庁掲示板に掲載し、

職員に自転車利用促進を働きかけました。【環境・自然共生課】 

 

⑤町田の農産物の地産地消を推進します 

取り組み項目 2016 年度実施内容 

学校給食での地場産農

産物の利用推進 

・ 市内全小学校に向けて、米飯給食を実施しました。 

・ 学校給食の現状についての資料を農業者に配布し、地場産農産物

の供給を呼びかけました。【農業振興課】 

「町田市農産物直売所

マップ」の PR 

・ 日曜朝市および市役所まち☆ベジ市にて、まち☆ベジマップ（農

産物直売所マップ）やまち☆ベジグルメ店なびを配布し、地産地

消ＰＲ活動を実施しました。【農業振興課】 

 

  



45 

（４）二酸化炭素*の吸収源として、みどりの確保を推進します 

①二酸化炭素吸収源を維持するため、緑地*を保全します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

町田市ふるさとの森の保

全 

→重点事業 5（町田市ふるさとの森の保全）P29参照【公園緑地

課】 

市内緑地の保全 ・ 現地調査や市民要望に応じた管理を行っています。【公園緑地

課】 

街路樹の適正な維持管理 ・ 樹種毎に目標樹形シートを作成し、夏期・冬期ともに樹木の生

理に配慮した剪定を行いました。 

・ 樹木点検や街路樹診断を行い、倒木等の危険性があると判断さ

れた街路樹の伐採を行いました。 

・ 街路樹が伐採・撤去された箇所に、東京都無償配布及び購入苗

木にて、秋期、春期の２期に分け、高木・低木の植栽を行いま

した。【道路補修課】 

 

②二酸化炭素吸収量の増加を図るため、緑化を推進します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

市内のみどりの育成と連

携したカーボンオフセッ

ト*の仕組みの検討 

・ 他の取り組みを優先して進めており、研究に着手できていませ

ん。【環境・自然共生課、環境政策課】 
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◆基本目標２. 自然環境と歴史的文化的環境*の保全 

～水とみどりと生物を守り育むまちづくり～ 

 

（１）みどりを守り、増やし、育て、活かす取り組みを進めます 

①緑地*の現状を把握し、公表します 

 

②みどりの保全を進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

みどりの拠点整備 →重点事業６（みどりの拠点整備）P30参照【公園緑地課】 

街路樹の適正な維持管理 →基本目標１．（４）① P45参照【道路補修課】 

 

③身近なみどりを増やします 
取り組み項目 2016年度実施内容 

街区公園の整備 →重点事業７（街区公園の整備）P30参照【公園緑地課】 

中高層建築における緑化

の指導 

・ 中高層建築物の建築に伴う協議のなかで、敷地内緑化の指導を

６１件行いました。【土地利用調整課】 

 

公共施設での屋上緑化*や

壁面緑化、みどりのカーテ

ン等の積極的な導入 

→基本目標１．（２）① P42参照【公園緑地課】 

→基本目標１．（２）① P42参照【環境・自然共生課】 

 

④市民協働による緑地の保全、維持管理を進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

市民協働による、町田市ふ

るさとの森などの緑地の

保全及び維持管理 

・ 団体登録を受付、謝礼金の支払いや物資の支給により、活動の

支援を行いました。団体登録数は２００団体です。【公園緑地課】 

公園や施設等のみどりを

市民等との協働で維持管

理する仕組みづくりと運

用 

環境保全団体への支援、広

報等での紹介 

市民・市民団体・事業者が

市内の樹林地等で環境保

全活動を実施しやすい仕

組みづくりの検討 
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⑤緑地*を保全しながら活用し、ふれあいの場を確保します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

自然観察会の開催、里山*

整備活動を体験できる場

の提供 

・ 忠生公園自然観察センター・かしの木山自然公園定例自然観察

会については、広報まちだに掲載、また両公園の掲示板にも掲

載しＰＲをしています。毎回観察会ボランティアの協力もあり、

計13回の開催で、203名の参加者に楽しんでいただきました。 

【公園緑地課】 

・ 植樹地の草刈等、森づくりの活動を２回実施しました。 

・ 竹の伐採体験、生きもの観察会を公募の市民を対象に実施しま

した。【北部丘陵整備課】 

 

 

（２）水辺の保全・活用と水循環の健全化を進めます 

①水辺環境を保全します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

市民協働による高ヶ坂松

葉調整池の維持管理作業

と生物調査の実施 

・ 高ヶ坂松葉調整池における管理活動について、2015 年 5 月

にＮＰＯ鶴見川源流ネットワークとアダプト事業の管理活動

の協定を結びました。 

・ 締結後はアダプト事業の要綱に基づき、ＮＰＯ法人鶴見川源流

ネットワークのゴミ拾い・生き物調査等といった自主的な維持

管理活動の支援を行いました。【下水道管理課】 

 

②湧水地の保全、地下水保全のため、水源涵養域の保全、雨水の浸透を図ります 
取り組み項目 2016年度実施内容 

道路の新設、改良工事時に

おける歩道の透水性舗装*

の整備 

→重点事業８（歩道の透水性舗装の整備）P31参照【道路整備課、

道路補修課】 

宅地開発・中高層建築物に

対する雨水貯留・浸透施設

設置の指導 

・ 宅地開発協議や中高層建築物協議の中で、適切な雨水貯留施設

の設置に関する指導を行いました。【下水道管理課】 

・ 宅地開発事業や中高層建築物の建築に伴う協議のなかで、雨水

貯留浸透施設を適切な位置・規模で設置するよう指導を行いま

した。 

‣宅地開発事業における雨水貯留・浸透施設設置の指導：７５件 

‣中高層建築物に対する雨水貯留・浸透施設設置の指導：６１件 

【土地利用調整課】 

東京都環境確保条例に基

づく地下水の揚水量の把

握、必要に応じた地下水利

用者への指導 

・ 報告が必要な揚水施設設置者に対して通知を行い、地下水揚水

量報告書の提出を促しました。報告値が規則で定める揚水量を

超過している事業者に対しては、揚水量を減らしていただくよ

うに指導しました。【環境保全課】 

湧水調査の継続、湧水地の

保全の仕組みづくり 

・ 湧水の情報管理を行いました。 

・ 市民から、市内の湧水に関する資料の提供がありました。今後

はホームページ等で積極的に情報発信を進めていきます。【環

境・自然共生課、環境政策課】 
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③町田の水辺の魅力を発信します 
取り組み項目 2016 年度実施内容 

イベントを通じた親

水施設の紹介 

・ 鶴見川源流祭で、市内の親水施設をパネルで紹介しました。【下

水道総務課】 

「（仮称）まちだ水辺

ガイドマップ」の配布 

・ 5/8（日）に開催された鶴見川源流祭で、市内の親水施設をパ

ネルで紹介し、「まちだ水辺ガイドマップ」を５部配布しました。 

・ 9/5（月）から 9/9（金）まで、下水道の日（9/10）に合わせ

て実施した下水道事業のＰＲイベントで「まちだ水辺ガイドマ

ップ」を 38部配布しました。 

・ 10/2（日）に開催された町田エコフェスタで、「まちだ水辺ガ

イドマップ」を４0部配布しました。 

・ 3/25（土）に実施した成瀬クリーンセンターさくらまつりで、

「まちだ水辺ガイドマップ」を８部配布しました。【下水道総務

課】 

源流都市町田の魅力

発信 

→重点事業９（水辺の魅力の発信）P31参照【環境・自然共生課、

下水道総務課】 

 

（３）生物多様性*の保全を進めます 

①生物多様性に関する情報を発信します 
取り組み項目 2016 年度実施内容 

生物多様性の確保や

外来生物対策に関す

る市の方針、取り組み

状況の発信、啓発活動

の実施 

・ ＥＣＯまちだで、生物を紹介する記事を年４回掲載し、情報発信

しました。 

・ ホームページのコンテンツを整理し、新たに「町田の生物多様性

のページ」を構築しました。団体の活動情報や過去の生きもの調

査等の結果、他部署のリンク等を公開しています。また、コンテ

ンツ公開の記事をＥＣＯまちだにも掲載しました。【環境・自然共

生課】 

自然観察会、学習会等

の開催 

→基本目標２．（１）⑤ P47参照【公園緑地課】 

 

② 生物多様性の現状把握を行います 
→重点事業 10（生物多様性保全のための仕組みづくり）P32参照 

 

③生物多様性保全の取り組みを検討、実施します 

取り組み項目 2016年度実施内容 

学校におけるビオト

ープ*の創出、活用 

・ 低学年では生活科の学習、中・高学年では総合の学習や理科の学

習において、虫やメダカなどの水辺の生き物の観察・飼育を行い

ました。 

・ 大蔵小学校と小中一貫ゆくのき学園大戸小学校において、地域の

方々の協力を得ながら学年や委員会活動でビオトープの整備を行

うとともに、児童が学習等で活用しました。 

・ 大蔵小学校では、地域の協力を得て「ホタルの鑑賞会」を行いま

した。また、幼虫や成虫の放流を行いました。【指導課】 
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④外来生物対策を進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

生態系や農業生産に被害

を及ぼす外来生物の防除 

・ 増加傾向にある有害鳥獣による農作物への被害を減少させるた

め、有害鳥獣の捕獲・殺処分を委託契約し、被害の減少を図り

ました。【農業振興課】 

・ 定期的に巡回を行い、特定外来植物「アレチウリ」の駆除を実

施しました。【北部丘陵整備課】 

外来生物の適正な飼育・管

理の普及啓発 

・ ホームページで外来種の飼育や取り扱い、ルールに関する情報

を掲載しています。【環境・自然共生課】 

 

（４）谷戸*の環境と農地・農業を守ります 

①谷戸の環境を保全し、活用します 

取り組み項目 2016年度実施内容 

北部丘陵の整備  →重点事業 11（北部丘陵の整備）P32参照【北部丘陵整備課】 

市民を対象とした里山*管

理講習会の実施 

・ 小野路公園の指定管理者が雑木林管理講習会を開催しました。

【公園緑地課】 

市民参加による自然環境

学習*会や農業体験による

谷戸環境の再生管理 

 

・ 地域の伝統農法による谷戸環境の再生に取り組むとともに、公

募市民による農業体験（通年）の機会を提供しました。 

・ 農作物の収穫体験をイベントとして 3回実施しました。【北部丘

陵整備課】 

・ 農業の大切さや収穫の喜びを体験してもらうことを目的に小学

生親子及び市民を対象に体験事業を実施しました。12組 31名

の応募があり、田植え、草取り、稲刈りの体験に加え、収穫祭

を実施し、収穫した餅米でお餅を作り、参加者に振る舞いまし

た。【農業振興課】 

 

②多面的機能を有する農地を保全するため、農業支援を進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

農産物直売所の開設・運営

の支援 

・ 農産物直売所の運営の支援として、町田市農産物直売所マップ

（まち☆ベジマップ）を発行し、配布を行いました。【農業振興

課】 

水田保全奨励金の交付 ・ 約 10ha の水田の所有者 68 名に対し奨励金を交付しました。

【農業振興課】 

遊休農地の耕作希望者へ

のあっせん 

→重点事業 12（遊休農地のあっせん）P32参照【農業振興課】 

援農ボランティアの育成

を行う市内ＮＰＯ法人に

対する助成 

・ 援農ボランティアの育成を行う市内ＮＰＯ法人に対する経営助

成を行いました。【農業振興課】 

農業研修事業、米作り体験

農業の実施 

・ 農業研修事業は、今年度７期生が８名参加し、6 期生と合わせ

て１９名が研修を受講しました。6 期生 11 名は 2 年間の研修

を修了しました。米作りは、小学生親子及び市民を対象に実施

し好評でした。【農業振興課】 
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③エコファーマー*の育成を進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

エコファーマーによる事業

の支援 

・ 市内畜産農家が生産する堆肥の購入にかかる経費を補助する

堆肥流通促進事業補助金について、エコ農産物認証制度*取得

者は５割増、エコファーマーは２割増して交付し、環境にや

さしい農業を行う農業者を支援しました。 

・ 新たに 2名がエコ農産物認証を取得しました。【農業振興課】 

 

④市民が農業とふれあえる機会を提供します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

市民農園 *、体験農園の開

設・運営 

・ 市内３園の市民農園について管理運営を行いました。 

・ 体験農園について、利用者募集の広報等の支援を行いました。 

・ 農業体験機会の提供として、薬師池公園四季彩の杜ゲートハ

ウス・農業体験エリアの開園に向け、視察研修を行いました。

【農業振興課】 

農業体験機会の提供 ・ 小中一貫町田っ子カリキュラムの「食育」に位置付けられた

農業体験教育を、地域の農家や保護者の協力を得ながら実施

しました。具体的には、田や畑を耕し、米や野菜を育てて食

べるなどの体験活動を通して、児童の食文化や健康について

理解を深めました。 

・ 米作りでは、収穫後に残った藁を使って「しめ飾り」を作る

など、副産物を有効活用する取組を実施しました。【指導課】 

 

⑤町田の農産物の地産地消を進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

学校給食での地場産農産物

の利用推進 

→基本目標１．（３）⑤ P44参照【農業振興課】 

「町田市農産物直売所マッ

プ」のＰＲ 

→基本目標１．（３）⑤ P44参照【農業振興課】 

 

（５）歴史的文化的環境*を守ります 

①歴史的文化的環境を保全します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

国・都・市指定史跡の整備事

業の実施 

・ 国史跡高ヶ坂石器時代遺跡整備事業は牢場遺跡確認調査及

び、稲荷山遺跡及び八幡平遺跡の一部の整備工事を実施し、

このうち稲荷山遺跡を再公開しました。 

・ 東京都指定史跡西谷戸*横穴墓群整備事業は整備工事が完了し

ました。 

・ 町田市指定有形文化財村野常右衛門生家保存修理事業は工事

実施設計を作成し、保存修理工事に着手しました。【生涯学習

総務課】 

 

②自然や歴史・文化とのふれあいを進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

フットパスの普及促進 →重点事業 13（フットパスの振興）P33参照【産業観光課】 

観光交流拠点、情報発信拠点

の整備 

・ 小野路宿里山*交流館で、うどん作り教室や小野路等の歴史に

触れるツアー、小野路周辺の観察会等のイベントを定期的に

実施しました。【産業観光課】 

自然観察会、学習会等の開催 →基本目標２．（１）⑤ P47参照【公園緑地課】 
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◆基本目標３. 持続可能な循環型社会*の構築 

～ごみを減らし資源を有効活用するまちづくり～ 

 

（１）ごみの減量、資源化に対する意識の向上を図り、取り組みを促します 

①３Ｒについて普及啓発を進め、排出抑制を促します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

ごみの減量を意識づける

ためのホームページ等の

充実 

・イベント等におけるエコキャラクターの活動状況を更新しまし

た。また“まちだのエコページ”については、有効的な活用を引

き続き行っていきます。【環境政策課】 

・ 各事業のホームページにおいて、お知らせや最新データを迅速

に掲載しました。 

・ 11月にメール配信サービスの配信を開始しました。 

・ 3 月にホームページの階層の構成変更し、目的のページを探し

やすくしました。【３Ｒ推進課】 

広報紙による啓発 ・ ＥＣＯまちだを年 4回発行しました。また、2017年春号につ

いても、編集作業が完了しました。【環境政策課】 

・ 市民・市民団体・事業者のごみ減量の取組みを掲載した「ごみ

ナクナーレ第 13 号、14号」を発行しました。【３Ｒ推進課】 

 

②ごみの減量、分別排出の徹底に関する市民の学習の機会を提供します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

３Ｒに関する出前講座の

充実 

→重点事業１４（ごみ減量に関する出前講座の充実）P33参照【３

Ｒ推進課】 

ごみ減量に関する体験型

学習機会の充実 

・ 8 月に「夏休みわくわくエコ体験」を 2 回開催しました。延べ

参加者数は 74名でした。 

・ 「リサイクルガラス砂絵教室」を４回開催しました。延べ参加

者数は約 79名でした。 

・ 「使い切り料理教室」を 11 月と 2 月に開催しました。延べ参

加者数は 36名でした。【３Ｒ推進課】 

町田リサイクル*文化セン

ター等の見学機会の充実 

・ エコフェスタでは、午前と午後に 1 回ずつ見学会を実施し、合

計で 70名の見学参加者がありました。 

・ 町田リサイクル文化センター管理棟が解体工事に入るための準

備として、施設見学は 12 月までとし、その期間に小学校 21

校をはじめ、全 39団体の見学対応を行いました。【資源循環課】 

 

③市民・市民団体・事業者との協働によるごみ減量の啓発活動を進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

廃棄物減量等推進員との

地域活動の促進 

・ 「ごみ減量サポーターニュース」（18 号・19 号・20 号・21

号）を発行し、ごみ減量サポーターに対して情報発信を行いま

した 

・ 6月に「委嘱式」を開催しました。 

・ ９月にごみ減量サポーター向けで「ダンボールコンポスト研修

会」を、11月には、ごみ減量サポーター向けの「リサイクル施

設見学会」を実施しました。【３Ｒ推進課】 

市民・市民団体・事業者の

活動を支援 

・ 新たに 2 団体と、ごみの減量・資源化の取り組みを市が支援す

る協定を締結しました。【３Ｒ推進課】 
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（２）ごみの発生抑制*、再使用を進めます 

①家庭におけるごみの減量・発生抑制を促進します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

ごみを出さない生活習慣

の呼びかけの実施 

→重点事業 15（マイボトル・マイバッグなどの利用促進）P34

参照【３Ｒ推進課】 

有料指定収集袋利用制度

の継続 

・ 有料指定収集袋利用制度を継続するため、必要な手続きを行い

ました。【３Ｒ推進課】 

回収した粗大ごみの修理、

販売 

・ 122,414kg の粗大ごみを再生販売しました。【３Ｒ推進課】 

 

② 事業系ごみの減量を促進します 
→重点事業 16（市内事業所のごみ減量の推進）P33参照 

 

③市内イベントでのごみの発生抑制の取り組みを推進します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

市内でのイベント開催時

におけるリユース*食器の

利用促進など、ごみの出な

いイベント開催の支援 

・ 市内 83イベントで、この制度の申し込みがありました。（内 4

イベントが中止）【３Ｒ推進課】 

 

（３）ごみの資源化を進めます 

①生ごみの資源化を図ります 
取り組み項目 2016年度実施内容 

生ごみ処理機等の購入補

助制度や大型生ごみ処理

機の貸与制度などによる

生ごみの資源化推進 

→重点事業 17（生ごみ処理機の導入促進）P35 参照【３Ｒ推進

課】 

生ごみのバイオガス*化の

調査・研究 

・ 地区連絡会等において、地域住民と協働で安全・安心な施設づ

くりに向けた検討を進めています。 

・ バイオガス化施設を含む熱回収施設等の整備・運営を行う事業

者と契約を締結しました。【循環型施設整備課】 

 

②プラスチックの資源化を図ります 
取り組み項目 2016年度実施内容 

容器包装プラスチックの

資源化 

・ 各地区連絡会等において、地域住民と協働で安全・安心な施設

づくりに向けた検討を継続しています。 

・ 地域住民と先進市資源ごみ処理施設を視察し、検討を行ってい

る施設のイメージの共有化を図りました。 

・ 建設に向けて地権者との調整を進め、法令手続の準備や関連事

業との協議等を行いました。【循環型施設整備課】 

 

製品プラスチック等のリ

サイクル*対象品目拡大の

検討 

・ 環境省では製品プラスチックの店頭回収によるリサイクルの実

証事業を企業・団体の協力を得て期間を定めて継続しています。

その取組み等を注視しています。【３Ｒ推進課】 

・ 今年度新規資源化ルートの開拓を目指し、数社とヒアリング等

を行ってきましたが、受入れ後の処理処分について市の施策と

合致しているものではなかったことから、品目の拡大及び新規

事業者との契約には至りませんでした。 

次年度以降も引き続き検討を進めていきます。【資源循環課】 
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③生活や社会活動から発生するごみの資源化を図ります 
取り組み項目 2016年度実施内容 

地域住民主体で運営する

地域リサイクル*広場の拡

大 

・ 出前講座、イベント、情報紙等を活用して地域リサイクル広場

開催のＰＲを行いました。 

・ シバヒロと市庁舎でリサイクル広場を開催しました。シバヒロ

では回収品目の拡大に向けたモデル回収を行ないました。 

・ 鶴川 2丁目団地で体験リサイクル広場を開催しました。【３Ｒ推

進課】 

搬入廃棄物の分別による

再資源化の推進 

・ 9 月から持込みできるごみを粗大ごみのみとしたことから持ち

込まれる廃棄物の量は減少しています。引き続き、廃棄物の再

資源化に努めていきます。 

・ 3R 推進課と共同してモデル事業による小型家電の回収及び資

源化を行いました。 

次年度以降も継続して調査・検討していきます。【資源循環課】 

 

 

（４）ごみの適正な排出・処理を進めます 

①ごみ排出ルールの周知徹底等の普及啓発を進め、適正な排出を促します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

ごみの出し方・分別等の情

報を発信するホームペー

ジ等の充実 

・ 資源とごみの収集カレンダー」は 9 月末までに配布を完了しま

した。また、小川、鶴間の住所整理実施による町名変更や開始

時期も広報、ホームページや資源とごみのカレンダーでお知ら

せしました。 

・ 2016 年 10 月からシュレッダーした紙を、古紙の資源として

出せるように、広報、ホームページや資源とごみのカレンダー

でお知らせしました。 

・ 出し方パンフレットを３月末に作成し、転入者の方にはじめに

配布しました。新しい情報や不明瞭な箇所を更新し、ホームペ

ージと合わせて解かりやすい内容としています。 【３Ｒ推進

課】 

事業系ごみ搬入物検査機

の導入による、ごみの適正

排出に関する指導の徹底 

・ 26者の収集許可業者の訪問指導を行い、目標の２０者は達成す

ることができました。【資源循環課】 
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②適切なごみ収集と運搬の効率化を図ります 
取り組み項目 2016年度実施内容 

リレーセンターへの大型

コンテナ車の導入、収集車

両の適正配置によるごみ

収集・運搬の効率化 

・ ごみの中継基地「リレーセンターみなみ」に 2 台のアームロー

ルコンテナ車を配置し、運搬効率を上げています。【３Ｒ推進課】 

ごみの収集車両として天

然ガス車、ハイブリッド車

等の導入推進 

・ ごみ収集車両として２台の天然ガス車が 11月に納車され、12

月からごみ収集を行っています。【３Ｒ推進課】 

プラスチックの資源化施

設や生ごみ資源化施設な

どの新しい施設に対応し

た収集方法の検討 

・ 新たな資源化施設に対応した収集方法の検討を継続していま

す。【３Ｒ推進課】 

・ 今年度予定していた 2回の審議会を開催し、2015年度の基本

計画及びごみ減量アクションプランの進捗点検を実施しまし

た。【環境政策課】 

 

③安全で適切なごみ処理を行います 
取り組み項目 2016年度実施内容 

ごみの適正処理に関する

情報のコールセンターに

よる案内、配布物等による

情報提供 

・ 事業者向けに３R 推進課と合同で適正排出に関する講習会を実

施しました。 

・ ホームページや広報等による情報提供を行いました。【資源循環

課】 

 

④焼却灰等の有効利用を継続します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

清掃工場で発生した焼却

灰等のエコセメント化*に

よる資源化 

・ エコセメント化施設側の受入れ不可となっている期間は民間事

業者で資源化を行いましたが、その他の焼却灰はエコセメント

化施設で全量資源化を行いました。【資源循環課】 

下水処理場の汚泥焼却灰、

沈砂のセメント原料等と

しての再資源化 

・ ２０１６年度は、ばいじん、燃えがらの再資源化率*が１００％、

汚泥の再資源化率が８５．７％、その他の産業廃棄物の再資源

化率が９９．３％という結果となり、目標以上の取り組みがで

きました。【水再生センター】 

 

⑤資源化施設のあるべき姿を検討し、施設の整備を進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

プラスチック資源化施設

や生ごみ資源化施設、焼却

施設等の整備 

→重点事業 18（資源循環型施設の整備）P35 参照【循環型施設

整備課】 

生ごみのバイオガス*化施

設の設置検討 

→基本目標３．（３）① P52参照【循環型施設整備課】 
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◆基本目標４. 良好な生活環境の創造 

～安全で快適な暮らしを実現するまちづくり～ 

 

（１）大気汚染の防止に努めます 

①大気の汚染状況を監視し、市民へ公表します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

市内の大気環境の把握[常

時監視（都）、沿道大気調

査（市）] 

 

 

・ 主要幹線道路環境調査（大気質）を１２月中旬に 8 地点で実施

しました。 

・ ダイオキシン類*等分析調査を年 4回（５月、８月、１１月、２

月）3地点で実施し、環境基準*の超過はありませんでした。【環

境保全課】 

大気調査結果や大気汚染

情報等の収集及び周知・提

供 

・ 201５年度の大気調査結果を公表しました。2016年度の結果

は次年度公表予定です。【環境保全課】 

光化学スモッグ*注意報等

発令時の周知 

・ 東京都光化学スモッグ情報メール配信への登録案内の情報提供

を各課の協力を得て町田市メール配信サービス（子育て情報、

防災情報、学校教育情報）にて行いました。また、注意報や学

校情報の発令の際には速やかに関係機関へ情報提供を行いまし

た。【環境保全課】 

 

②事業活動での大気汚染物質の発生を抑制します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

事業者への法令に基づく

指導や要請 

 

・ 大気汚染について、工場等設置時に届出がある場合は、届出内

容を確認し、必要に応じて事業者に指導を行いました。違反事

業者に対しては、苦情等があった場合に、現地確認し、改善に

ついて指導をしました。【環境保全課】 

野外焼却防止のためのパ

トロールの実施や広報等

による啓発 

・ 苦情のあった際に現地に出動し、禁止及び例外行為に該当する

場合は近隣への配慮を行うよう指導しました。また、環境広報

紙に野焼きに関する記事を掲載し、防止を啓発しました。【環境

保全課】 

 

③自動車利用を控え、公共交通利用を進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

路線バスの利用環境整備

及び地域コミュニティバ

スの運行 

→重点事業 19（路線バスの利用環境整備）P36参照 

→基本目標１．（３）② P43参照【交通事業推進課】 

ノーマイカーデーの設定

などによる公共交通利用

の推進 

→基本目標１．（３）② P44参照【環境・自然共生課】 

 

④低公害車*の普及促進等を図ります 
取り組み項目 2016年度実施内容 

電気自動車等の低公害車*

普及促進 

→基本目標１．（３）③ P44参照【環境・自然共生課】 

低公害車の公用車として

の導入検討・実施 

→基本目標１．（３）③ P44参照【管財課】 
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⑤自転車利用環境の整備を進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

自転車駐車場の設置の指

導、自転車等駐車場を整備

する事業者に対する補助

金の交付 

→重点事業 20（自転車利用環境の整備）P36参照【建設総務課、

交通安全課】 

公営自転車駐車場の整備 

自転車走行レーンの整備

検討 

市職員の近隣移動時等の

自転車利用の推進 

→基本目標１．（３）④ P44参照【環境・自然共生課】 

 

 

（２）良好な水質の確保に努めます 

①汚水管の整備と合併処理浄化槽の普及による適正な汚水処理対策を進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

市街化区域における汚水

管整備の推進 

→重点事業 21（下水道未整備箇所の汚水管整備の推進）P37 参

照【下水道整備課】 

市街化調整区域における

合併処理浄化槽の設置促

進、設置補助 

・ 合併処理浄化槽への切り替え促進を図るため、１０／１以降実

施した浄化槽維持管理の啓発訪問時、市街化調整区域の中で下

水道による整備が難しいと判断された地区の浄化槽管理者及び

し尿くみ取り世帯に対し、合併処理浄化槽設置事業補助金制度

の案内を行いました。【下水道整備課】 

 

②河川へ放流する下水処理水の水質向上を図ります 
取り組み項目 2016年度実施内容 

下水処理場における、処理

施設の増設による高度処

理化の推進 

→重点事業 22（下水処理水の水質向上）P37 参照【水再生セン

ター】 

下水処理場の既存施設の

設備改造、運転管理の工夫

による、準高度処理化の推

進 
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③水質汚濁物質の排出抑制のため、市民・事業者への働きかけを推進します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

水質汚濁防止法・東京都環

境確保条例に基づく、河川

等への直接排水を行う事

業者への調査や指導の実

施 

・ 公共用水域に排水を直接排出する 31 の事業場に対し、立入調

査を実施しました。その結果、3 件の基準値超過がありました

ので、違反事業者に対し排水の水質改善をするよう指導しまし

た。【環境保全課】 

下水道法に基づく、下水道

に排水を行う事業者への

調査や指導の実施 

・ ４月、６月、１１月に延べ７９事業場に対して処理設備の管理

状況について、聞き取り調査を行いました。また、５月、７月、

８月、１０月、１１月、1 月に延べ４３事業場に対して排水検

査（１１０８検体）を実施し、排水基準の超過の有無を確認し

ました。これらの取り組みのなかで、事業場への速やかな指導

や水質管理責任者への徹底した指導を行い、事業場の汚濁物質

排出の抑制を図りました。【水再生センター】 

特定施設未届事業場の発

見と、届出の指導の実施 

 

・ 未届けの特定事業場に該当する恐れのある工場や事業場に関す

る情報を、環境保全課等の他部署と共有し、同行のもと現地の

調査や業者への指導を行いました。【下水道管理課】 

規定対象外事業者へのグ

リース阻集器等の管理に

関する啓発 

・ ラード点検箇所への PR 活動の強化月間を設け、点検箇所周辺

の飲食店を訪問し、阻集器の適切な維持管理や適正な下水道利

用の促進を図りました。（10月、11月） 

・ グリース阻集器設置申請にパンフレットを添付し、適正な管理

を指導しました。【下水道管理課】 

工場・事業場による土壌・

地下水汚染の防止のため、

土壌汚染状況報告等の受

理や指導の実施 

・土壌汚染調査が必要になった工場・事業場について事前相談、

調査報告書の受理を行いました。また、汚染が確認された場合

は、対策措置について指導しました。【環境保全課】 

土壌や地下水汚染の防止

のため、農薬や施肥の適正

量の利用及び低減 

・ 東京都エコ農産物認証*取得を推奨するため、エコ農産物認証シ

ールの作成経費を補助する特定農産物生産出荷事業補助金や、

市内畜産農家が生産する堆肥の購入経費を補助する堆肥流通促

進事業補助金を交付しました。 

・ 堆肥流通促進事業補助金については、エコ農産物認証やエコフ

ァーマー*認定をもつ農業者に対し、補助率を上げて交付しまし

た。【農業振興課】 

水洗化の普及促進 

 

・ 2015、2016 年度に供用開始した区域及び供用開始から３年

程度経過した箇所への普及訪問を実施しました。【下水道整備

課】 

下水処理場への市民等の

施設見学受け入れや、正し

い下水道の利用方法の啓

発 

・ 鶴見川クリーンセンターでは市民、学校、団体等の年間で 843

名、団体では 11 団体の方が施設見学に訪れました。【水再生セ

ンター】 

・ 「下水道の日」（９月 5日～１０日）に市庁舎内イベントスペー

スにて展示を行いました。 

・ まちだエコフェスタ（１０月）、恩田川さくらまつり（３月）に

参加し、正しい下水道利用に関するＰＲを行いました。【下水道

管理課】 
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④市内の主要河川等において、定期的な水質調査を実施します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

主要河川である鶴見川、境

川、恩田川等の生物相調

査・河川調査・地下水有機

溶剤に関する調査の実施

とホームページ等での調

査結果の公表 

・ 地下水調査を、9 月と 11 月に実施しました。主要河川である

鶴見川、境川、恩田川等は、毎月河川調査を実施し、ホームペ

ージ等で調査結果を公開しました。【環境保全課】 

 

（３）誰もが安心して快適に暮らせる環境の実現を図ります 

①有害化学物質*等の適正管理・処理の指導を進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

有害化学物質の適正管

理・処理の指導 

→重点事業 23（有害化学物質の適正管理・処理の指導）P38 参

照【環境保全課】 

東京都環境確保条例に基

づく対象事業場からの使

用量報告書の届出受理 

・ 適正管理化学物質使用量等報告書は、提出状況１００％を達成

しました。【環境保全課】 

既存建物の解体時におけ

るアスベスト使用調査・届

出・適正処理の指導 

・ 事前相談・届出の受理を行い、適正処理について指導しました。

また、建設リサイクル*法に基づく年 2回のパトロールのほか、

東京都より依頼されたパトロールを実施し、看板の未掲示等不

備の際指導しました。【環境保全課】 

・ 建設リサイクル法に基づく届出受理の際に、アスベスト含有の

確認、調査・指導を行うとともに、現地にて適正処理の調査・

指導を実施しました。【建設開発審査課】 

 

②悪臭の発生防止に努めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

悪臭について、工場等を設

置する事業者に対する事

前指導及び、悪臭を発生さ

せた事業者への指導 

・ 工場設置認可申請等を受ける際には、あらかじめ悪臭が発生し

ない作業工程や設備の導入をするよう指導しました（2016 年

度は工場 13件、指定作業場 26件の申請がありました）。 

・ 悪臭を発生させてしまった事業所等に対しては、原因を究明し

たうえで、作業工程を変更するなど再発防止対策を講ずるよう

指導しました。【環境保全課】 

清掃工場における、臭気測

定の実施及び設備の適正

管理による臭気の発生抑

制*対策の実施 

・ 脱臭装置排出ガス及び敷地境界の臭気を測定しました。 

・ 脱臭装置の活性炭の詰替えを行いました。【資源循環課】 

農業者に対する畜舎清掃

や畜糞の適正処理方法、施

肥の適正な使用方法の周

知等、臭気発生抑制の指導 

・ 臭気の発生等に対して東京都（農業振興事務所・南多摩改良普

及センター）や、近隣市、環境保全課と連携を密に図り、問題

解決へ向けた取り組みを行いました。【農業振興課】 
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③自動車や、事業活動による騒音・振動問題への取り組みを進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

主要幹線道路における自

動車騒音調査の実施 

・ 主要幹線道路の自動車騒音測定を1月から2月にかけて4地点

で実施しました。 

・ 騒音規制法に基づく自動車騒音常時監視・面的評価業務につい

ては、現場踏査した 8地点のうち 7地点について測定・評価を

行いました。【環境保全課】 

事業者に対する騒音規制

法・振動規制法等に基づく

特定施設の設置、変更に対

する指導 

・ 騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設の新設や変更の届出

について、開発等事前協議の際等に必要に応じて指導しました。

【環境保全課】 

 

④航空機騒音の軽減のための取り組みを進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

国及び米軍に対し、NLP*

や早朝・夜間・土日祝日の

飛行の中止・制限等を要請 

・ 国及び米軍に対し、空母艦載機の厚木基地から岩国基地への移

駐等を早期かつ着実に実施すること、厚木基地を離発着する航

空機の騒音問題の解消等を厚木基地騒音対策協議会で要請しま

した。 

・ 米軍に対し、厚木飛行場周辺における「航空機騒音防止対策の

推進」について東京都と共同で要請しました。 

※厚木基地騒音対策協議会会員（行政関係） 

町田市・神奈川県・横浜市・藤沢市・茅ヶ崎市・相模原市・大

和市・海老名市・座間市・綾瀬市【企画政策課】 

航空機騒音の常時測定[市

内５箇所]と、結果の広報

及び東京都への資料提供 

・ 毎日測定した航空機騒音データの確認・判定を行い、定期的に

広報等に記事を掲載し、市民の方へ情報提供を行いました。 

・ 8月、2月に市内５ヶ所の測定局の保守点検を行いました。 

・ 環境保全課内で航空機騒音対応研修を行いました。【環境保全

課】 

 

⑤その他の問題の対策を考え、安心で快適な環境の実現を図っていきます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

建築物等を建設する事業

者に対する電波障害*の事

前調査や対策の指導 

・ 中高層建築物を建築する際の事前協議において、１0ｍを超える

建築物の場合は、テレビ受信障害調査を実施するよう指導し、

その報告書を受領しました。また、建築中または建築後に受信

障害が発生した場合は、速やかに対応するよう指導しました。

【環境保全課】 

事業者に対する屋外照明、

駐車場での車両照明等の

配慮など光害*未然防止の

指導 

・ 工場等設置届出時及び中高層建築物を建築する際の事前協議、

大規模小売店舗立地法に伴う事前協議において、屋外照明や車

両の灯火による光害防止対策を講ずるよう指導しました。【環境

保全課】 

調光機能のついた街路灯

の設置や街路灯への遮光

板の取り付け 

・ 市民からの要望により、光害対策のため、年間１２基の街路灯

に遮光板を設置しました。【道路管理課】 

監視・指導による土砂の不

法投棄の防止と早期発見 

・ 土砂の埋立に関する相談を受けた際に、条例に基づいた許可を

取得するよう指導を行いました。【建築開発審査課】 
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（４）美しいまち並みづくりを進めます 

①地域が主体となった良好な景観づくりを進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

景観づくりの基準となる

ガイドラインの整備 

→重点事業 24（景観ガイドラインの策定）P38 参照【地区街づ

くり課】 

街づくりの検討の場にお

ける、環境配慮*の視点で

の検討の実施 

・ 街づくり団体が街づくりに関する検討を行う際に空き家問題を

取り上げるなど、住環境について検討を行いました。【地区街づ

くり課】 

 

②快適な道路環境づくりを進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

駅における放置自転車対

策の実施 

・ 町田駅周辺の午後の撤去活動を開始したほか、7月から土曜日、

日曜日の撤去活動を開始し、実効的な撤去・移送を実施しました。

年度末で２４３日、のべ６77 回の撤去を実施しました。【交通

安全課】 

学校や地域での自転車や

二輪車のマナー啓発 

・ 小学校 26校で、自転車の正しい乗り方や交通ルール・マナーを

教える自転車教室、中学校 7 校で、スタントマンによる交通事

故の再現を通じて事故の怖さを疑似体験させ、安全運転を意識さ

せる自転車教室（スケアード・ストレイト）を実施し、自転車の

交通安全教育を行いました。 

・ ４月と９月に町田ドライヴィングスクールにおいて町田市民交

通安全フェスティバルを開催し、例年実施している白バイ隊員に

よる二輪車実技教室に加え、新たな取り組みとして自転車安全運

転スタンプラリーを実施したことで、昨年の 140名を大きく上

回る計 322名の方に参加していただきました。 

・ 10月 22日から 31日にかけて、放置禁止防止のためのクリー

ンキャンペーンを警察や町田安全協会等各関係団体の協力を得

て実施しました。 

・ ３月に町田市民ホールにおいて第 20 回町田市民交通安全の集

いを開催し、580名の方に啓発を図りました。【交通安全課】 

都市計画道路、市街地道

路での無電柱化工事の実

施 

・ 都計道 3・4・37 号線(鶴間)道路築造事業が完了しました。ま

た、都計道 3・4・34(金森)電線共同溝工事が完了しました。【道

路整備課】 

みちピカ町田の推進 ・ 「みちピカ町田」運動への参加を「広報まちだ」やホームページ

で呼びかけ、市民や事業所のみなさんに参加していただきまし

た。 

・ 子どもフェアーのスタンプラリーやエコフェスタでＰＲを行い

ました。 

・ 10月に市内の小学４年生に対し、道路利用マナーの啓発を呼び

かけるリーフレットと、ランドセルや自転車に貼り付ける反射式

シールを配布しました。【道路管理課】 

市民ボランティア団体に

よる道路の美化活動の推

進[アダプト・ア・ロード

事業、違反広告物除却員

制度] 

・ 2016 度は 2 団体が登録しました。引き続き、団体の活動内容

に応じて園芸の用具の支援等を行っています。活動支援の一環と

して、１団体を道路功労者表彰に推薦し、表彰を受けました。ま

た、公益社団法人食品容器環境美化協会が行っているアダプト・

プログラムの助成制度を案内するなど、活動団体に新たな可能性

を提示しました。 

・ 違反広告物除却員制度については、説明会や更新時期を団体ごと

に設定し、活動しやすい環境をつくる工夫をしました。【道路管

理課】 
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中心市街地における総合

的な荷さばき駐車対策に

よる、歩行者の安全・快

適な歩行空間の確保 

・ ５月から町田市中心市街地活性化協議会と物流施策に関する協

議を開始しました。また、物流施策に関する事例収集として、国

土交通省との打合せや新宿区へのヒアリングを実施しました。 

路上荷さばきスペースの設置について、町田警察と協議中です。 

また、１２月に荒川区の荷さばき駐車場に関する荒川区へのヒア

リングを実施しました。【交通事業推進課】 

 

③ごみの不法投棄、ポイ捨ての防止に努めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

統一美化キャンペーンの

PR 

・ 広報・ホームページ・ポスターを通じ、美化統一キャンペーン（ご

みゼロデー）の PR を行うとともに、5月 30 日に成瀬駅周辺で、

散乱ごみの一斉清掃を実施しました。また、5月から 6月にかけ

て、町内会・自治会が実施している美化活動に関してのアンケー

トを行いました。【環境保全課】 

美化推進重点区域（あき

かん、吸い殻等のポイ捨

て防止区域）の指定及び

運用 

・ 美化推進重点区域・道路等喫煙禁止区域において、マナー向上を

呼びかける啓発活動を9回実施しました。【環境保全課】 

道路等喫煙禁止区域（路

上喫煙禁止区域、喫煙ス

ポット）の指定及び運用

[美化推進指導員の巡回

等] 

・ 路面標示の改修や、パーテーション等の設置による指定喫煙所の

改善等、区域内の環境改善に取り組みました。【環境保全課】 

あき地の所有者への雑草

除去指導 

・ あき地の現地調査を行い、雑草が繁茂している状態のあき地の所

有者に対して年２回（春と秋）の除草をするよう、依頼、指導を

行いました。また、所有者自身で除草ができない場合は、除草料

を納付していただき、委託業者による除草を行いました。【環境

保全課】 

不法投棄監視カメラの設

置及び、土地所有者等と

の協働による再発防止対

策の検討 

・ 定期パトロールを週２回、１年を通して実施しました。また、夜

間パトロールを年４回（７月、10 月、12 月、3 月）実施しま

した。 

・ 不法防止対策は、啓発看板の貸出しをはじめとした再発防止策を

提案することで、民有地等の防止対策を講じました。また、監視

カメラを移設し有効的に活用しています。【３Ｒ推進課】 
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◆基本目標５ 環境に配慮した生活スタイルの定着  

～学び・協働で進めるまちづくり～ 

 

（１）次世代を担う子どもの学習環境を進めます 

①学校における環境教育*の充実を図ります 
取り組み項目 2016年度実施内容 

各教科等における指導、環

境学習*、農業体験、自然

体験の実施 

 

・ 小中一貫町田っ子カリキュラムの「食育」に位置付けられた農

業体験教育を、地域の農家や保護者の協力を得ながら実施しま

した。具体的には、田や畑を耕し、米や野菜を育てて食べるな

どの体験活動を通して、児童の食文化や健康について理解を深

めました。 

・ 地域や保護者の協力を得ながら、緑化運動や林業体験、学校周

辺の森や川、そこに住む生き物の観察、清掃活動等を実施し、

生物と環境との関わりを学習しました。 

・ 川上村移動教室において、牧場での牧草刈りや乳絞り体験、農

協でのレタスの収穫体験等を実施しました。【指導課】 

出前講座を活用した環境

教育の実施 

・ 新たに「おなかをこわしたごみしゅうしゅうしゃくん」という

テーマの紙芝居を作成し子供たちに分別の大切さを伝えまし

た。 

・ 小学校ではリニューアルした DVD でより充実したごみ減量啓

発を行いました。また、全学年対象に雑がみ袋を配付しました。 

・ 新規事業として中学校、学童保育クラブで出前講座を行いまし

た。学童保育クラブではダンボールコンポストの普及促進をし

て、実際に２か所で使ってもらいました。 

・ 保護者向けのチラシの作成や保育園・学校等へのアンケートを

新たに始めアンケートでは平均９７点の高評価となりました。 

・ 幼稚園保育園で 57回、小学校で 34回、学童保育クラブ 4回、

中学校 1回実施しました。【３Ｒ推進課】 

 

②子どもの環境学習・体験学習を進めます 
取り組み項目 2016年度実施内容 

こどもエコクラブ*の設立

促進と活動の継続支援 

・ こどもエコクラブ事務局の広報支援をしたほか、各クラブへ生

きもの調査等の通知を発送しました。【環境・自然共生課】 

子ども向け環境講座のプ

ログラムの策定・実施 

→重点事業 25（子どもへの環境学習の推進）P39 参照【環境・

自然共生課】 

 

③環境教育情報の収集・提供を図ります 
取り組み項目 2016年度実施内容 

出前講座や大学が提供す

る環境教育の取り組み等、

既存の環境教育プログラ

ム情報の収集、提供 

・ 年間を通じ、燃料電池自動車の展示イベントなどの機会に、環

境に関する各種取り組み等の情報を提供しました。【環境・自然

共生課】 
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（２）市民・事業者の環境学習*・保全活動を推進します 

①市民の環境学習や環境保全活動に参加する機会の充実を図ります 
取り組み項目 2016年度実施内容 

環境に関する学習機会の

提供 

・ 7月８日・９日、消費生活展「くらしフェア」を開催しました。

省エネやごみ減量、食品ロスなど、環境に関するテーマが取り

入れられていました。 

・ 8月 1９日、玉川大学学生環境保全委員会と協働で、子ども環

境講座「わくわく地球防衛隊」を開催しました。 

・ １月２０日学習会「プラスチックのリサイクル*を学ぶ」を開

催しました。 

・ 環境をテーマに、玉ねぎの皮で染めるランチョンマットや新聞

紙で作るペーパーバッグ、資源ごみを利用した防災グッズ作製

など、各種講座を開催しました。【市民協働推進課】 

・ まちだ市民大学ＨＡＴＳの前期講座「まちだｄｅエコ・ツアー」

を５/７（土）～７/３０（土）までの期間に、全 11 回実施し

ました。環境資源部や下水道部の職員にも協力いただき、行政

や市民団体の環境への取り組みを講義しました。 

・ まちだ市民大学ＨＡＴＳの後期講座「まちだｄｅエコライフ」

を９/１７（土）～１２/１７（土）までの期間に、全 11 回実

施しました。町田エコフェスタや鶴見川流域センターへの見学

等を実施し、体験型の学習を通して、より身近に環境問題を考

えてもらうよう努めました。座学による講義の後に実際に現地

に出かけ、体験実習する形態とし、受講生がより理解を深める

効果がありました。【生涯学習センター】 

・ 環境月間イベントでパネル展示により、地球温暖化*やエコドラ

イブ*、生物多様性*への理解を促しました。 

・ 燃料電池自動車納車式と並行し、8/22 から 8/26 まで水素エ

ネルギーに関する普及啓発イベントを行い、地球温暖化防止に

つながる未来のエネルギーを学ぶ機会を提供しました。【環境・

自然共生課】 

環境マップの作成などに

よる市内の環境保全に関

する情報の集約・発信 

→重点事業 26（市民協働による環境マップの作成）P39参照【環

境・自然共生課】 

ライトダウン等節電意識

向上のためのキャンペー

ンの開催を通じた啓発 

・ 環境省「ライトダウンキャンペーン 2016」や伝統的七夕ライ

トダウン推進委員会「伝統的七夕ライトダウン 2016」にあわ

せ、市職員及び消灯実施施設利用者に対し、節電意識の向上を

図りました。 

・ 相模原市と連携し、各団体の協力を得ながら、今年度で５回目

となるライトダウン「まちだ・さがみはら絆・創・光」を実施

しました。 

・ ライトダウンの一環として、図書館と連携し、地球温暖化特集

や映画会を実施したほか、各地域図書館で行われるお話し会の

後に紙芝居を実施し、子どもたちが節電を意識するきっかけな

るような機会を提供しました。 

・ ライトダウンの一環として、ライトダウン当日、節電や光害*の

講演、星空観望会を実施し、地球温暖化について考える機会を

提供しました。 

・ 光害が自然・生きものに与える影響に関する講演会を開催し、

過剰な照明について知り、考える機会を提供することができま

した。【環境・自然共生課】 
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普及啓発の内容に関する、

市民との検討の実施 

 

市民や事業者に向けたフ

ォーラムやワークショッ

プの開催 

・ 12月「まちカフェ！」で、町田市の「景観」の普及啓発を目的

に、市民サポーターと協力して展示パネルによる紹介・ＰＲを

行いました。約２００名の市民にご来場いただきました。 

・ 3 月に景観づくり市民サポーター活動報告会を生涯学習センタ

ーで開催し、サポーターの方々から３年間の活動についてお話

をしてもらいました。約６０名の市民にご来場いただき、「市民

協働から専門的な内容まで学習することができ、とても勉強に

なった」とのご意見もいただきました。会場にて配布した活動

報告書についても、多くの市民にご好評いただきました。【地区

街づくり課】 

 

②事業者の環境配慮*への取り組みや環境保全活動を支援します 

取り組み項目 2016年度実施内容 

環境に配慮した事業活動

の促進のための、中小企業

を対象とした環境改善資

金の融資 

→基本目標１．（２）③ P43参照【産業観光課】 

中小企業環境改善関連事

業の実施 

→基本目標１．（２）③ P43参照【産業観光課】 

事業者の環境保全活動の

支援 

・ こどもエコクラブ*事務局の広報支援をしたほか、各クラブへ生

きもの調査等の通知を発送しました.。 

・ 環境問題に対する思いをあらわしたポスター作品を募集し、小

学校４０５点、中学校３２７点の応募がありました。応募作品

を展示した『地球環境保全ポスター展』を９月２３日からリサ

イクル*文化センターで実施しました。また、小学生 33 点、中

学生 28 点を表彰し、市庁舎内市民協働おうえんルームにて展

示を行いました。 

・ エコ宣言参加事業者の環境配慮活動のＰＲの場として町田エコ

フェスタに出展し、市民に活動のＰＲを行いました。また、エ

コ宣言参加事業者にも募集により 4 事業者が出展し、直接市民

に PRしました。 

・ エコ宣言参加事業者の活動PRポスターを庁内掲示板に掲示し、

市民に PR しました。【環境・自然共生課】 

・ エコアクション 21※について、プログラムへの近年の参加事業

者が少ないことやガイドラインが改訂中であることから、地域

事務局と協議の上、2016 年度は事業者向けの説明会等は不開

催としました。ガイドラインの改定案を確認し、事業者への支

援のありかたを検討しました。【環境政策課】 

里山*における事業者の環

境保全活動の場を提供す

る仕組みづくり 

・ 市・事業者・ＮＰＯの 3 者により締結した協定（鶴見川源流域

環境再生協働事業に関する協定）に基づき、企業の公募によっ

て集まった参加者を対象に、現地において植樹や下草刈などの

取り組みを実施します。【北部丘陵整備課】 

 

③ 環境に配慮した事業者を認定する制度をつくります 
→重点事業 27（まちだエコ宣言制度の推進）P40参照 
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（３）環境学習*・保全活動の基盤づくりや協働の仕組みづくりを進めます 

①環境に関する情報を積極的に発信します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

環境に関する情報の発信

[広報紙等] 

・ 環境広報紙「ＥＣＯまちだ」を 4回発行しました。 

・ 5 月 30 日から 6 月 3 日の 5 日間、市庁舎 1 階のイベントス

タジオにて環境月間イベントを実施し、延べ 538名の来場者の

方に市の環境に関する取り組み等をＰＲしました。 

・ 12 月に、活動報告とデータ集の 2 冊からなる「町田市環境白

書*201６」を発行しました。また、ホームページでも情報を公

開しました。【環境政策課】 

・ 町田市ホームページやエコまちだ、各イベントなどを通じて、

省エネナビやエコワットの活用など、節電にかかる情報提供を

実施しました。【環境・自然共生課】 

市のイベントにおける環

境配慮*の取り組み推進 

・ 緑のカーテン*事業での苗配布や環境学習などイベント時に、車

での来場を控えるようご案内しました【環境・自然共生課】 

環境に関する出版物を充

実させて提供、環境をテー

マにした特集コーナーを

随時設置 

・ 市立図書館において、環境に関する出版物の収集に努めていま

す。2016 年度受入合計は 166 冊で、2016 年度末の合計は

5,330冊となりました。 

・ 鶴川駅前図書館は、里山*や身近な自然に関する資料をまとめた

書架「みどりのコーナー」を、中央図書館では、児童コーナー

に「小さな自然」と題したコーナーを設置して常設しています。

【図書館】 

町田市の環境の状況・取り

組み等の白書・ホームペー

ジ等での公表 

・ 町田市の 2015 年度の環境の状況や取り組み等をまとめ、「町

田市環境白書 201６」を発行しました。また、ホームページで

も情報を公開しました。【環境政策課】 

・ 2015 年度の環境調査結果について、環境調査事業概要として

まとめ、ホームページに掲載しました。 

・ 航空機騒音について、市が測定したデータ及び東京都が 201５

年度に測定したデータについて、随時広報やホームページに掲

載しました。【環境保全課】 

 

②市民・事業者の環境保全活動の情報の共有化を図ります 
→重点事業 28（環境情報・活動についてのホームページの立ち上げ）P40参照 

 

③大学等との連携を進め、環境学習の機会を創出します 
取り組み項目 2016年度実施内容 

相模原・町田大学地域コン

ソーシアムや各大学と環

境学習に関する取り組み

を連携・協働して行うため

の仕組みづくり 

・ 「さがまちカレッジ」で、学習講座「収穫を楽しもう！みどり

のカーテン講習会 」、「PM2.5 の健康リスク～何が心配か」を

開催しました。【生涯学習センター】 
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④環境保全活動の担い手の育成、人材の活用を図ります 

取り組み項目 2016年度実施内容 

環境保全活動団体や環境

保全に取り組む市民への

支援の検討 

 

・ 市民が普段の生活の中で、無理なく地球温暖化*対策を取り組む

ことができる 10 項目の行動「わたしのエコ宣言」の運用を開

始し、10 月 2 日に開催されたエコフェスタで多くの市民にエ

コ宣言していただきました。また、環境・自然共生課が主催す

る水素エネルギー啓発イベントや市民が集まる会合などでも呼

びかけ、エコ宣言していただきました。 

・ 市民団体「緑のカーテン*プロジェクト・２０１6」と協働で、

種から育てたゴーヤの苗を配布するなどの活動を支援しまし

た。 

・ セミの鳴き声調査を実施し、200人を超える参加者が集まりま

した。 

・ 生物多様性*情報拠点機能として、市ホームページ上に「町田の

生物多様性のページ」を公開し、団体の活動情報を掲載しまし

た。 

・ 「町田生きもの共生フォーラム」を開催し、生物に関心のある

市民や団体の情報共有・交流の場を提供しました。【環境・自然

共生課】 

・ 環境副読本を使用した*を推進するため 10 月のエコフェスタ

で、副読本に関する取り組みとして、様々な模様の「てんとう

虫探し」イベントを行いました。また、学校現場での副読本活

用に係るアンケートを行い、活用実績を確認しました。【環境政

策課】 
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５. 町田市環境マネジメントシステムの概要  

「町田市環境マネジメントシステム」は環境目標に向けた事業や活動、施策について、

評価を行うシステムです。毎年内部監査や外部評価によって、実績を評価し効率的な運

用を図ります。また、年に１回、市長総括を行い、必要に応じてシステム全体の見直し

を実施します。 

以下にマネジメントシステムの運用状況について報告します。なお、本章は、既存刊

行資料を掲載しているため、用語の解説は各ページ内を参照ください。 
 

５.１. ２０１６年度実績報告書 

Ⅰ．２０１６年度町田市環境マネジメントシステムの運用状況について 

 

１．町田市環境マネジメントシステムの対象とする活動 

「町田市環境配慮行動計画」に基づき設定された年度目標達成のためのエコオフィス活

動及び施設管理計画に基づく温室効果ガス削減の取組み※ 

※ 前年度まで対象としていたアクションプランに基づく環境施策は、環境審議会に

よる進捗管理に移管しました 

 

２．対象となる運用期間 

２０１６年４月～２０１７年３月 

 

３．対象範囲 

市の全施設（指定管理施設を含む）、市の全職員とする 

 

４．運用状況 

（１）研修の実施 

①集合研修 

４/２２、４/２６、５/１１の３日間で、新任の管理職及び環境推進員を対象に町田

市環境マネジメントシステム研修を実施し、合計２２７名の出席がありました。 

 
表１ 研修の実施状況 

 対象者 出席 欠席 出席率 
※（ ）は２０１５年度 

管理職 ２４名 ２１名 ３名 ８７.５％ （９４％） 

推進員（学校） ６０名 ４７名 １３名 ７８.３％（８２％） 

推進員（学校以外） １８２名 １５９名 ２２名 ８７.８％（９６％） 

合計 ２６５名 ２２７名 ３８名 ８５.６％（９３％） 

 

②ｅ‐ラーニング研修 

全職員を対象とした e-ラーニング研修を実施しました（実施率※：学校８７％、学校

以外９８％）。 

設問は、環境問題や町田市役所の目標や実績、市職員が取り組むべき活動等、特に職

員に周知が必要な事項を中心とし、毎年、内容を変えています。 
※ ２０１６年度より実施率の集計をしています。  
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（２）内部環境監査 

２０１６年５月１６日（月）から５月２７日（金）にかけて過去の内部環境監査（２

０１２、２０１３、２０１４、２０１５年度）において、監査対象となっていない課・

施設からランダムに２０部署を環境管理責任者が選定し、定期内部環境監査を実施しま

した。この監査において不適合または改善事項と判定された事項を有する１５部署に対

しては２０１６年１０月２４日（月）～１１月７日（月）にフォローアップ内部環境監

査を実施しました。 

詳細は「５．２．内部環境監査結果報告書」のとおりです。 
 

（３）外部評価 

２０１６年度の活動に対する評価として、２０１７年６月から８月にかけて計３回、

市民や事業者、学識経験者計１１名で構成された外部評価委員会による環境マネジメン

トシステム外部評価が実施されました。 

評価は温室効果ガス排出量、エネルギー使用量、廃棄物排出量等の環境パフォーマン

スおよび各職場におけるエコオフィス活動、内部環境監査結果等の活動状況に対して実

施されました。 

詳細は「５．３．２０１７年度町田市環境マネジメントシステム外部評価報告書」の

とおりです。 
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Ⅱ．２０１６年度町田市環境マネジメントシステムの実績について 

２０１６年度の町田市環境マネジメントシステムについて、以下の４つの活動テーマ

を実績に基づいて５段階で評価しました（下表参照）。 
 

「町田市環境配慮行動計画（第 3次）」の実績（市役所の環境活動）として 

（１）【温室効果ガス（省エネ）】・・・・・・・・・・・評価点５ 

（２）【資源（廃棄物・紙）】 ・・・・・・・・・・・・評価点 1 

（３）【グリーン購入達成率】 ・・・・・・・・・・・評価点５ 

（４）【エコオフィス活動】 ・・・・・・・・・・・・評価点５ 

この実績評価および前年度比較をしたのが下のグラフ（図１）です。 

省エネ活動による温室効果ガス削減は、高い成果を挙げることができ、２０１５年度

よりも２ポイント向上しています。また、「エコオフィス活動」および「グリーン購入」

は、２０１５年度に引き続き徹底（評価点５）されています。しかしながら、紙の使用

量が大幅に増加し、２０１５年度との比較でも２ポイント低下しました。 

それぞれの実績の詳細は、次ページ以降に記載します。 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

実績 評価 実績 評価

温室効果ｶﾞｽ
2010年比
増減率

-10%以上
-5%以上
-10%未満

±0%以上
-5%未満

±0%超
+5%未満

+5%以上 -2.2% 3 -10.6% 5

資源
（廃棄物・紙）

2010年比
増減率

-10%以上
-5%以上
-10%未満

±0%以上
-5%未満

±0%超
+5%未満

+5%以上 -1.6% 3 +6.4% 1

グリーン購入 購入率 95%以上
95%未満
90％以上

90%未満
85％以上

85%未満
80％以上

80%未満 97.2% 5 96.7% 5

エコオフィス
活動別評価
の平均

評価A 評価B 評価C 評価D 評価E A 5 A 5

2016年度
評価基準 評価結果

評価対象 5 4 3 2 1
2015年度
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町田市環境配慮行動計画の実績(市役所の環境活動)  

（１）温室効果ガス・エネルギー 評価点：５ 

① 温室効果ガス総排出量 

「町田市第３次環境配慮行動計画」（以下、「第３次行動計画」という）では、市の事

務事業活動において使用する電気および燃料（灯油等および都市ガス等）、一般廃棄物

焼却や下水処理に伴って排出される温室効果ガス総排出量を２０１０年度比で１３.

４％削減することを目標に掲げていました。 

２０１６年度の温室効果ガス排出量は８４，１０８t-CO２で、２０１０年度と比較して

約１０．６％減少したものの、目標達成には至りませんでした。 

 

 

＜町田市第４次環境配慮行動計画（第４次行動計画）について＞ 

 第３次行動計画では、市職員の事務事業活動に伴う電力や燃料等のエネルギーを

起源とする温室効果ガスと市域全体の一般廃棄物焼却や下水処理を起源とする温室効

果ガス（非エネルギー起源）を合わせた削減目標としていたため、取組み状況と成果

である温室効果ガス削減量が必ずしも連動せず、評価が困難になっていました。第４

次計画では、エネルギー起源と非エネルギー起源を分けて考えています。 

さらに、市役所が使用するエネルギーの大半を占める電力を起源とする温室効果ガ

スは、排出係数（電力使用量から温室効果ガスを算定する際に用いる値）の変動が大

きく、やはり取組みの成果の評価を難しくしていたため、活動目標として部局ごとに

エネルギー使用量の削減目標を設定しています。 

 

【第４次行動計画の概要】 

全体目標 

エネルギー起源の温室効果ガス排出量について、 

２０２１年度の排出量を２０１５年度比で６％以上削減することを目指します。 

活動目標（部局ごとのエネルギー使用量の削減目標） 

 
 

財務部 ▲８％ 保健所 ▲６％ 下水道部 ▲３％
市民部 ▲７％ 子ども生活部 ▲５％ 学校教育部（小中学校） ▲７％
防災安全部 ▲２％ 経済観光部 ▲７％ 学校教育部（その他） ▲７％
文化スポーツ振興部 ▲８％ 環境資源部 ▲９％ 生涯学習部 ▲６％
地域福祉部 ▲５％ 道路部 ▲３％ 市民病院 ▲９％
いきいき生活部 ▲４％ 都市づくり部 ▲６％

参考 
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ア．エネルギー起源別温室効果ガス排出量 

非エネルギー起源である市域全体の廃プラスチック類の焼却及び下水処理場に起因

するケーキ焼却量（“その他”に分類。注記参照）が大幅に減少しました。 

電気使用に伴う温室効果ガス排出量は、前年度よりも約１％減少しましたが、２０１

０年度比では１１.８％増加しています。これは、経済産業省及び環境省が枚年度公表

する排出係数（温室効果ガス排出量を算出する際に用いる係数）を使用したためであり、

電気使用量自体は減少しています（「②ア．電気使用量」を参照して下さい）。なお、市

の施設の約１６％は新電力会社（PPS）を導入し、その使用量も全体の約１６％を占め

ています。PPS を導入したことにより、温室効果ガスは約７８０t-CO２、約２．６％の削

減効果がありました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

注）その他：連続焼却式※１ 、ケーキ焼却量※２ 、ＨＦＣ※３ 

※１.連続焼却式：ごみの送入、燃焼、搬出などを連続的に処理できるごみ焼却施設の方式。操作は大半が自動化されており

大量のごみをほぼ完全燃焼することができる。 

※２.ケーキ焼却量：下水処理場で粘土や汚泥を脱水した後に残る固形の物質の焼却量。 

※３.ＨＦＣ：空調などの冷媒ガスとして使用されている化学物質の総称。強い温室効果をもたらす。  
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イ．部門別温室効果ガス排出量 

温室効果ガス排出量を部門別に２０１０年度と比較してみると、リサイクル文化セン

ターが１４．７％、下水処理場が１６．６％減少、市民病院が１３．８％それぞれ減少

しています。下水処理場では、２０１５年度に焼却炉１基を更新し、これにより温室効

果ガスである一酸化二窒素の排出量が削減されました。 

一方、主要排出部署以外（市庁舎、その他）は０．６％、小中学校は１３．２％増加

しています。この増加は、前述した排出係数の影響に加え、小中学校では２０１３年度

までに普通教室へ、２０１６年度からは特別教室へ空調設備を導入したため、他部署に

比較して電気使用量の削減が進まなかったことによります。 

 

 
 

  

【部門別温室効果ガス排出量（単位；t-CO2）】

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

リサイクル文化センター 41,996 34,866 42,251 47,016 40,003 45,460 35,830

下水処理場 24,474 24,381 26,404 23,213 25,630 19,433 20,418

小中学校 7,971 7,449 7,793 8,172 7,661 8,756 9,027

市民病院 6,526 5,235 5,548 4,918 5,567 5,584 5,626

主要排出部署以外 13,124 10,704 13,901 12,512 13,264 12,831 13,207

合計 94,091 82,635 95,898 95,831 92,125 92,064 84,108

【2010年度を100とした時の増減比】

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

リサイクル文化センター 100.0% 83.0% 100.6% 112.0% 95.3% 108.2% 85.3%

下水処理場 100.0% 99.6% 107.9% 94.9% 104.7% 79.4% 83.4%

小中学校 100.0% 93.5% 97.8% 102.5% 96.1% 109.8% 113.2%

市民病院 100.0% 80.2% 85.0% 75.4% 85.3% 85.6% 86.2%

主要排出部署以外 100.0% 81.6% 105.9% 95.3% 101.1% 97.8% 100.6%

合計 100.0% 87.8% 101.9% 101.8% 97.9% 97.8% 89.4%
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図４ 部門別温室効果ガス排出量
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署以外
16%

2016年度部門別温室効果ガス排出量割合

（増減率）※2010年度を100%とする

温室効果ガス排出量順位（ｔ-CO2)
順位 施設名 排出量 排出割合 昨年度 昨年度比

1 町田リサイクル文化センター 35,830 43% 45,460 79%

2 成瀬クリーンセンター 13,730 16% 12,894 106%

3 鶴見川クリーンセンター 6,689 8% 6,421 104%

4 町田市民病院 5,600 7% 5,584 100%

5 総合体育館 1,443 2% 1,380 105%
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② エネルギー使用量 

ア．電気使用量 

２０１６年度の電気使用量は、２０１０年度比９.４%減少しましたが、前年度からは

１.２%増加しました。小中学校においては、前年度から７.９％、また主要排出部署以

外では２.９％の増加がありました。主要排出部署以外の増加は、２０１５年度に改修

による閉館期間があったコミュニティセンターや、新たな子どもセンター等の施設が開

館したことによります。この影響は、都市ガス等使用量および灯油等使用量においても

確認されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【部門別電気使用量（単位；kwh）】

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

リサイクル文化センター 1,684,767 981,467 775,358 1,049,267 1,528,500 1,563,298 890,704

下水処理場 19,920,291 19,788,000 19,679,791 19,664,276 19,967,034 20,236,443 20,099,213

小中学校 12,755,868 10,873,639 11,755,386 12,259,482 12,308,154 11,725,031 12,651,346

市民病院 8,878,569 7,864,281 7,288,587 7,034,526 6,940,236 6,832,902 6,884,526

主要排出部署以外 26,272,104 20,279,014 24,091,632 23,683,945 22,248,654 21,816,618 22,441,786

合計 69,511,599 59,786,401 63,590,754 63,691,496 62,992,578 62,174,292 62,967,575

【2010年度を100とした時の増減比】

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

リサイクル文化センター 100.0% 58.3% 46.0% 62.3% 90.7% 92.8% 52.9%

下水処理場 100.0% 99.3% 98.8% 98.7% 100.2% 101.6% 100.9%

小中学校 100.0% 85.2% 92.2% 96.1% 96.5% 91.9% 99.2%

市民病院 100.0% 88.6% 82.1% 79.2% 78.2% 77.0% 77.5%

主要排出部署以外 100.0% 77.2% 91.7% 90.1% 84.7% 83.0% 85.4%

合計 100.0% 86.0% 91.5% 91.6% 90.6% 89.4% 90.6%
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図５ 部門別電気使用量
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（kwh） （増減率）※2010年度を100%とする

電気による温室効果ガス排出量順位（ｔ-CO2)
順位 施設名 排出量 排出割合 昨年度 昨年度比

1 成瀬クリーンセンター 6,402 21% 6,258 102%

2 鶴見川クリーンセンター 3,467 11% 3,662 95%

3 町田市民病院 3,355 11% 3,389 99%

4 市庁舎 1,313 4% 1,296 101%

5 総合体育館 982 3% 941 104%
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イ．灯油等使用量（ガソリン、灯油、軽油、A 重油※４） 

灯油等使用量は、全体で２０１０年度比０.４%、前年度比では１２.４%増加しました。

前年度比で大きな増加のあった下水処理場では、２０１５年度は焼却炉更新のため運転

停止期間があり灯油使用量が少なく、２０１６年度に通常運転に戻ったため灯油使用量

が増加しました。なお、炉の更新により処理の一部が灯油から都市ガス使用に変更とな

ったため、工事前の２０１４年度比では減少しています。 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
※４. Ａ重油：軽油の一種。主に下水処理場で、発電機のエンジンの燃料として使用している。  

【部門別灯油等使用量（単位；㍑）】

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

リサイクル文化センター 139,510 127,478 155,416 181,127 128,360 169,723 196,750

下水処理場 266,112 283,089 322,640 290,365 359,767 167,838 239,410

小中学校 74,577 108,915 41,777 41,136 38,947 32,515 33,320

市民病院 3,037 1,106 975 1,101 1,013 952 1,013

主要排出部署以外 623,956 548,781 490,682 621,248 598,661 617,893 641,624

合計 1,107,192 1,069,368 1,011,490 1,134,977 1,126,748 988,920 1,112,117

【2010年度を100とした時の増減比】

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

リサイクル文化センター 100.0% 91.4% 111.4% 129.8% 92.0% 121.7% 141.0%

下水処理場 100.0% 106.4% 121.2% 109.1% 135.2% 63.1% 90.0%

小中学校 100.0% 146.0% 56.0% 55.2% 52.2% 43.6% 44.7%

市民病院 100.0% 36.4% 32.1% 36.3% 33.4% 31.3% 33.4%

主要排出部署以外 100.0% 88.0% 78.6% 99.6% 95.9% 99.0% 102.8%

合計 100.0% 96.6% 91.4% 102.5% 101.8% 89.3% 100.4%
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図６ 部門別灯油等使用量
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ウ．都市ガス等使用量（都市ガス、液化石油ガス、天然ガス） 

都市ガス等の使用量は、２０１０年度比１４.４%減少しましたが、前年比では７.６%

増加しています。最も使用量の多い小中学校の都市ガス等の使用量が１２.２%増加した

ことが大きな要因となっています。中でも町田第一中学校、南中学校において大幅な増

加がありました。両校とも２０１５年度に工事を行い、２０１６年度に通常の使用に戻

ったため、２０１５年度比では使用量が増加しました。 

また、下水処理場では２０１５年度に焼却炉１基を更新し、燃料を灯油から都市ガス

に変更したため、基準年度と比較して５.５倍の増加となっています。 
 

 
 
 

 

  

【部門別都市ガス等使用量（単位；㎥）】

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

リサイクル文化センター 58,518 43,213 43,300 35,210 25,564 21,463 28,412

下水処理場 29,701 24,015 23,110 23,787 21,821 147,156 163,560

小中学校 935,474 643,323 938,748 1,012,754 813,594 920,084 1,032,863

市民病院 1,616,872 1,187,650 1,125,600 1,061,133 1,004,261 978,286 1,000,621

主要排出部署以外 1,157,819 1,000,215 1,073,365 1,125,812 1,055,079 954,112 1,025,688

合計 3,798,384 2,898,416 3,204,124 3,258,697 2,920,318 3,021,102 3,251,144

【2010年度を100とした時の増減比】

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

リサイクル文化センター 100.0% 73.8% 74.0% 60.2% 43.7% 36.7% 48.6%

下水処理場 100.0% 80.9% 77.8% 80.1% 73.5% 495.5% 550.7%

小中学校 100.0% 68.8% 100.4% 108.3% 87.0% 98.4% 110.4%

市民病院 100.0% 73.5% 69.6% 65.6% 62.1% 60.5% 61.9%

主要排出部署以外 100.0% 86.4% 92.7% 97.2% 91.1% 82.4% 88.6%

合計 100.0% 76.3% 84.4% 85.8% 76.9% 79.5% 85.6%
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図７ 部門別都市ガス等使用量
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（２）資源（廃棄物・紙） 評価点：１ 

① 廃棄物排出量 

２０１６年度の廃棄物排出量は２,２０９ｔとなり、２０１０年度と比較して５.９%

減少しています。 

前年度比では、小中学校が６.０%、市民病院が４.２%減少したものの、市役所庁舎等

の主要排出部署以外と下水処理場がそれぞれ約１０%増加したため、全体としては０.

４%の増加となりました。リサイクル文化センターでは、建て替え工事の準備のため、

２０１６年度に実施した管理棟の移転に伴い、廃棄物が増加しました。 

 
注）２０１２年度は、市役所本庁舎移転に伴い廃棄物排出量が著しく増加している。 

 

② 紙購入量 

２０１６年度の紙購入量は３３７,７８

１kg（A４換算で約８４,６５７千枚）であ

り、２０１０年度と比較して１２.３％増加、

前年度からも４.８%増加しています。これ

は、職員１名が１日に１１３枚※５のコピー

用紙を使用している計算になります。特に、

全体の約６割を占める小中学校における紙

使用量が増加（前年度比約１０%増加）して

います。これは、２０１５年度から導入さ

れた東京ベーシック・ドリルの使用や、近

年、厳格に求められるアレルギー対応や防

犯防災対応の影響（注意喚起文書の作成配布

等）と考えられます。 

 
※5. 職員数（再任用含む）：３，１０８人、年間勤務日数：２４０日とする 

2,1０8 

紙購入量比較（単位；千枚）　※A4サイズ換算

(前年比) (前年比) (前年比)

小中学校 44,630 (56%) +7.1% 45,476 (56%) +1.9% 49,910 (59%) +9.7%

小中学校以外 34,835 (44%) -3.5% 35,280 (44%) +1.3% 34,747 (41%) -1.5%

市役所全体 79,464 (100%) +2.2% 80,757 (100%) +1.6% 84,657 (100%) +4.8%

2015 2016
枚数 枚数

2014
枚数
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（３）グリーン購入達成率 評価点：５ 

２０１６年度におけるグリーン購入達成率は９７.５%となりました。２０１２年度以

降は、９０％以上の達成率を維持しています。 

達成率の低い作業手袋は、主に小学校で購入し、給食室や薬品を使う際や、用務員が

作業をする際（皮手袋）に使用しています。用途にあわせ様々な種類を試し、使用者の

安全性を確保するため適合品ではない物品を購入している事例がありました。 

その他繊維製品は、ブルーシート、旗、モップの達成率が低くなっています。これら

は主に小中学校で購入されていますが、選択肢が他の物品ほど多くなく、適合品が少な

い状況が低達成率の要因と考えられます。 

達成率が低いその他の品目の状況は次ページのとおりです。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

69.6% 71.0% 96.7% 93.3% 93.3% 97.2% 97.5%
グリーン購入

達成率
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グリーン購入率が９０％未満の品目の理由・状況を下記に記載します。 
 

画像機器等 対象品目：コピー機、プリンタ、カートリッジ等 
 

・購入件数が多い品目は、インクカートリッジで、適合率は７６％であった。非適合

品の購入は学校が多い。最安値の物を購入した場合と適否の確認方法が分からず非適

合と報告している場合が見られた。 

・適合率が低い品目は‟拡張性のあるデジタルコピー機”が（適合率０％、購入全件数

１件）、スキャナ（適合率３３％、購入全件３件）、ファクシミリ（適合率６７％、

購入全件３件）、プロジェクタ（適合率６３％、購入全件８件）であった。いずれも

物品の性質上、グリーン以外の選定条件が重視されることが想定できるが、原因は確

定できなかった。 

      
オフィス家具等 対象品目：いす、机、ホワイトボード等 

 
・購入件数が多い机やいす、ホワイトボードは使用場所にあったサイズや価格で適当

なものがなかったことにより、不適合となっている。適合率は机、いすが８０％以上、

ホワイトボードが７０％と比較的高い。 

・適合率が低い品目は、黒板が２０％（購入全件４０件）であった。非適合と報告の

あった黒板は、教室に設置する大きな物でなく、練習短冊黒板というシート状のもの

であった。シート状の黒板はグリーン購入の適合基準には該当しない。 

      
家電製品 対象品目：冷蔵庫、テレビ等 

  
・項目全体の購入件数が少なく、テレビの購入全件が２２件、それ以外は１０件以下

であった。高額の品目が多く、より価格面が重視されるなど、グリーン以外の選定条

件が重視されることが想定できるが、原因は確定できなかった。 

      
照明 

     
・ＬＥＤ照明器具は、適合率が９９％（購入全件４１２件）である一方、蛍光灯照明

器具は１９％（購入全件１,８０１件）と達成率が低い。その７１％は、街路灯で、街

路灯本体により取り付けられる機種が限定されるため、達成率が０％となっている。 

また、市民病院でもＬＥＤ照明や蛍光灯を購入しているが（約１,９００件）、その約

半数が非適合となっている。品目によって適合品がないケース、発注件数が多く一つ

一つの規格を精査できていないケースもあり、精査を順次進めている。 

      
インテリア・寝装寝具 対象品目：カーテン、ふとん等 

  
・購入件数が多い品目はカーテンで、適合率は７８％であった。非適合品の購入は学

校が多く、レースのカーテンを購入する際に適合品がなかったケースや、適合してい

るかが確認できなかったというケースが見られた。 

・適合率は低い品目はタイルカーペットが全２９件で０％、ふとんが全１０件で０％

であった。タイルカーペットは学校で教室のサイズや用途にあったものを購入したが、

適否の確認方法が分からなかったとのことであった。ふとんは高齢者施設での座布団

１０枚の購入で、値段を優先して購入したとのことであった。 

      
自動車 対象品目：自動車、タイヤ、エンジン油等 

 
・自動車の購入は全件適合、タイヤも８７％が適合している。 

・２サイクルエンジン油が非適合となっている。学校で草刈機のエンジンに使用して

おり、グリーン購入集計の対象外である。 
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（４）エコオフィス活動 評価点：５ 

行動計画に掲げる省エネ省資源活動の実施状況を各職場において推進員が定期的に５

段階評価しています。２０１６年度全体の平均は４.５８であり、前年度と同等の評価

となりました。 

 評価の高かった活動は「気候に合った服装（クールビズ・ウォームビズ等）を心がけ

る（４.８９）」「水道の適正使用（こまめな蛇口開閉、水を流しっぱなしにしない）（４.

８０）」「封筒、ファイル等を繰り返し使用する（４.７８）」「印刷物を発注する場合は、

部数を必要最小限にする（４.７１）」「物品等の管理を徹底し、むだな購入を行わない

（４.７０）」等でした。一方、評価の低い活動は「ノー残業デーを徹底する（３.８８）」

「用紙の適正使用用紙の使用量削減に努める（４.３０）」「飲食は割り箸・紙コップの

使用を控え、マイ箸、マイカップ、マイボトルを使用する（４.３８）」「冷房中の室温

は２８℃、暖房中の室温は２０℃を目安として、適切な調整につとめる（４.４０）」「職

員の個人的なごみ（弁当容器やペットボトル等）は持ち帰る（４.４５）」「内部・外部

連絡等は、できる限り口頭や回覧、電子メールや庁内情報システムを利用する（４.４

８）」「資料配布の際、資料の数は最小限にする（４.５０）」等でした。 

各部署の活動実施状況は、次ページのとおりです。 
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各部のエコオフィス活動実施状況（２０１６年４月～２０１７年３月）

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

A A C C A A A A A A A A A A B B A A A A B B A A B B A A B B A A B B A A B A A

4.57 4.68 3.88 3.92 4.56 4.60 4.89 4.87 4.57 4.57 4.56 4.57 4.66 4.65 4.40 4.46 4.66 4.72 4.68 4.64 4.30 4.33 4.63 4.63 4.48 4.48 4.80 4.79 4.45 4.35 4.59 4.55 4.38 4.33 4.78 4.80 4.50 4.53 4.65

A A B C A A A A A A A A - A - - - - - - B B A A B B A A A A A A A A A A A A A

A A B B A A A A A A A A - - A A - - - - A A A B A A A A A A B A B C A A A A A

A A C C A A A A B B C B - - A A - - D A C C C C B A A A A A B A C C B A B A A

A A B B A A A A A B A A A A B B A A A A B B A A A B A A B C A B B C A A A B A

A A D D B B A A C B C A A A B A A B B A B A B B B B A A A B D C C C B B B A A

A A D E B A A A A A B B B A A A A A B D B B B A B C A A B B C C C C B A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A

A A C C A A A A A A A A A A A A A A A A C A A A A A A A A A A A A B A A B A A

A A D C A A A A A A A A A A A A A A A A B B A A B B A A A A A A A B A A B A A

B A B B A A A A A B B B - - A A - - - - B A A A A A - - A A A A A A A A A A A

A A B B A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A

B A C A C A B A C A C A D A C A C A D A C B C A B A B A B A C B C B B A C A B

A A C C A A A A A A A B - - - - - - - - B B A A A B A A A A A A B C A A B A A

A A B B A A A A A A B B E B C A E B B A B C A A A A A A A A B A B B A A A B A

A A D D A - A A A - B B - - - - - - - - A A A A A A A A A A - - B B A A B B B

A A E C A B A A B B B B A A A A A A B B A B A A B B A A C C B B B B A A B B A

B B D A A A A A C C B B - - - - - - - - C C B B C C A A A A C C D C D D D D C

A A B A A A A A A A A A - - - - - - - - A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

B B C A A A A A A B A A - - - - - - - - B B - - B B - - A A - - B A A A A B A

B B C C B A A A A A A A A A B B A A A A B B A A B B A A B C A A A B A A B B B

A B C C B B A A A A B B A A A B A A A A B B A A A B A A A B A A A A A A A A A

【評価に対する補足】

○ノー残業デーの徹底は、事業特性上、繁忙期など実施が徹底できない期間が存在することから、他の活動項目に比較して低い評価になりました。

  特に点数の低かった部署の理由は以下のとおりです。

・選挙管理委員会事務局　　　 　2016年度は参院選等があり、業務の繁忙期が長期化し、時間外勤務が増加したため。

・市民病院　　　　　　　　 　　施設用度課において、緊急的に対応しなければいけない事案が多数発生し、時間外勤務が増加してしまったため。

○2015年度と比較して「評価」が低下した部署の取組状況は以下のとおりです。

・建設部、下水道部

いずれも施設管理担当課の項目で評価を下げており、全体評価にも影響が出たことになります。設備の清掃・点検等改善が求められます。

環境活動

省エネルギーの推進

こ
ま
め
な
空
調
停
止
を
行
う
（

空
室
、

不

在
時
、

余
熱
利
用
）
。

エ
レ
ベ
ー

タ
ー

は
な
る
べ
く
使
用
し
な

い
。
（

3
階
以
内
の
移
動
は
階
段
を
使

う
。
）

照
明
器
具
の
清
掃
等
、

設
備
・
機
器
の
保

守
管
理
を
徹
底
す
る
。

冷
房
中
の
室
温
は
2
8
℃
、

暖
房
中
の
室

温
は
2
0
℃
を
目
安
と
し
て
、

適
切
な
調

整
に
つ
と
め
る
。

水
道
の
適
正
使
用
（

こ
ま
め
な
蛇
口
開
閉

を
行
う
。

水
を
流
し
っ

ぱ
な
し
に
し
な

い
。
）

職
員
の
個
人
的
な
ご
み
（

弁
当
容
器
や

ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
等
）

は
持
ち
帰
る
。

使
い
捨
て
製
品
（

紙
コ
ッ

プ
、

紙
皿
、

弁

当
容
器
等
）

の
使
用
や
購
入
を
削
減
す
る

な
ど
、

会
議
・
イ
ベ
ン
ト
時
等
の
ご
み
削

減
に
努
め
る
。

飲
食
は
割
り
箸
・
紙
コ
ッ

プ
の
使
用
を
控

え
、

マ
イ
箸
、

マ
イ
カ
ッ

プ
、

マ
イ
ボ
ト

ル
を
使
用
す
る
。

封
筒
、

フ
ァ

イ
ル
等
を
繰
り
返
し
使
用
す

る
。

資
料
配
布
の
際
、

資
料
の
数
は
最
小
限
に

す
る
。

エ
ア
コ
ン
の
フ
ィ

ル
タ
ー

の
清
掃
等
、

設

備
・
機
器
の
保
守
管
理
を
徹
底
す
る
。

照
明
、

Ｏ
Ａ
機
器
等
の
設
備
更
新
、

購
入

時
に
は
、
、

Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
や
省
エ
ネ
ル

ギ
ー

型
機
器
を
積
極
的
に
購
入
す
る
。

用
紙
の
適
正
使
用
、

用
紙
の
使
用
量
削
減

に
努
め
る
。
（

印
刷
要
否
の
精
査
、

両
面

印
刷
、

２
i
n
１
印
刷
、

資
料
の
簡
易

化
・
共
有
化
等
）

コ
ピ
ー

機
使
用
後
は
必
ず
リ
セ
ッ

ト
し
、

ミ
ス
コ
ピ
ー

を
防
ぐ
。

内
部
・
外
部
連
絡
等
は
、

で
き
る
限
り
口

頭
や
回
覧
、

電
子
メ
ー

ル
や
庁
内
情
報
シ

ス
テ
ム
を
利
用
す
る
。

省資源の推進

各課共通

省資源の推進

各課共通

財務部

年度

全庁平均

政策経営部

総務部

各課共通 各施設の管理担当課

昼
休
み
消
灯
、

空
室
の
消
灯
、

部
分
点
灯

の
実
施
。

ノ
ー

残
業
デ
ー

を
徹
底
す
る
。

扉
や
窓
の
開
閉
に
よ
り
空
調
の
使
用
を
控

え
る
。

気
候
に
合
っ

た
服
装
（

ク
ー

ル
ビ
ズ
・

ウ
ォ
ー

ム
ビ
ズ
等
）

を
心
が
け
る
。

余
分
な
消
耗
品
な
ど
お
互
い
に
融
通
し
、

有
効
利
用
を
図
る
。

会計課

市民部

文化スポーツ振興部

地域福祉部

いきいき生活部

保健所

子ども生活部

経済観光部

環境資源部

建設部

都市づくり部

下水道部

※　平均点が4.5以上のものをＡ，4以上のものをＢ，3.5以上のものをＣ，3以上のものをＤ，それ以下をＥとしています
※　市役所全体の得点は、課ごとの得点から算出しているため、部ごとの得点の平均値とはなっていません。
※　－は、事業特性上、物理的、財政的に実施不可のため、活動状況を評価しない項目です。

市民病院

選挙管理委員会事務局

監査事務局

議会事務局

学校教育部

生涯学習部
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2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

A A B B A A B A A A A A A A A A A A A A A A

4.59 4.55 4.38 4.33 4.78 4.80 4.50 4.53 4.65 4.58 4.63 4.61 4.69 4.72 4.62 4.62 4.67 4.63 4.71 4.72 4.70 4.71

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4.81 A 4.76 政

B A B C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4.68 A 4.64 総

B A C C B A B A A A A B B B C C A A A A A A B 4.29 B 4.45 財

A B B C A A A B A A A A A A A B A A A B A A A 4.71 A 4.52 市

D C C C B B B A A A A A A A B A B B C B B B B 4.20 B 4.41 文

C C C C B A A A A B A A A B A A A A A B B A B 4.48 B 4.41 地

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4.90 A 4.90 い

A A A B A A B A A A A A A A A A A A A A A A A 4.67 A 4.84 保

A A A B A A B A A A A A A A A A A B A A A A A 4.64 A 4.61 子

A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A 4.77 A 4.79 経

A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4.82 A 4.76 環

C B C B B A C A B A B A B A C B C A B A C A C 3.91 A 4.70 建

A A B C A A B A A A A A B B B C A A A A A A A 4.65 A 4.55 都

B A B B A A A B A A A A A A B B A A A A A A B 4.39 A 4.55 下

- - B B A A B B B B A A A - A A A A A A A B A 4.73 A 4.66 会

B B B B A A B B A B B B B C B C B B A B A B B 4.40 B 4.33 病

C C D C D D D D C C B B C C A A A A A A C C B 4.06 B 4.18 選

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4.96 A 4.96 監

- - B A A A A B A A A A - - - - B A A A A A A 4.59 A 4.64 議

A A A B A A B B B B A A A A A A A A A A A A A 4.55 A 4.54 学

A A A A A A A A A A B B A A A A B B A A A A A 4.65 A 4.54 生

公用車の
適正使用の推進

グリーン購入の推進

物
品
等
の
管
理
を
徹
底
し
、

む
だ
な
購
入

を
行
わ
な
い
。

{

再
利
用
の
推
進

}

使
い
捨
て
製
品
（

紙
コ
ッ

プ
、

紙
皿
、

弁

当
容
器
等
）

の
使
用
や
購
入
を
削
減
す
る

な
ど
、

会
議
・
イ
ベ
ン
ト
時
等
の
ご
み
削

減
に
努
め
る
。

飲
食
は
割
り
箸
・
紙
コ
ッ

プ
の
使
用
を
控

え
、

マ
イ
箸
、

マ
イ
カ
ッ

プ
、

マ
イ
ボ
ト

ル
を
使
用
す
る
。

封
筒
、

フ
ァ

イ
ル
等
を
繰
り
返
し
使
用
す

る
。

資
料
配
布
の
際
、

資
料
の
数
は
最
小
限
に

す
る
。

評
　
　
　
　
価

各課共通 各課共通

省資源の推進

各課共通

2016 2015

A A

前
年
度
（

2
0
1
5
年
度
）

評
価

部署
(略)

4.58 4.58

印
刷
物
を
発
注
す
る
場
合
は
、

部
数
を
必

要
最
小
限
に
す
る
。

余
分
な
消
耗
品
な
ど
お
互
い
に
融
通
し
、

有
効
利
用
を
図
る
。

排
出
さ
れ
た
ご
み
は
、

分
別
を
徹
底
し
、

資
源
化
を
図
る
。

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
（

急
加
速
等
の
抑
制
、

ア

イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ

プ
、

相
乗
り
、

積
荷

整
理
、

エ
ア
コ
ン
適
正
利
用
等
）

の
徹
底

近
距
離
移
動
時

(

2
k
m
以
内
を
目
安

)

は
で
き
る
だ
け
徒
歩
、

も
し
く
は
自
転
車

を
利
用
す
る
。

町
田
市
グ
リ
ー

ン
購
入
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

適
合
す
る
製
品
を
優
先
的
に
購
入
す
る
。
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５.２. 内部環境監査結果 

 

Ⅰ．２０１６年度内部環境監査結果報告書 

 

１ 監査の概要 

（１）監査実施期間 

２０１６年度の内部環境監査は、２０１６年５月１６日（月）から５月２７日（金）

にかけて実施した。 

 

（２）監査対象部署の選定基準 

過去の内部環境監査（２０１２年度、２０１３年度、２０１４年度、２０１５年度）

において、監査対象となっていない課・施設からランダムに２０部署を環境管理責任者

が選定した。 

 

（３）監査対象部署 

 部名 課名 施設名 

１ 政策経営部 広聴課 - 

２ 総務部 市政情報課 - 

３ 市民部 市民総務課 - 

４ 市民部 忠生市民センター 忠生市民センター 

５ 地域福祉部 福祉総務課 - 

６ 保健所 生活衛生課 - 

７ 子ども生活部 子ども家庭支援センター - 

８ 環境資源部 循環型施設整備課 - 

９ 建設部 道路整備課 - 

１０ 都市づくり部 住宅課 - 

１１ 下水道部 下水道管理課 - 

１２ 学校教育部 保健給食課 - 

１３ 学校教育部 教育センター 教育センター 

１４ 市民病院 施設用度課 病院 

１５ 学校教育部 成瀬中央小学校 成瀬中央小学校 

１６ 学校教育部 鶴川第一小学校 鶴川第一小学校 

１７ 学校教育部 忠生小学校 忠生小学校 

１８ 学校教育部 忠生第三小学校 忠生第三小学校 

１９ 学校教育部 町田第一中学校 町田第一中学校 

２０ 学校教育部 薬師中学校 薬師中学校 
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（４）監査員 

監査員選出課（各２０課）から原則として係長級以上の職員１名を選出し、２名１組

でチームを編成した。なお、監査の客観性を確保するため、監査員が所属する部署の監

査は担当できないことにしている。 

 

（５）監査の内容 

ア．監査の方法 

監査員が各部署を実地に訪問し、責任者および担当者へのヒアリング、記録や関連文

書の精査、実際の活動状況の観察（職員へのヒアリングを含む）を実施した。 

 

イ．監査項目 

以下の７項目について監査を実施した。 

 

監査項目 チェック内容 

１ 共通の取組み 
オフィス内の日常業務において省エネルギー省資源、廃

棄物削減の取組みが効果的に実施されているか 

２ 独自の取組み 
被監査部門の本来業務において効果的な環境配慮が計

画され、実施されているか 

３ 環境投資、設備の適正管理 
省エネルギー機器の導入や省エネを目的とした設備の

管理が実施されているか 

４ 環境施策 
アクションプランに掲げる環境施策を効果的に推進し

ているか 

５ 教育訓練 
教育計画に則り、適切に教育が実施されたか、また、理

解度は充分か 

６ 体制及び責任 
各チェックにおいて、部門責任者、推進担当者が役割（職

員指導、率先行動、環境意識、等）を果たしているか 

７ 是正対応 課題に対して適切な是正対応を実施しているか 

 

ウ．監査の判定 

各監査項目について以下の判定基準にしたがって判定した。 

 

判定区分 判定基準（例） 

優良 ・改革の視点で新たな取組みが実施されている 

・プログラムや決められた手順を実行するにあたり、独自の工夫や改善

によって効果をあげている 

・その他、他の部門に水平展開を図ることが望ましい事象 

適合 ・取り組みが適切に実施されている 

改善事項 ・不適合のうち軽微であるもの 

・不適合には該当しないが、改善が望ましいもの 

・新たな取り組みの推奨、提案 

不適合 ・プログラムや決められた手順を実行していない 

・実施記録等における評価と実際の活動状況に著しい差異がある 

・その他、ＥＭＳの継続的運用の妨げになる事象がある 
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２．監査の結果 

（１）総括 

各監査チームから報告された判定結果を基に、内部環境監査委員会で監査結果の妥当

性を検討した結果、優良４件、適合６１件、改善事項１７件（改善提案を含む）、不適

合４件であった。 

 監査項目 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 合計 

共
通
の
取
組
み 

独
自
の
取
組
み 

環
境
投
資
、 

設
備
の
適
正
管
理 

環
境
施
策 

教
育
訓
練 

体
制
及
び
責
任 

是
正
対
応 

 

判
定
区
分 

優良 ０ １ ２ ０ １ ０ ０ ４ 

適合 １２ １２ １０ ２ １４ ７ ４ ６１ 

改善事項 ６ １ ３ １ ４ １ １ １７ 

不適合 ２ １ ０ ０ １ ０ ０ ４ 

 

 

（２）詳細 

ア．優良（４件） 

被監査課 
監査

項目 
内容（概要） 

成瀬中央小学校 ５ 
参加型の職場研修を行うなど環境教育に工夫がされており、職場の

意識啓発が効果的に行われている。 

保健給食課 ３ 
PC 用電源タップはスイッチ付のものを使用し未使用時には電源を

切れるようにしている。併せてスイッチには使用者の名前を記載し

電源の切断状況が他者からも確認できるようにしている。 

鶴川第一小学校 

２ 
地域と一緒に取り組む独自の環境教育として、稲刈りや梅ジュース

を作る活動や分別回収したリサイクルごみを材料に工作集会を開催

する等の活動をしている。 

３ 
校舎の LED 化や太陽光発電・屋上緑化等の先進的な設備投資を行っ

ている。 
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イ．改善事項（１７件） 

被監査課 
監査 

項目 
内容（概要） 

改善方針 

（被監査部署の回答） 

忠生市民 

センター 
３ 

貸し出し施設の各部

屋のエアコンは、設

定温度を守ってもら

うような呼びかけが

されていなかった。 

貸し出し施設の温度管理については、エアコン

スイッチに適正温度の貼り紙をし、かつ施設使

用届けの用紙に温度調整の際の注意事項を追

加するなどして利用者の方にも省エネにご協

力いただけるよう啓発を行う。 

下水道管理課 ５ 

e-ラーニングの受講

率が８割であり、取

組みが不徹底であっ

た。 

e-ラーニングの受講率１００％にするために、

環境推進員が朝礼で呼びかけるとともに、未受

講者への声かけを徹底する。 

施設用度課 ５ 

e-ラーニングの受講

者が９人中３人であ

り、取組みが不徹底

であった。 

今年度については、e-ラーニングを全員必ず行

うように指導とチェックを徹底する。 

循環型施設 

整備課 
１ 

一部の PCで、離席時

電源オフがなされて

おらず、徹底されて

いなかった。 

環境推進員が、離席時には PC の電源をオフに

するように声がけを行う。 

忠生小学校 １ 

職員室の照明が必要

以上に点灯されてお

り、一部消灯が未徹

底であった。 

印刷室に掲示されて

いる印刷部数の表

に、「予備」という表

現が見受けられた。

会議不参加の職員分

の部数であり、不要

の印刷ではないとの

ことだったが、「予

備」という表現につ

いては、今後改善を

検討するように指摘

した。 

職員室の部分消灯を全職員に伝達し注意喚起

を行う。 

会議参加人数表に（記録用・予備３部）という

記載があるが、余分な印刷をしている印象を受

けるので表示の改善を検討する。  

道路整備課 ４ 

歩道の透水性舗装の

整備に関する契約の

不調が２０１６年度

も続いている。 

震災によるとみられる現場監督の不足や、原材

料の高騰などの外部要因が影響し契約の不調

が続いているが、年度内の着実な目標達成のた

め、早期発注の試み等引き続き工夫する。 
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被監査課 
監査 

項目 
内容（概要） 

改善方針 

（被監査部署の回答） 

忠生第三 

小学校 

２ 

排出量の多い「その

他一般廃棄物」や「厨

芥類」の内訳が十分

把握されておらず、

有効な対策の検討ま

でには至っていなか

った。 

廃棄物の内容把握をし、更なる資源化、ゴミの

削減に向けては、「その他一般廃棄物」及び「厨

芥類」の分析を進めていく。 

５ 

使用エネルギー集計

シートや廃棄物排出

量の数値、リサイク

ル量チェック表の表

記について、不明瞭

な箇所があった。 

項目の捉え方や基準等の引継ぎについて留意

する。 

広聴課 ５ 
環境教育実施記録の

不備があった。 

今後、職場研修を実施した際には、環境教育実

施記録を作成し、保管する。 

市民総務課 

１ 

紙の分別が徹底され

ておらず、新聞紙区

分のところに雑紙が

一部混雑していた。 

裏面利用する紙を入

れる箱に表示がされ

ていなかった。 

リサイクルボックスは、共同で利用する市民協

働推進課と協力し、紙の分別の徹底を声掛けし

ていく。 

裏面利用する紙を入れる箱に、表示をする。 

７ 

エコオフィスチェッ

クシートの「実施方

法または未実施の理

由等」欄に取組内容

または実施できない

理由の記載がない項

目が見受けられた。 

エコオフィスチェックシートの「実施方法また

は未実施の理由等」欄に、内容をきちんと記載

する。 

町田第一 

中学校 
１ 

可燃ごみのごみ箱に

雑紙が混入してい

た。 

表示の無い紙の分別

ボックスがあった。 

職員会議や資料配布等で、分別の周知を徹底す

る。 

表示がない紙のボックスには表示を貼り付け

る。 

教育センター 

１ 

相談件数の増加に伴

い、例外的な時間外

相談業務が常態化し

ており、ノー残業デ

ーの取り組みが不徹

底であった。 

時間外の相談業務を極力避けられるよう調整

を進める。 

３ 

照明の LED 化や空調

についての省エネル

ギー対策が不徹底で

あった。 

空調の対策として緑のカーテンや遮熱フィル

ムの対策を講じる。 

LED 化については一括での交換は難しいが、使

用頻度の高いところから順次交換していく。 
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被監査課 
監査 

項目 
内容（概要） 

改善方針 

（被監査部署の回答） 

生活衛生課 ７ 

エコオフィスチェッ

クシートで実施方法

または未実施の理由

等の項目について、

具体的な目標や行動

への内容見直しが求

められる。 

今年度の行動計画を立てる際に具体的な実施

方法を考え、チェックシートの内容の見直しを

行う。 

鶴川第一 

小学校 

１ 

裏紙置場に、コピー

過多と思われる同一

内容の印刷用紙があ

った。 

大量に印刷する際は、必要部数の確認や原稿内

容の確認作業を行う様に、教職員に周知する。 

３ 

エネルギー消費量が

増加しているため、

新校舎になってから

の推移を確認しなが

ら、改善点を考えて

行くことが求められ

る。 

今年度、新校舎になったばかりで、２０１６年

度はエネルギー消費量の変化がある見込みの

ため、今後のエネルギー消費量を確認しなが

ら、改善点を考えていく。 

 

ウ．不適合（４件） 

被監査課 
監査 

項目 
内容（概要） 

改善方針 

（被監査部門の回答） 

成瀬中央 

小学校 
２ 

必要書類の提出期日

が守られておらず、

廃棄物処理量のデー

タの分析・活用が不

十分であった。 

計画的な廃棄物削減の取組が行えるよう、必要

な書類を速やかに整理し、適切な情報の管理、

分析を行う。 

施設用度課 １ 

廃棄物の排出量削減

及びリサイクルの意

識が乏しい。 

グリーン購入の徹底

ができていない。 

ごみについて職員の意識が低いことから、朝礼

や環境推進員のチェックなどを活用し、意識付

けをするところから地道に啓発を行う。 

グリーン購入については、病院組織として対応

する必要があるため、病院全体に周知すると共

に、組織的に対応する。 

薬師中学校 

１ 

個人ゴミの持ち帰

り、不在時の PC の電

源オフが不徹底であ

った。 

部門責任者、環境推進委員が環境配慮行動につ

いて再認識し、職員へ個人ゴミの持ち帰り、不

在時の PCの電源オフについて周知徹底する。 

５ 

職場内環境研修・e-

ラーニングが未実施

であり、環境教育実

施記録も未作成であ

った。 

今年度は職場研修を実施し、e-ラーニングの実

施も周知する。環境教育実施記録も作成する。

e-ラーニングは２０１５年度版も実施するよ

う周知する。 

 



 

88 

Ⅱ．２０１６年度フォローアップ内部環境監査結果報告書 

 

１ 監査の概要 

（１）監査実施期間 

２０１６年度のフォローアップ内部環境監査（以下、フォローアップ監査）は、２０

１６年１０月２４日（月）～１１月７日（月）にかけて実施した。 

 

（２）監査対象部署の選定基準 

２０１６年５月１６日（月）～５月２７日（金）にかけて実施した本年度の定期内部

環境監査（以下、定期監査）において、不適合または改善事項と判定された事項を有す

る１５部署に対して実施した。 

 

（３）監査員 

２０課から原則として係長級以上の職員１名を選出し、２名１組の監査チームを編成。

（監査の客観性を確保するため、監査員が所属する部署の監査は担当できない。） 

尚、フォローアップ監査においては、指摘された事項に対する是正策の妥当性を検証

でき得るという観点から、定期監査と同じ監査チームが再度監査を担当する。 

 

（４）監査の実施方法 

①是正措置報告書および関連資料の提出 

内部環境監査において不適合または指摘事項の判定を受けた各部署は、実際に実施し

た是正措置の内容をまとめた是正措置報告書とともに、是正措置が行なわれたことを示

す資料（文書、記録、写真など）を監査チームに提出する。 

 

②フォローアップ監査の実施 

監査チームは、提出された是正措置報告書および関連資料を精査し（書面監査）、必

要に応じて、口頭で詳細な説明を求め（ヒアリング監査）、各部署を再訪問し、改善状

況を確認し（実地監査）、適切な是正が行なわれたことを確認する。 

 

③内部環境監査委員会の開催 

内部環境監査委員長および全監査チームリーダーで構成された内部環境監査委員会

を開催し、フォローアップ監査内容を報告し、監査の妥当性を検証する。 

（今回のフォローアップ監査においては、各チームから提出された監査報告書を持っ

て是正対応の完了を確認することができたため、委員会は開催しなかった。） 
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２．監査の結果 

（１）結果の概要 

各監査チームから提出された監査報告書及び根拠資料の妥当性を事務局・委員長で検

討したところ、フォローアップ監査対象となったすべての部署において、定期監査時に

提示された改善方針にしたがって適切な是正措置が完了していることが確認された。 

 

（２）結果の詳細 

被監査 

部署 

判定 

不適合または 

改善事項 

の内容 

是正措置の内容 監査所見 不
適
合 

改
善
事
項 

忠生市民 

センター  ○ 

貸し出し施設の各

部屋のエアコン

は、設定温度を守

ってもらうような

呼びかけがされて

いなかった。 

貸し出し施設の温度管理について

は、エアコンスイッチに適正温度

の表示をし、かつ施設使用届けの

用紙に省エネ協力への呼びかけ文

を追加して利用者の方にも省エネ

にご協力いただけるよう啓発を行

った。 

忠生市民センターから提出

された是正措置報告書/フ

ォローアップ監査報告書に

添付されていた「エアコン

スイッチに適正温度の表

示」「町田市忠生市民センタ

ー施設使用届に適正温度記

載」の写真を確認し、電話

にて貸出施設のエアコンス

イッチすべてに適正温度の

表示がされていることを確

認したことにより適正に是

正措置が完了したことを確

認した。 

成瀬中央 

小学校 ○  

必要書類の提出期

日が守られておら

ず、廃棄物処理量

のデータの分析・

活用が不十分であ

った。 

今年度の提出分については、環境

監査があった日に資料を完成さ

せ、提出が済んでいる。 

今後は、書類の期限内の提出を行

えるよう、事務と管理職の情報交

換を密にし、必要な情報を速やか

に収集して、資料作成を行ってい

く。 

更に、そのデータを分析・活用し、

環境配慮へ取り組んでいく。 

 

是正措置の必要書類の提出

は済んでいますが、改善方

針であります計画的な廃棄

物減量の取組について聞き

取り調査したところ、書類

の整理を適切に行っている

とともに、排出された廃棄

物の内容や増減等の情報の

管理・分析をこまめに行い、

廃棄物減量を学校全体で共

通認識を持ち環境配慮に取

り組んでいることを確認し

た。 

下水道 

管理課  ○ 

e-ラーニングの受

講率が８割であ

り、取組みが不徹

底であった。 

① ５月１２日 課掲示板にて e-

ラーニング受講の案内を掲示 

② ５月１３日 課朝礼にて e-ラ

ーニング受講の案内 

③ ５月２３日 課朝礼にて e-ラ

ーニング受講の案内 

④ ５月２４日 課朝礼にて e-ラ

ーニング受講の案内 

⑤ ５月２６日 課内全職員の e-

ラーニング実施を確認（休職中職

員を除く。） 

課内全職員の e-ラーニング

実施を確認した。 

電話にてヒアリングを行っ

たところ、「今後は環境推進

員としての引継ぎをしっか

り行い、来年度以降も確実

に実施できるようにする」

との回答があった。 
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被監査 

部署 

判定 

不適合または 

改善事項 

の内容 

是正措置の内容 監査所見 不
適
合 

改
善
事
項 

施設用度

課 

 ○ 

e-ラーニングの受

講者が９人中３人

であり、取組みが

不徹底であった。 

 

朝礼時に声かけを行い、今年度は

全員受講した。 

電話にてヒアリングを実

施。e-ラーニングについて

は６月上旬に完了し、今後

は徹底をしていくとのこ

と。 

グリーン購入については、

１０月から院内で試行し、

１１月に開催される院内の

合同部門会議にて、周知徹

底が図られたことを確認し

た。 ○  

廃棄物の排出量削

減及びリサイクル

の意識が乏しい。

グリーン購入の徹

底ができていな

い。 

廃棄物排出については、朝礼時に

削減に向けての啓発を行った。ま

た、資源化可能なものについては、

処分ではなく売払いすることを検

討している。 

グリーン購入については、１１月

より文具を対象に、順次院内で切

り替えていく。 

 

循環型施

設整備課  ○ 

一部の PC で、離席

時電源オフがなさ

れておらず、徹底

されていなかっ

た。 

一部の PC で、離席時電源オフがな

されておらず、徹底されていなか

ったとの指摘を受け、環境推進委

員より外出時はPCの電源を落とす

よう声掛けを行うとともに、各自

の机に「離席時は IC カードを抜き

ましょう」と表示した。 

 

指摘事項の内容について、

電話で問い合わせたところ

注意喚起の表示を課員各自

のパーテーションの前面に

掲示している回答があり、

是正していることを確認し

た。 

忠生 

小学校  ○ 

職員室の照明が必

要以上に点灯され

ており、一部消灯

が未徹底であっ

た。 

印刷室に掲示され

ている印刷部数の

表に、「予備」とい

う表現が見受けら

れた。会議不参加

の職員分の部数で

あり、不要の印刷

ではないとのこと

だったが、「予備」

という表現につい

ては、今後改善を

検討するように指

摘した。 

 

職員室の部分消灯を全職員に伝達

した。 

印刷室の印刷部数確認の表示を教

職員３９人、記録用１部と訂正し

た。 

指摘事項については、部分

消灯への配慮を全職員に伝

達したとのこと。 

また、印刷室の掲示表現は

添付している写真から改善

していることを確認した。 
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被監査 

部署 

判定 

不適合または 

改善事項 

の内容 

是正措置の内容 監査所見 不
適
合 

改
善
事
項 

道路 

整備課  ○ 

歩道の透水性舗装

の整備に関する契

約の不調が２０１

６年度も続いてい

る。 

指摘事項となった堺２０００号線

道路改良工事については、２０１

６年５月１１日（２０１６年度第

１回目）において入札不調となり、

再度設計内容の見直しを行い２０

１６年６月２９日（第２回目）の

入札にて落札者が決定し、２０１

６年６月３０日に契約することが

できた。 

工事もすでに着手しているため、

工期内に完了するよう工程管理を

行う。 

また、道路整備課起工工事案件は

早期発注に取り組み、２０１６年

度工事すべての案件を契約するこ

とができた。工期内に完了するよ

う工程管理を行う。 

 

指摘事項はアクションプラ

ンの重点事業の取り組みに

係るものである。 

工事進捗の遅れは主に外部

要因に起因するところが大

きいと思われるが、その中

でも主管課の努力により全

工事が年度内に契約、履行

が行われることを確認し

た。 

忠生第三 

小学校 

 ○ 

排出量の多い「そ

の他一般廃棄物」

や「厨芥類」の内

訳が十分把握され

ておらず、有効な

対策の検討までに

は至っていなかっ

た。 

 

分析の結果、その他一般廃棄物（可

燃物）のなかで占める割合が多い

紙類を、資源化できるものは資源

化していく。 

厨芥類は給食残渣で、可能な範囲

で食べ残しがないよう給食指導を

行っていく。 

被監査部門対象と面談を行

い、指摘内容①について適

切な分析、取り組み方針が

示されていることを確認し

た。 

 ○ 

使用エネルギー集

計シートや廃棄物

排出量の数値、リ

サイクル量チェッ

ク表の表記につい

て、不明瞭な箇所

があった。 

リサイクル量については、給食残

渣がリサイクル文化センターで焼

却処分されていると誤認し、再利

用量にしなかった。保健給食課に

確認したところ再利用していると

のことであるので再利用量にし

た。 

使用エネルギー集計シートの数値

入力ミスがあったので、今後入力

ミスがないよう取り組んでいく。 

 

指摘内容②については、適

切な見直し、訂正が行われ

たことを確認した。 

広聴課 

 ○ 

環境教育実施記録

の不備があった。 

２０１６年５月１７日に課内で行

った環境マネジメントシステム研

修について、２０１６年５月２６

日に環境教育実施記録を作成し

た。今後もエコオフィス活動に関

する研修等を行った際は、環境教

育実施記録を作成し、保管してい

く。 

指摘事項であった環境教育

実施記録について、作成さ

れた記録を確認した。なお、

当該研修の受講者名簿がな

かったため電話で問い合わ

せたところ、あらためてメ

ールにて名簿の提出があ

り、これを確認した。 
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被監査 

部署 

判定 

不適合または 

改善事項 

の内容 

是正措置の内容 監査所見 不
適
合 

改
善
事
項 

薬師 

中学校 

○ 

 

個人ゴミの持ち帰

り、不在時の PC

の電源オフが不徹

底であった。 

職員会議で個人ごみを持ち込まな

いことと、持ち込んだ場合は持ち

帰ることを周知した。用務主事が

ゴミを処理する際に個人ゴミが混

入していた場合は報告をしてもら

い朝の打ち合わせ等で注意喚起し

ている。 

また、不在時の PC 電源オフについ

ても周知した。 

書面監査及び電話によるヒ

アリング監査により、個人

ごみについては、環境推進

員を中心にごみ箱の確認を

行っており、無くなってい

るとのことである。 

また、不在時の PC 電源オフ

については、学校長からの

周知もあり、長時間の離席

時においては電源オフにし

ているとのこと。 

さらに、職場研修や e-ラー

ニングの実施についても、

当日欠席した職員に後日周

知するなどし、全員が実施

していることを確認した。 

○  

職場内環境研修・

e-ラーニングが未

実施であり、環境

教育実施記録も未

作成であった。 

９/１４の職員会議内で職場研修

を実施。 

研修内容は、推進員研修の内容を

踏まえて「環境問題の現状と課題」

の説明と教育総務課作成の「学校

の廃棄物削減に向けて」を配布。 

e‐ランニングの実施についても

周知し実施を確認した。 

市民 

総務課 

 ○ 

紙の分別が徹底さ

れておらず、新聞

紙区分のところに

雑紙が一部混雑し

ていた。裏面利用

する紙を入れる箱

に表示がされてい

なかった。 

紙の分別の徹底について適時職員

に呼びかけを行った。 

また、裏面利用する紙を入れる箱

には、A４、A３用紙別に「裏紙」

と表示することで、職員が利用し

やすいように対処し、エコオフィ

ス活動の徹底を図った。 

裏面利用する紙を入れる箱

への表示について、直ちに

貼り付けるとともに、課内

会議等で職員に分別の周知

徹底を行っていることを確

認した。 

 ○ 
エコオフィスチェ

ックシートの「実

施方法または未実

施の理由等」欄に

取組内容または実

施できない理由の

記載がない項目が

見受けられた。 

「実施方法または未実施の理由

等」欄に、より具体的な実施方法

を記載し、各職員がエコオフィス

活動をより徹底して行えるように

対応しました。 

エコオフィスチェックシー

トの実施方法の内容を具体

的に記載するとともに、課

内会議で取り組み状況を毎

月チェックしていることを

確認しました。 

町田第一

中学校  ○ 

可燃ごみのごみ箱

に雑紙が混入して

いた。 

表示の無い紙の分

別ボックスがあっ

た。 

指摘を受け、教職員へ雑紙の件を

報告したところ、生徒が学校へ持

ち込んだ食べ物の包装紙であるこ

とが分かった。 

指摘を受けた雑紙は、生徒から没

収し、生活指導を行う関係で、ご

み箱へ廃棄させたものと判明し

た。また、紙の BOX への表示に関

しては、監査後に表示を貼り付け

た。 

おそらく貼り付けてあった表示が

これまでの使用で剥がれたと思わ

れる。（他の同じ BOX には表示があ

るため） 

雑紙の廃棄について、職員

会議等で注意喚起を行い、

分別の徹底を図っているこ

とを確認した。 

また、紙の BOX への表示に

ついても、直ちに貼り付け

直し、対処したことを確認

した。 
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被監査 

部署 

判定 

不適合または 

改善事項 

の内容 

是正措置の内容 監査所見 不
適
合 

改
善
事
項 

教育 

センター 

 ○ 

相談件数の増加に

伴い、例外的な時

間外相談業務が常

態化しており、ノ

ー残業デーの取り

組みが不徹底であ

った。 

 

新規の来所相談日時を業務時間内

に設定するよう調整。 

業務時間内が難しい場合は、セン

ター開所土曜日に設定する事によ

り、業務時間外相談件数への対策

を行った。 

 

ヒアリング監査により、指

摘内容の全項目について是

正完了又は是正予定である

ことを確認した。 

 ○ 

照明の LED 化や空

調についての省エ

ネルギー対策が不

徹底であった。 

省エネルギー対策として、エアコ

ン操作盤への適正温度シール貼

付、事務室の一部ガラス窓への遮

熱フィルムの貼付を行った。 

LED 化については、安全性・効率性

等の観点から、照明器具の修繕時

や次期照明器具交換時に合わせて

行う。 

 

生活 

衛生課  ○ 

エコオフィスチェ

ックシートで実施

方法または未実施

の理由等の項目に

ついて、具体的な

目標や行動への内

容見直しが求めら

れる。 

 

チェックシートの実施方法につい

て、具体的な実施方法や確認方法

を記載した。 

エコオフィスチェックシー

トの実施方法または未実施

の理由等の欄が、具体的な

実施方法に変更されてい

た。 

見直しした内容で、実施し

ていけると良い。 

鶴川第一 

小学校 

 ○ 

裏紙置場に、コピ

ー過多と思われる

同一内容の印刷用

紙があった。 

 

職員の打合せの際、印刷は必要枚

数のみ行うように声をかけ、『印刷

は必要な数だけ！』というポスタ

ーを印刷室に掲示した。 

印刷枚数の適正化の周知を

声かけだけでなく、ポスタ

ー掲示して、視覚的にも訴

える工夫が出来ている。 

 ○ 

エネルギー消費量

が増加しているた

め、新校舎になっ

てからの推移を確

認しながら、改善

点を考えて行くこ

とが求められる。 

 

省エネ節電、節水のため、無駄な

電気は使わないよう、点灯するス

イッチに節電表示をしたり、流し

にポスターを掲示したり、節電や

節水を心掛ける。 

ポスター掲示する等の工夫

が見られた。 

今後も月に１回は朝礼で声

掛けする等、継続的に啓発

活動を行っていけると良

い。 
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５.３. ２０１７年度環境マネジメントシステム外部評価結果報告書 

 

 

 

２０１７年８月１７日 

町田市長 

 石阪 丈一 様 

町田市環境マネジメントシステム 

外部評価委員会委員長 松波 淳也 
 

 

２０１７年度町田市環境マネジメントシステム外部評価報告書 
 

１．はじめに 

町田市では２０１２年度から町田市独自の環境マネジメントシステムを運用し、庁

内の環境配慮活動と市域全体に対しての環境施策を推進している。 

この環境マネジメントシステムの運用に関し、その評価を適正かつ公正に実施する

ことを目的として、市民・事業者・学識経験者で構成した「町田市環境マネジメント

システム外部評価委員会」を設置している。 

外部評価委員会では、この環境マネジメントシステムの運用とこれに基づく活動に

対して、客観性を担保し、透明性を高めるため、第三者の立場からの評価を実施した。 

 

２．外部評価の方法等 

（１）外部評価委員会の構成 

・市民５名、事業者３名、学識経験者３名の計１１名の委員で構成 

・委員の任期は２年、現委員の任期は２０１６年６月から２０１８年６月 

 

（２）評価対象 

① 組織 

全庁全課（市立の小中学校を含む） 

② 活動 

「町田市第３次環境配慮行動計画」に基づくエコオフィス活動 

 

（３）評価内容 

① 環境パフォーマンス 

温室効果ガス排出量、エネルギー使用量、廃棄物排出量、 

紙資源使用量、グリーン購入の実施状況 

② 環境活動の状況 

各職場におけるエコオフィス活動、 

内部環境監査結果および是正状況 
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（４）実施方法 

① 基礎情報の提示と説明（第１回外部評価委員会） 

事務局が、環境マネジメントシステムの運用状況及び成果を示す（５）

の文書および資料を第１回外部評価委員会にて外部評価委員に提示し、内

容を説明する。 

② 第１次評価の実施 

外部評価委員は、事務局より提示された文書および資料を基に評価項目
※１ごとに評価基準※２にしたがって評価点と評価意見を付し、事務局に提出

する。 

③ 現地確認の実施 

外部評価委員は、実地による確認が必要であると判断した部署および施

設を訪問し、取組み状況等を確認する。 

④ 評価結果の審議（第２回外部評価委員会） 

事務局は、第１次評価結果および現地確認による評価結果をとりまとめ、

第２回外部評価委員会に提出する。 

外部評価委員は、評価結果を審議する。 

⑤ 第２次評価の実施 

外部評価委員は、審議の結果を踏まえて、あらためて評価項目ごとに評

価点と評価意見を付した第２次評価を実施し、事務局に提出する。 

⑥ 外部評価報告書のとりまとめ（第３回外部評価委員会） 

事務局は、第２次評価結果をとりまとめ、第３回外部評価委員会に提出

する。 

 外部評価委員会は、すべての評価結果を精査し、外部評価報告書として

とりまとめる。 
 

 

※１：評価項目 

運用状況に対する評価 

評価項目 評価内容（例） 

温室効果ガス 

エネルギー 

・目標達成状況に対する評価 

・経年変化に対する評価 

廃棄物 

紙資源 

グリーン購入 

・目標達成状況に対する評価 

・経年変化に対する評価 

エコオフィス 

活動 
・各職場の活動状況に対する評価 

内部監査 
・監査結果に対する評価 

・是正対応状況の評価 

 

※２：評価基準 

評価点 ５ ４ ３ ２ １ 

評価内容 評価できる 
概ね 

評価できる 
普通 

あまり 

評価できない 
評価できない 

 

 

 



 

96 

（５）外部評価委員会に提示された文書および資料等 

a. ２０１６年度町田市環境マネジメントシステム実績報告書 

b. ２０１６年度内部環境監査結果報告書 

c. ２０１６年度町田市環境マネジメントシステム外部評価報告書 

d. ２０１６年度町田市環境マネジメントシステム市長総括記録 

e. 上記文書および資料に関連するデータ等 

 

 

３．外部評価委員会の実施日時および実施内容 
区分 日時 内容 

第１回 

委員会 

６月３０日 

１８時３０分 

～２０時３０分 

（１） 外部評価の内容及びスケジュールの確認 

（２） 環境マネジメントシステムの実績報告 

第１次 

評価 

７月１日 

～７月７日 
各委員による第１次評価の実施 

現地 

確認 

７月１１日 

～７月１４日 

・７月１１日 ９時～１１時  

町田市庁舎、土木公園サービスセンター 

・７月１３日 ９時～１１時３０分  

成瀬クリーンセンター 

・７月１４日 １３時３０分～１５時３０分  

忠生市民センター、町田市民病院 

第２回 

委員会 

７月２７日 

１８時３０分 

～２０時３０分 

（１） 現地確認結果の報告 

（２） 事務局ヒアリング（各委員からの質疑応答） 

（３） 第１次評価結果について審議 

第２次 

評価 

７月２８日 

～８月１日 
各委員による第２次評価の実施 

第３回 

委員会 

８月９日 

１８時３０分 

～２０時３０分 

（１） 第２次評価結果について審議 

（２） 最終評価結果のまとめと市への提言 
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４．外部評価結果 

評価項目 
評価点 

（平均点） 
主な評価意見 

温室効果

ガ ス 排 出

量・エネル

ギ ー 使 用

量 

４.０ 

 ２０１０年度比で、灯油等使用量（０.４％増）を除き電気使用量

（９.４％減）、都市ガス等使用量（１４.４％減）、温室効果ガス総

排出量（１０.６％減）は減少しており、概ね評価できる。 

 温室効果ガスを大量に排出するリサイクル文化センターや下水処

理場において削減が進んだため、全体の温室効果ガス削減に大きく

寄与したことは評価したい。 

 ２０１０年度比１３.４％削減という目標が達成されなかったこと

は残念である。 

 小中学校の温室効果ガス排出量の増加は、外的要因（エアコン整備、

排出係数の増加）が大きいが、組織行動として削減方法を検討すべ

きである。 

 活動成果を正確に伝えるという点において、報告書の記述の内容に

工夫や改善の余地がある。（例えば、下水処理場で燃料を灯油から

都市ガスに変更したことによる効果、温室効果ガス換算係数を固定

とした場合の実績など） 

廃棄物・紙

資源・グ リ

ーン購入 
２.８ 

 廃棄物排出量は２０１０年度比で５.９％減ではあるが、２０１３

年度以降連続して微増傾向にあり、あまり評価できない。 

 紙購入量は２０１０年度比で１２.３％増、また２０１３年度以降

連続して増加傾向にあり、評価できない。ペーパーレスのさらなる

推進など対策が必要である。 

 小中学校の紙購入量が増加しているが、一斉メール配信や、コピー

配布を家庭部数に変更するなど、小中学校の努力で減らせるものも

ある。 

 小中学校の紙購入量は多く、かつ、毎年増加している。学校ごとの

実績の把握と要因分析の上、成果をあげている学校の取組み事例を

共有、水平展開するといった対策が望ましい。 

 グリーン購入は、９０％を超える高達成率を継続しており概ね評価

できるが、達成率の低い品目（適合品が少ないもの）については評

価から外すなどの見直しが必要である。 

 グリーン購入率が９０％に満たないものについては、それがいかな

る理由によるのかを明らかにしていくことにより、どこに改善の余

地があるのかを見極めることが可能になる。 
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評価項目 
評価点

（平均点） 
主な評価意見 

エコオフィ

ス活動 
３.８ 

 概ね徹底されていると評価できるが、一部部署で自己評価が傾向的

に低いケースがある。 

 評価者の違いによる配点のブレについては、２０１７年度に実施し

たチェック方法見直しの効果に期待する。 

 照明、空調、コピー機等に関する取組みは、部単位ではなくフロア

単位の評価や、施設単位で評価した方がより正確な実態の把握と具

体的な改善につながることも考えられる。 

 同じ建物でも、階数また方角、時間帯、フロアの風通しの悪いとこ

ろは、冷房の室温２８度は、厳しいとの声もあった。フロアごとや

時間帯ごとの室温設定、サーキュレーターの活用なども有効ではな

いか。 

 特に改善がない、あるいは悪化している部署については、状況を直

接確認する機会があっても良いのではないか。 

 教育の参加者が減少している傾向が続くと、活動全体の形骸化につ

ながることが懸念されるため、注意が必要である。 

 「ノー残業デーの徹底」は選挙や病院等、特殊な事情はあるものの

全庁平均が低い評価であり、改善の余地がある。 

内部監査 ４.０ 

 不適合または改善事項に関しては、フォローアップ内部環境監査で

適切な是正措置が確認されており概ね評価できる。 

 改善方針の記述について、誰が主体となって、いつ（までに）改善

を図るかについての記述がない。また、「留意する」「検討する」「組

織的に対応する」「周知徹底する」といった記述は、具体的な改善

方針とは言えない。 

 不適合の指摘については、改善方針を示す前に、そもそもの要因に

関する記載が被監査部門の回答欄にあると良い。 

 優良な被監査部門を「環境優良部門」として紹介するといった手法

を考えても良いのではないか。 

 例年内部監査の内容が変わっていないため、年度ごとに重点的に見

る項目を設定しても良い。 
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５．おわりに（まとめ） 

町田市環境マネジメントシステムは、市の全施設を対象範囲とし、環境配慮行動計

画に基づく職員の環境行動を進行管理する仕組みである。さらに、「職員による内部監

査」「市民等の第三者による外部評価」「取組実績、内部監査結果、外部評価結果の開

示」等の透明性の高い評価プロセスを取り入れている。 

活動実績では「温室効果ガス・エネルギーの削減」「グリーン購入」「日常的なエコ

オフィス活動」が着実な成果をあげていることは評価できる。 

しかし、前回も課題として掲げた「紙資源の使用量の削減」について、逆に使用量

が増加してしまっていることについては、各委員からも厳しい意見が相次いだ。職員

一人ひとりの更なる意識向上に加え、ペーパーレス化などの全庁的な取組みの推進を

はじめ、成果をあげている取組事例を丹念に拾い上げ、ベストプラクティス（優良事

例）の水平展開を図っていくための方策を検討・実施するべきである。 

また、実績報告書において、経年推移を含めた詳細なデータが記載されていること

は評価できるが、増減の要因分析に対する記述が不足している。“実績の開示”で終わ

らせるのではなく、しっかりとした要因分析まで行ない、的確かつ実効性の高い改善

策の立案・実施に繋げていただきたい。 
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５.４. ２０１７年度市長総括記録 

 

 

総括実施日 ２０１７年９月１２日（火） 

 

 

 

総括結果（市長の総合的なコメント） 

１．紙使用量削減のため、実績の要因分析や内部環境監査の結果から、成果をあげて

いる取り組み事例を拾い上げ、優良事例の水平展開を図ること。 

 

２．エネルギー使用量、グリーン購入等の各種実績について、増減の要因分析に必要

な情報を効率的・効果的に収集する仕組みを整理し、活用すること。 
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６. 町田市環境基本条例*
（平成 12 年 12 月 27 日 条例第６８号） 

 
目次 

  前文 

  第一章  総則（第１条－第８条） 

  第二章  環境の保全、回復及び創造に関する基本的施策（第９条－第 19 条） 

  第三章  環境管理の推進（第 20 条－第22 条） 

  第四章  環境パートナーシップ*による環境の保全、回復及び創造の推進 

          （第 23 条－第 26 条） 

  附則 

 

 
前 文 

  私たちの町田市は、多摩丘陵の北部に位置
し、緑豊かな丘陵地と、境川や鶴見川などの
源流を有しており、また数多くの縄文遺跡の
発見にみられるように、生活の場としての永
い歴史を有している。それは、先人たちが、
太古からその豊かな自然の恩恵を享受しな
がら生活してきたことを物語っている。 
  現代社会での生活、あるいは経済活動は、
私たちの暮らしを豊かにする一方、資源の過
剰な消費や膨大な廃棄物の排出等、環境に対
する多大な負荷を伴い、私たちを取り巻くあ
らゆる環境を悪化させる原因となっている。
このことは、首都圏で有数の商業都市、住宅
都市として発展し続けている町田市でも例
外ではなく、先人たちから引き継いだ環境を、
次の世代へ引き継ぐことはもちろん、維持す
ることさえ困難な状況に立ち至っている。こ
のような環境の悪化は、私たちのまわりだけ
ではなく、地球全体に広がっている。 
  地球規模での環境問題への早急な対応が
迫られている現代社会においては、私たちは
良好な環境を単に自然から与えられるもの
としてではなく、すべての者による保全、回
復及び創造の努力によってはじめて享受で
きるものとして考えなければならなくなっ
ている。 
  私たちは、健康で安全かつ快適な生活を営
む上で必要とする、良好な環境を享受する権
利、すなわち環境権*を有している。同時に、
私たちには環境をより恵み豊かなものとし
て次の世代へと継承していく責任と義務が
ある。良好な環境は、私たちの世代だけに与
えられるものではない。将来の世代も享受す
る権利を有しているのである。 
  私たちは、かけがえのない生命と自然を守
るために、すべての者の総意として、良好な
環境を保全、回復及び創造するとともに、環
境への負荷*の少ない持続的発展が可能な循
環型社会*の実現を目指して、ここにこの条例
を制定する。 

 
 
 
 
 
 

第一章  総則 
 
（目的） 

第１条  この条例は、環境の保全、回復及び創
造についての基本理念を定め、町田市（以下
「市」という。）、事業者、市民、在勤在学者、
町田市に資産を有する者、町田市を訪れる者
その他の者（以下「すべての者」という。）
の責務を明らかにするとともに、地域の特性
に即した環境の保全、回復及び創造に関する
施策の基本と  なる事項を定めることによ
り、その施策を市民参画の下に総合的かつ計
画的に推進し、もって良好な環境の確保に寄
与することを目的とする。 
 

（用語の定義） 
第２条  この条例において、次の各号に掲げる
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。 
(1) 良好な環境  現在及び将来のすべての
人々が、健康で安全かつ快適な生活を営む
ことができる、生活環境、自然環境及び歴
史的文化的環境*をいう。 

(2) 歴史的文化的環境  歴史的文化的遺産
を含む環境のうち、地域の自然環境を構成
する要因となっているものをいう。 

(3) 環境への負荷  行政の施策、事業活動、
日常生活等（以下「すべての活動」という。）
により環境に加えられる影響であって、環
境の保全上の支障の原因となるおそれの
あるものをいう。 

(4) 公害  環境への負荷のうち、すべての活
動に起因する生活環境の侵害であって、大
気の汚染、水質の汚濁（雨水及び地下水の
汚染を含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、
悪臭等によって、良好な環境が損なわれる
ことをいう。 

(5) 循環型社会  すべての活動において、資
源及びエネルギーの一層の循環、効率化並
びに廃棄物の発生抑制*、適正な処理等を
図るなど、経済社会システムにおける物質
の循環を確保することにより、最終的な排
出物を低減し、自然環境の物質循環に戻す
ことができる社会をいう。 
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(6) 地球環境の保全  すべての活動に起因
する地球全体の温暖化、オゾン層の破壊、
海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の
地球の全体又はその広範な部分の環境に
影響を及ぼす事態に係る環境の保全であ
って、市民の健康で安全かつ快適な生活を
営む上で必要とする、良好な環境の確保に
寄与するものをいう。 

(7) 環境監査  市又は事業者が、すべての施
策又は事業活動について環境の保全、回復
及び創造の見地から自ら点検及び評価を
行い、以後、その結果を反映させていくこ
とをいう。 

(8) 環境パートナーシップ*  市及び事業者
並びに市民、在勤在学者及び主にこれらの
者により組織される民間の団体（以下「市
民等」という。）が、環境の保全、回復及
び創造を目的として、相互に促し、励まし、
支え合う関係をいう。 

 
（基本理念） 
第３条  環境の保全、回復及び創造は、良好な
環境及び環境権*の確保を図るとともに、こ
のことが将来にわたって継続されるよう適
切に行われなければならない。 

２  環境の保全、回復及び創造は、すべての者
が公平な役割分担の下に自主的かつ積極的
に環境への負荷*を低減するよう行動するこ
とにより、循環型社会*を基調とした環境へ
の負荷の少ない持続的発展が可能なまちを
構築することを目的として推進されなけれ
ばならない。 

３  自然環境及び歴史的文化的環境*の保全及
び回復は、生物多様性*（生物種、遺伝子及
び生物生息環境の多様性を含む。以下同じ。）
が適切に保全及び回復されるよう行われな
ければならない。 

４  地球環境の保全は、地域の環境が地球全体
の環境と密接に関わっていることから、すべ
ての者がこれを自らの問題として認識し、そ
のすべての活動において国際的な認識及び
協力の下に積極的に推進されなければなら
ない。 

 
（市の責務） 
第４条  市は、基本理念にのっとり、地域の自
然的社会的条件に応じた次に掲げる環境施
策を策定し、これを推進する責務を有する。 

(1) 公害の防止及び快適環境の創造 
(2) 生物多様性を含めた自然環境及び歴史的
文化的環境の保全及び回復 

(3) 資源及びエネルギーの有効利用並びに廃
棄物の減量及び再資源化の促進 

(4) 環境への負荷の少ない役務、資源、製品
等の利用の促進 

(5) 環境パートナーシップによる環境への負
荷を低減するための行動の促進 

(6) 地球環境の保全 
(7) 前各号に掲げるもののほか、環境への負

荷の低減に寄与すること。 
２  市は、基本理念にのっとり、施策に伴う環
境への負荷の低減に自ら取り組む責務を有
する。 

 
（事業者の責務） 
第５条  事業者は、基本理念にのっとり、次に
掲げる責務を有する。 

(1) 事業活動に伴う環境への負荷の低減、公
害その他環境汚染を防止するために、必要
な措置を講ずること。 

(2) 事業活動に係る製品の販売、使用又は廃
棄による環境への負荷の低減に寄与するた
め、必要な措置を講ずること。 

(3) 事業活動に係る役務の提供及び利用によ
る環境への負荷の低減に寄与するため、必
要な措置を講ずること。 

(4) 市が推進する環境施策に協力し、地域の
環境の保全、回復及び創造に関する取組に
積極的に参加又は協力すること。 

 
（市民の責務） 
第６条  市民は、基本理念にのっとり、次に掲
げる責務を有する。 
(1) 日常生活に伴う環境への負荷の低減に
努め、環境の保全、回復及び創造に自ら
取り組むこと。 

(2) 市が推進する環境施策に協力し、地域の
環境の保全、回復及び創造に関する取組
に積極的に参加又は協力すること。 

 
（在勤在学者等の責務） 
第７条  在勤在学者、町田市に資産を有する者、
町田市を訪れる者その他の者は、基本理念に
のっとり、市が推進する環境施策に協力し、
地域の環境の保全、回復及び創造に関する取
組に積極的に協力する責務を有する。 

 
（環境配慮*） 
第８条  すべての者は、基本理念にのっとり、
そのすべての活動において、次に掲げる環境
配慮に努めなければならない。 
(1) 公害を発生させないこと。 
(2) 自然を大切にすること。 
(3) 歴史と文化を大切にすること。 
(4) まちをきれいにすること。 
(5) ごみを減らすこと。 
(6) 資源及びエネルギーを大切にすること。 
(7) 環境にやさしい製品及びサービスを選
ぶこと。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、環境への負
荷を低減すること。 

２  すべての者は、前項に規定する環境配慮を
行うに当たっては、地球環境への影響につい
ても考慮するものとする。 

３  前二項の規定は、市民の市外における活動
について準用する。 
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第二章  環境の保全、回復及び創造に関する基
本的施策 
 
（環境基本計画） 
第９条  市長は、環境施策を総合的かつ計画的
に推進するため、町田市環境基本計画（以下
「環境基本計画」という。）を策定する。 

２  環境基本計画は、次に掲げる事項について
定めるものとする。 
(1) 環境の保全、回復及び創造に関する長期
的な目標 

(2) 環境の保全、回復及び創造に関する総合
的な施策の大綱 

(3) 前二号に掲げるもののほか、環境施策を
総合的かつ計画的に推進するために必要
な事項 

３  市長は、環境基本計画の策定に当たっては、
あらかじめ事業者及び市民等の意見を反映
させるための必要な措置を講ずるとともに、
町田市環境審議会の意見を聴かなければな
らない。 

４  市長は、環境基本計画を策定したときは、
速やかにこれを公表しなければならない。 

５  前二項の規定は、環境基本計画の変更につ
いて準用する。 

 
（環境基本計画との整合） 
第 10 条  市は、環境に影響を及ぼすと認めら
れる施策を策定し、推進するに当たっては、
環境基本計画との整合を図らなければなら
ない。 

 
（環境行動指針） 
第 11 条  市長は、事業者及び市民等が、環境
への負荷*の低減に寄与する行動を取るため
の規範となる環境行動指針を策定する。 

２  市長は、環境行動指針の策定に当たっては、
あらかじめ事業者及び市民等の意見を反映
させるための必要な措置を講ずるとともに、
町田市環境審議会の意見を聴かなければな
らない。 

３  市長は、環境行動指針を策定したときは、
速やかにこれを公表しなければならない。 

４  前二項の規定は、環境行動指針の変更につ
いて準用する。 

 
（規制措置） 
第12条 市は、公害を防止するため、必要な
規制の措置を講ずることができる。 

２  市は、生物多様性*を含めた自然環境の保全
を図るため、必要な規制の措置を講ずること
ができる。 

３  市は、資源及びエネルギーの有効利用並び
に廃棄物の減量及び再資源化を促進するた
め、必要な規制の措置を講ずることができる。 

４  前三項に規定するもののほか、市は、環境
への負荷を低減するため、必要な規制の措置
を講ずることができる。 

 
 
（誘導的措置） 
第 13 条  市は、事業者及び市民等が率先して
環境への負荷を低減することを促進するた
め、適正な優遇、助成その他の必要な誘導的
措置を講ずることができる。 

２  市は、事業者及び市民等の自らの活動によ
る環境への負荷を低減するため、経済的負担
を課す等の誘導的措置を講ずることができ
る。 

 
（財政措置） 
第 14 条  市は、環境施策を推進するために必
要な財政上の措置を講ずるよう努めなけれ
ばならない。 

 
（調査、監視及び測定の実施） 
第 15 条  市は、環境の状況の把握及び環境の
変化の予測並びに環境の保全、回復及び創造
に関する施策を策定及び推進するために必
要な調査、監視及び測定を実施するものとす
る。 

２  市は、前項の施策を適正に実施するため、
必要な監視及び測定の体制を整備するもの
とする。 

 
（施策等の報告） 
第 16 条  市長は、毎年、環境の状況及び環境
施策に関する報告書を作成し、これを公表す
るものとする。 

 
（市民意見の反映） 
第 17 条  市長は、環境施策の策定及び推進に
当たっては、あらかじめ事業者及び市民等の
意見を反映させるための必要な措置を講ず
るものとする。 

（調整の体制） 
第 18 条  市は、環境の保全、回復及び創造に
関する施策について、総合的に調整及び 

  推進するために必要な体制を整備するもの
とする。 

（国等との協力） 
第 19 条  市は、環境の保全、回復及び創造に
関する施策のうち、広域的な取組を必要 

  とするものについて、国及び他の地方公共団
体と協力して推進するものとする。 

 
第三章  環境管理の推進 
 
（環境監査の実施） 
第 20 条  市及び事業者は、環境監査を行うよ
う努めるものとする。 

２  市長は、特に必要と認めたときは、事業者
に対して環境監査の結果についての報告を
求める等、必要な措置を講ずることができる。 

 
（環境影響評価の促進） 
第 21 条  市は、環境に著しい影響を及ぼすお
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それのある施策又は事業を行う者が、当該施
策又は事業の実施に伴う環境への影響につ
いて、あらかじめ調査、予測及び評価を行い、
当該施策又は事業の実施に際し、環境の保全
上の見地から適正に配慮することを推進す
るため、必要な措置を講ずるものとする。 

 
（事業情報の公表） 
第 22 条  市又は事業者は、施策又は事業が与
える環境への負荷*の情報について、公表す
るよう努めなければならない。 

２  市は、環境に影響を及ぼすおそれのある事
業活動に関する情報のうち、市が保有するも
のについては、公表するよう努めなければな
らない。 

 
第四章  環境パートナーシップ*による環境の
保全、回復及び創造の推進 

 
（環境学習*の推進） 
第 23 条  市、事業者及び市民等は、環境の保
全、回復及び創造についての理解を深め、適
切な取組が推進され、互いに環境の保全、回
復及び創造に関する学習の機会の提供及び
広報活動の充実が図られるよう努めるもの
とする。 

 
（自発的活動の推進） 
第 24 条  市、事業者及び市民等は、自発的に
行う環境の保全、回復及び創造に関する活動
を推進するため、互いに支援するよう努める
ものとする。 

 
（情報の提供） 
第 25 条  市、事業者及び市民等は、環境の状
況その他の環境の保全、回復及び創造に関す
る情報を適切に共有できるよう、情報の提供
に努めるものとする。 

 
（広域的協力） 
第 26 条  事業者及び市民等は、基本理念にの
っとり、環境の保全、回復及び創造を行うに
当たっては、他の地域の人々とも協力するよ
う努めるものとする。 

 
  附  則 
  この条例は、平成 13年７月１日から施行す
る。 
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７. 参考資料 
 

 

７.1. 環境基準* 

 

（１）大気 
 

表 1 大気汚染に係る環境基準 

物 質 環境上の条件 対象区域 

二酸化硫黄（SO２）
* １時間値の１日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1

時間値が 0.1ppm 以下であること。 

工業専用地域、
車道その他一
般公衆が通常
生活していな
い地域または
場所以外の地
域 

一酸化炭素（CO） 
１時間値の１日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、１時
間値の 8 時間平均値が 20ppm 以下であること。 

浮遊粒子状物質* 

（SPM）* 
１時間値の１日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、
１時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

二酸化窒素（NO２）
* １時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までの

ゾーン内又はそれ以下であること。 

光化学オキシダント* 
（Ｏｘ） 

１時間値が 0.06ppm 以下であること。 

ベンゼン １年平均値が 0.003mg/m3以下であること。 

トリクロロエチレン １年平均値が 0.2mg/m3以下であること。 

テトラクロロエチレン １年平均値が 0.2mg/m3以下であること。 

ジクロロメタン 1 年平均値が 0.15mg/m3以下であること。 

 
 

表２ 光化学オキシダント生成防止のための大気中炭化水素濃度指針 

物 質 環境上の条件 対象区域 

非メタン炭化水素 
光化学オキシダントの日最高一時間値 
0.06ppm に対応する午前 6 時から 9 時までの 3 時間平均値は 0.2ppｍＣ
から 0.31ppmＣの範囲にある 
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（２）水質 

 
表３ 人の健康の保護に関する環境基準*一覧 

項 目 基準値 対象水域 

カドミウム 0.00300mg/ℓ以下 

全 
 
 
公 
 
 
共 
 
 
用 
 
 
水 
 
 
域 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01000mg/ℓ以下 

六価クロム 0.05000mg/ℓ以下 

砒素 0.01000mg/ℓ以下 

総水銀 0.00050mg/ℓ以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

PCB* 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02000mg/ℓ以下 

四塩化炭素 0.00200mg/ℓ以下 

1,2-ジクロロエタン 0.00400mg/ℓ以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.１ 000mg/ℓ以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04000mg/ℓ以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1.00000mg/ℓ以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.00600mg/ℓ以下 

トリクロロエチレン 0.01000mg/ℓ以下 

テトラクロロエチレン 0.01000mg/ℓ以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.00200mg/ℓ以下 

チウラム 0.00600mg/ℓ以下 

シマジン 0.00300mg/ℓ以下 

チオベンカルブ 0.02000mg/ℓ以下 

ベンゼン 0.01000mg/ℓ以下 

セレン 0.01000mg/ℓ以下 

硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 10.00000mg/ℓ以下 

ふっ素 0.80000mg/ℓ以下 

ほう素 1.00000mg/ℓ以下 

1,４-ジオキサン 0.0５000mg/ℓ以下 

備考 1：基準値は、年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする 

2：「検出されないこと」とは、定量限界を下回ることをいう。 
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表４ 生活環境の保全に関する環境基準* 

 ア 

類

型 

市内該

当水域 
利用目的の適応性 

基準値 

ｐH* BOD* SS* DO 大腸菌群数 

AA 
 水道 1 級 

自然環境保全及びA以下
の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

1mg/ℓ 

以下 

25mg/ℓ 

以下 

7.5mg/ℓ 

以上 

50MPN/ 

100mℓ以下 

A 

 水道 2 級 
水産 1 級 
水浴及び B 以下の欄に掲
げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

2mg/ℓ 

以下 

25mg/ℓ 

以下 

7.5mg/ℓ 

以上 

1,000MPN/ 

100mℓ以下 

B 
 水道 3 級 

水産2級及びC以下の欄
に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

3mg/ℓ 

以下 

25mg/ℓ 

以下 

5mg/ℓ 

以上 

5,000MPN/ 

100mℓ 以下 

C 恩田川 

水産 3 級 
工業用水 1 級 
及びD以下の欄に掲げる
もの 

6.5 以上 

8.5 以下 

5mg/ℓ 

以下 

50mg/ℓ 

以下 

5mg/ℓ 

以上 
 

D 
境 川 
鶴見川 

工業用水 2 級 
農業用水及び E の欄に掲
げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 

8mg/ℓ 

以下 

100mg/ℓ 

以下 

2mg/ℓ 

以上 
 

E 
 

工業用水 3 級 
環境保全 

6.0 以上 

8.5 以下 

10mg/ℓ 

以下 

ごみ等の浮

遊が認めら

れないこと。 

2mg/ℓ 

以上 
 

備考１：基準値は、日間平均値とする。 

２：ただし農業用利水点については、水素イオン濃度指数*6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/ℓ以上とする。 

３：自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

  水道 １ 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

  水道 ２ 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

  水道 ３ 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

  水産 １ 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 

  水産 ２ 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 

  水産 ３ 級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用 

  工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

  工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

  工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの 

  環境保全  ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 

 イ 

類 型 水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 
ノニルフ

ェノール 

直鎖アルキ

ルベンゼン

スルホン酸

及びその塩 

生物 A 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生
物及びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03 

mg/ℓ以下 

0.001 

mg/ℓ以下 

0.03 

mg/ℓ以下 

生物特 A 
生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水
生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場と
して特に保全が必要な水域 

0.03 

mg/ℓ以下 

0.0006 

mg/ℓ以下 

0.02 

mg/ℓ以下 

生物 B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及び
これらの餌生物が生息する水域 

0.03 

mg/ℓ以下 

0.002 

mg/ℓ以下 

0.05 

mg/ℓ以下 

生物特 B 
生物Ａ又は生物 B の水域のうち、生物 B の欄
に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔
の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03 

mg/ℓ以下 

0.002 

mg/ℓ以下 

0.04 

mg/ℓ以下 

備考１：基準値は年間平均値とする。 
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（３）地下水 

 
表５ 地下水の環境基準*値一覧                      

項目名 環境基準値 項目名 環境基準値 

カドミウム 0.00300 以下 1,1,2-トリクロロエタン 0.006 以下 

全シアン 検出されないこと トリクロロエチレン 0.010 以下 

鉛 0.0100 以下 テトラクロロエチレン 0.010 以下 

六価クロム 0.0500 以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002 以下 

砒素 0.0100 以下 チウラム 0.006 以下 

総水銀 0.0005 以下 シマジン 0.003 以下 

アルキル水銀 検出されないこと チオベンカルブ 0.020 以下 

PCB* 検出されないこと ベンゼン 0.010 以下 

ジクロロメタン 0.0200 以下 セレン 0.010 以下 

四塩化炭素 0.0020 以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 0 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.0040 以下 ふっ素 0.800 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.１00 以下 ほう素 1.000 以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.0400 以下 1,４-ジオキサン 0.0５0 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1 000 以下 塩化ビニルモノマー 0.002 以下 

 

 

（４）ダイオキシン類* 

 
表 6 ダイオキシン類による大気の汚染・水質の汚濁および土壌の汚染に係る環境基準 

媒 体 基準値 

大 気 0.600 pg-TEQ/m3以下 

水 質 1      pg-TEQ/ℓ 以下 

土 壌 1,000  pg-TEQ/g 以下 

※水底の底質 150   pg-TEQ/g 以下 
備考 

１：pg はピコグラムを表し、1pg は１兆分の１g 

２：基準値は、2,3,7,8－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値（TEQ）とする。 

３：大気及び水質の基準値は、年間平均値とする。 

４：土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 250pg-TEQ／g

以上の場合には、必要な調整を実施することとする。  

単位：mg/ℓ 
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（５）騒音 

 
 表 7-１ 騒音に係る環境基準*値一覧 

地域の 
類型 

当てはめ地域 地域の区分 
時間の区分 

昼間 
（6 時～22 時） 

夜間 
（22 時～6 時） 

AA 
清瀬市の地域のうち松山 3 丁目 1 番、竹丘 3 丁目
1 番から 3 番までおよび竹丘 3 丁目 10 番の地域 

50 以下 40 以下 

A 

第 1 種低層住居専用地域 
第 2 種低層住居専用地域 
第 1 種中高層住居専用地域 
第 2 種中高層住居専用地域 

一般地域 55 以下 45 以下 

2 車線以上の車線
を有する道路に面
する地域 

60 以下 55 以下 

B 
第 1 種住居地域 
第 2 種住居地域 
準住居地域 

一般地域 55 以下 45 以下 

2 車線以上の車線
を有する道路に面
する地域 

65 以下 60 以下 

C 

近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
工業地域 

一般地域 60 以下 50 以下 

車線を有する道路
に面する地域 65 以下 60 以下 

 
備考 

 １：車線とは、一縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 

注）地域の類型 
AA：療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域（東京都内ではこの

地域のみ） 
A：専ら住居の用に供される地域 
B：主として住居の用に供される地域 
C：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

 この基準は航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適応しない。 
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、表 7-１に関わらず特例として表 7-２

のとおりとする。 

 

 

表 7-２ 幹線交通を担う道路に近接する空間における基準 

昼 間 夜 間 

70 デシベル以下 65 デシベル以下 

備考 
１：「幹線道路を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道（市町村道にあって

は 4 車線以上の区間に限る）等を表し、「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下のように車線数
の区分に応じて道路端からの距離によりその範囲内を特定する。 

   ・2 車線以下の車線を有する道路   15 メートル 
   ・2 車線を越える斜線を有する道路  20 メートル 

2：個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められると
きは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては、45 デシベル以下、夜間にあっては 40 デシベル
以下）によることができる。 

    
  

単位：デシベル 
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表 8 騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度* 

区域の区分 車線等 
時間の区分 

昼 間 
（6 時～22 時） 

夜 間 
（22 時～6 時） 

a 
地域 

第 1 種低層住居専用地域 
第 2 種低層住居専用地域 
第 1 種中高層住居専用地域 
第 2 種中高層住居専用地域 
AA 地域 

1 車線 65 55 

2 車線以上 70 65 

近接区域 75 70 

b 
地域 

第 1 種住居地域 
第 2 種住居地域 
準住居地域 
用途地域の定めのない地域 

1 車線 65 55 

2 車線以上 
近接区域 

75 70 

c 
地域 

近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
工業地域 

1 車線 
2 車線以上 
近接区域 

75 70 

備考 
１：車道とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 

２：近接区域とは、幹線交通を担う道路に近接する区域をいい、幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国
道、都道府県道および 4 車線以上の区市町村道をいう。近接する区域とは、車線の区分に応じた道路端からの距
離が 2 車線以下の車線を有する道路は 15 メートル、2 車線を越える車線を有する道路は 20 メートルの範囲と
する。 

 

 
表 9 光化学スモッグ*緊急時基準および措置 

段 階 地 域 発令路の基準 
措 置 

協力工場等 自動車等 一 般 

予報 区 
東部 
北部 
西部 
南部 

 
 
多摩 
北部 
中部 
西部 
南部 
 
 

の 8 地域 

気象条件からみ
て高濃度汚染が
予想されるとき 

燃料使用量の削減協
力要請 

不用不急の目的
により、自動車を使
用しないことについ
て協力を求める。 

ばい煙を排出
するものに対し、
ばい煙の排出量の
減少について協力
を求める。 

注意報 
オキシダント濃
度が 0.12ppm
以上 

通常の燃料使用量
20％程度の削減勧
告 当該地域を通過し

ないように協力を求
める。 

注）屋外になるべ
く出ないよう周知
する。 
 
注）屋外運動はさ
しひかえるように
する。 
 
注）光化学スモッ
グの被害を受けた
人は、もよりの保
健所に連絡する。 

警報 
オキシダント濃
度が 0.24ppm
以上 

通常の燃料使用量
40％程度の削減勧
告 

重大緊急報 
オキシダント濃
度が 0.40ppm
以上 

通常の燃料使用量
40％程度の削減命
令 

東京公安委員会に
対し、道路交通法の
規定による措置を要
請する。 

学校情報 
オキシダント濃
度が 0.10ppm
以上 

  

 

  

単位：デシベル 
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7.2. 主な関係法とその解説 

 

関係法令名 解         説 

環  境  基  本  法 

 多様化・複雑化した国の環境問題や、地球環境問題への取り組みの必要性の

高まりなどに対処するため、環境の保全についての基本理念、国や事業者、国

民等の各主体の責務、基本的施策等、環境の保全に関する施策の基本的な枠組

みを定めた法律で、公害対策基本法に代わり、1993年11月に施行された。 

循環型社会*形成推進 

基本法 

 「廃棄物処理法」、「再生資源の利用促進に関する法律」、「容器包装リサ

イクル*法」、「家電リサイクル法」などの上位に位置付けられる、循環型社

会を形成するための基本法で､2000年に成立した。 

 同法に基づき、2003年3月には、「循環型社会形成推進基本計画」が策定

され、循環型社会形成のための数値目標などが示された。物質フロー指標とし

て①資源生産性（入口）、②循環利用率、③最終処分量（出口）を、取組指標

として①廃棄物に対する意識・行動、②廃棄物の減量、③循環型社会ビジネス

の推進が示されている。 

地球温暖化*対策の推進に 

関する法律 

 通常「地球温暖化防止法」と呼ばれる。同法により、地方公共団体には、事

務・事業に関する温暖化防止に向けた実行計画（「地球温暖化防止実行計画」）

の策定が義務付けられている。また、地域の実情に応じた温暖化防止実行計画

（「地球温暖化防止地域推進計画」）の策定も努力義務として定められている。

一定規模以上の事業所を対象とした、温室効果ガス*算定・報告・公表制度を

定めている。 

特定製品に係るフロン類

の回収及び破壊の実施の

確保等に関する法律 

 通常「フロン回収・破壊法」と呼ばれる。オゾン層破壊の原因となるフロン

類の適正な回収・破壊を行うため、カーエアコンを搭載した車や業務用冷凍空

調機器を廃棄処分する者がフロン回収等の費用を負担することが義務付けら

れており、2002年10月より施行された。 

エネルギー政策基本法 

 エネルギー需給に関する基本的な方針を定め、国や地方公共団体の責務を明

らかにしたもの。①エネルギーの安定供給の確保、②環境への適合、③市場原

理の活用といった基本理念を掲げている。2002年6月より施行されている。 

国等による環境配物品等

の調達の推進等に関する

法律 

 通常「グリーン購入*法」と呼ばれる。国や地方公共団体などの大口需要者

である公的機関が率先して低環境負荷*型の製品等を調達することによって、

環境物品等の流通を促進し、価格を下げ、民間のグリーン購入を促進させるこ

とを狙いとしている。 

容器包装に係る分別収集 

及び再商品化の促進等 

に関する法律 

 通常「容器包装リサイクル法」と呼ばれる。一般廃棄物の容積比で６割､重

量比で２～３割を占める容器･包装ごみについて、消費者､自治体､事業者がそ

れぞれの立場で､ビン･缶･飲料用紙パック､ペットボトルなどのリサイクルを

推進し､ごみの減量化とリサイクルの実現を図るために1997年４月に施行さ

れた。2000年４月からは､ダンボールなどの紙容器とプラスチック容器など

にも対象が拡大された。また、一定量以上の容器包装を利用する事業者に対し、

レジ袋対策等の取組状況の報告が義務化された。 

特定家庭用機器 

再商品化法 

 通常「家電リサイクル法」と呼ばれる。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、ルームエ

アコンの４品目を対象に、メーカーが有料で回収し､リサイクルすることを義

務づける法律。1997年６月公布、2001年４月より施行された。 

食品循環資源の再生利用

等の促進に関する法律 

 通常「食品リサイクル法」と呼ばれる。食品製造業などから排出される食品

廃棄物の発生抑制と減量化を行い､飼肥料などの原材料として利用を進めるこ

とを目的としている。 

使用済自動車の再資源化

等に関する法律 

 通常「自動車リサイクル法」と呼ばれる。年間約400万台（中古車輸出も

めると500万台）排出される使用済自動車のシュレッダー・ダスト、フロン

類、エアバッグ類のリサイクルの促進を進めることによって、最終処分量の減

少と、不法投棄・不適正処理の抑制を図るもの。平成14年7月に公布され、

段階的に施行される。 

資源の有効な利用の促進

に関する法律 

 通常「リサイクル法」「資源有効利用促進法」と呼ばれる。廃棄物の発生抑

制（リデュース*）、部品等の再使用（リユース*）、原材料としての再利用（リ

サイクル）の「３R」を新たに導入し､資源の有効利用を総合的に体系づけた。 
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関係法令名 解         説 

自然再生推進法 
 自然再生を総合的に進め、生物多様性*の確保を通じて自然と共生する社会

の実現を図ることを目的とし、自然再生事業を専門家やNPOなど地域主導で

進めていくことを狙いとしている。2003年1月より施行された。 

自動車から排出される窒素酸

化物及び粒子状物質の特定地

域における総量の削減等に関

する特別措置法 

 通常「自動車NOx・ＰＭ法」と呼ばれる。自動車から排出される窒素酸
化物と粒子状物質について、その汚染が著しい特定地域（町田市も含まれ
る）での大気汚染の改善を図ることを目的としている。2002年7月から
施行。 

ダイオキシン類*対策 

特別措置法 

 1999年7月公布。ダイオキシン類による環境汚染の防止や汚染の除去
を図り、国民の健康を保護することを目的とし、耐容一日摂取量（第６条）、
大気・水質・土壌の環境基準*（第７条）、廃棄物焼却炉等の特定施設の排
出基準（第８条）土壌汚染に係る措置（第29～32条）などが定められて
いる。 

特定化学物質の環境への 

排出量の把握等及び 

管理の改善の促進に 

関する法律 

 通常「PRTR法」と呼ばれる。PRTR（Pollutant Release and Transfer 
Register）とは、「環境汚染のおそれのある化学物質の、環境中への排出
量又は廃棄物としての移動量を、登録し公表する仕組み」で、事業者は、
同法により、化学物質の排出量又は廃棄物としての移動量の把握・報告が
義務づけられており、行政はデータの整理・公表することとなっている。 

土壌汚染対策法 

 企業の工場跡地等の再開発等に伴う、重金属、揮発性有機化合物*等によ
る土壌汚染の顕在化などを背景に、同法では、土壌汚染の状況を把握する
調査の実施、汚染による人の健康被害の防止に向けた措置（汚染の除去等）
について定められている。 

水質汚濁防止法 

工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透
する水の浸透を規制し、工場及び事業場から排出される汚水及び廃液によ
って健康被害が生じた場合、事業者が損害賠償を行うことについて定めら
れている。 

環境保全のための意欲の

増進及び環境教育*の推進

に関する法律 

 通常「環境教育推進法」と呼ばれる。持続可能な社会を構築するため、
環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に必要な事項を定めて、一人ひ
とりが環境への理解を深め、自発的に環境保全に取り組むための支援を行
っていくことを目的としている。2004年10月に完全施行された。 
 同法第8条において、地方公共団体も、その自然的社会的条件に応じた
環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する方針、または計画を作
成し、公表するよう義務付けられている（努力義務）。 

食育基本法 

 国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことがで
きるよう、食育(様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択す
る力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること)
を総合的かつ計画的に推進することを目的とし、2005年7月15日に施行
された。 
 同法第18条において、地方公共団体は、内閣府に設置された食育推進
会議が作成する食育推進基本計画を基本として、その地域における食育推
進計画を作成することが求められる。 

エネルギーの使用の合理

化に関する法律 

 通常「省エネ法」と呼ばれる。1979年施行。2014年改正。エネルギ
ーをめぐる内外の経済的、社会的環境に応じた燃料資源の有効な活用の確
保を目的に、工場や建築物、機械器具についてエネルギー使用の合理化に
関する措置などを定めている。改正により、電気の需要の平準化の推進及
びトップランナー制度の建築材料等への拡大に関する措置が追加された。 

生物多様性基本法 

2008年6月施行。生物多様性の保全と持続可能な利用を推進すること
で、生物多様性の恵みを将来にわたり享受できる自然と共生する社会を実
現することを目的としている。保全や利用に関する基本原則、国が講ずべ
き13の基本的施策等、生物多様性施策を進める上での基本的な考え方が
示されている。 

都民の健康と安全を確保

する環境に関する条例 

東京都公害防止条例を全面的に改正し、2001 年 4 月より段階的に施
行された。現在及び将来の都民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必
要な環境の確保を目的に、化学物質の適正管理、建築物の環境負荷*低減、
自動車公害対策等を強化した。 

  



113 

 

 

7.3. 用語解説（五十音順） 

 

え エコアクション２１ 

 

環境への取組を効果的・効率的に行うシ
ステムを構築・運用・維持し、環境への目
標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評
価し、報告するための方法として、環境省
が策定した「エコアクション 21 ガイドラ
イン」に基づく、事業者（中小企業、学校、
公共機関など）のための認証・登録制度を
いう。 

 

 エコドライブ 

 

環境に配慮して、自動車を利用するこ
と。具体的には、アイドリングストップや
急激な発進・加速を止めることにより、燃
料の節約に努め、排出ガスを抑制する運転
のことをいう。 

 

 エコセメント・エコセメント化 

 

私たちの生活から出るごみを清掃工場
で焼却した際に発生する焼却灰や汚泥等
の各種廃棄物を主原料とした新しいセメ
ントのこと。2002 年 7 月に JIS 規格に
定められた。 
多摩地域 25 市 1 町では、日の出町の二

ツ塚廃棄物広域処分場内に、エコセメント
施設を建設し、現在埋立ている廃棄物の約
６割を占める焼却残さをセメントの減量
としての活用を進めている。 
 

 エコファーマー 

 

堆肥などを使った土づくりと化学肥
料・農薬の低減を一体的に行う、持続性の
高い農業生産方式を導入した農業者の愛
称（都道府県知事認定）。 
「持続性の高い農業生産方式の導入の

促進に関する法律（持続農業法）」（1999
年７月制定）に基づく制度で、認定を受け
た「持続性の高い農業生産方式の導入に関
する計画」に基づき、農業改良資金（環境
保全型農業導入資金）や税制上の特例措置
が受けられる。 

 

 
ＳＳ  →浮遊物質 
 

 
ＳＰＭ →浮遊粒子状物質 
 

 ＬEＤ（ＬEＤ照明器具） 

 

発光ダイオード（Light Emitting 
Diode）を使用した照明機器。蛍光灯や
発熱電球に比べ発光効率が良いため消費
電力が少ないことや、長寿命であることか
ら頻繁な保守交換のコストや購入コスト
が削減できる。 

 

 ＮＬＰ 

 

Night Landing Practice の略。夜間
の航空母艦への着艦のための訓練で、基地
の滑走路を航空母艦に見立て行う。着陸、
接地、離陸（タッチアンドゴー）を何度も

繰り返すため、非常に大きい騒音を伴う。 
 

お 屋上緑化 

 

建築物の屋上を､芝生や庭園として植栽
すること。屋上緑化は、ヒートアイランド
現象の緩和、大気汚染の低減など、都市環
境問題の緩和などの効果が期待されてお
り、東京都では自然保護条例に基づき、屋
上を含めた緑化の指導を行っている。 

 

 温室効果ガス 

 

太陽放射により温められた地表からの
熱（赤外線）が、宇宙空間へと放射される
のを抑え、地表面の温度を一定に保つ役割
を果たしているガス。いずれも大気中で微
量な成分であるが、人間活動により急激に
増加しており、温暖化を引き起こしてい
る。京都議定書では、二酸化炭素、メタン、
一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボ
ン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄
が削減対象とされている。 

 

 
Ｏｘ →光化学オキシダント 
 

か カーボンオフセット 

 

私たちが、自らの温室効果ガスの排出量
を認識し、主体的にこれを削減する努力を
行うとともに、削減が困難な部分の排出量
について、他の場所で実現した温室効果ガ
スの排出削減・吸収量等（クレジット）を
購入、または他の場所で排出削減・吸収を
実現するプロジェクトや活動を実施する
こと等により、その排出量の全部または一
部を埋め合わせること。 

 

 環境学習 

 

自然の仕組みや環境問題に関心・知識を
持ち、自分の暮らしや活動と環境との関わ
りについて理解と認識を深めるための学
習を指し、生活環境の保全や自然保護に配
慮した、良好な環境を将来世代へ引き継ぐ
ための責任ある行動の実現を目指すもの。
環境教育推進法では、「環境教育」は、環
境保全についての理解を深めるために行
われる環境の保全に関する教育及び学習
と定義されている。 

 

 
環境教育 →環境学習 
 

 環境基準 

 

健康保護と生活環境の保全の上で維持
されることが望ましい基準として、物質の
濃度や音の大きさというような数値で定
められるもの。公害対策を進めていく上で
の行政上の目標として定められるもので、
ここまでは汚染してもよいとか、これを超
えると直ちに被害が生じるといった意味
で定められるものではない。環境基準を達
成するため、事業所などから出る排水・排
ガスには「排出基準」が設けられている。 
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 環境基本条例 

 

地方公共団体において、その地域の特性
に応じた環境施策を推進・展開するための
基本理念、各主体の役割、環境施策の方針
を定めた条例。町田市では、環境基本条例
検討委員会による答申を受け、2000 年
12 月に制定した。 

 

 環境権 

 

町田市環境基本条例前文において、「健
康で安全かつ快適な生活を営む上で必要
とする、良好な環境を享受する権利」と定
義している。また同条例では、良好な環境
は、すべての者による保全、回復及び創造
の努力によってはじめて享受されるもの
であって、将来の世代も享受する権利があ
るとしている。 

 

 環境パートナーシップ 

 

市民、事業者、行政など、町田市に関わ
るすべての人々が、それぞれの立場に基づ
いた役割分担のもと、環境の保全に向けた
取り組み・行動を相互に促し、励まし、支
えあって進めることをいう。 

 

 環境配慮 

 

環境問題の原因が、私たちの生活により
生じている環境への負荷にあることをふ
まえ、一人ひとりの生活や事業活動等によ
って環境に与える影響を低減するように
行動することをいう。 

 

 環境白書 

 

環境の現状、環境基本計画に基づく施策
の進捗状況及び目標達成状況などを、毎
年、点検し、広く市民へ公表する年次報告
書。町田市環境基本条例第 16 条に「施策
等の報告」として規定されており、2002
年12月に創刊号「町田市環境白書2002」
を発行した。今年で 16 年目となる。 

 

 環境負荷（環境への負荷） 

 

人の活動により環境に加えられる影響
であって、環境の保全上の支障の原因とな
るおそれのあるものをいう（環境基本法第
２条第１項）。 

 

き 揮発性有機化合物 

 

大気中で気体状となる有機化合物の総
称で、トルエン、テトラクロロエチレン、
イソプロピルアルコールなど多種多様。塗
料や印刷インキの溶剤などさまざまな分
野で使用され、その多くは大気中に排出さ
れている。自動車、ボイラーや一般家庭の
ほか、植物などからも排出される。 
窒素酸化物の光化学反応を促進し、光化

学オキシダントを生成するだけでなく、光
化学反応などにより大気中で粒子化し、浮
遊粒子状物資（ＳＰＭ）を生成する原因物
質でもある。また、トルエンなど人体に有
害な物質も含まれることから、環境リスク
低減のためにも、使用量の適正化が必要。

Volatile Organic Compounds を略して
VOC とも表記される。 

 

く グリーン購入 

 

商品やサービスを購入する際に必要性
をよく考え、価格や品質だけでなく、環境
への負荷ができるだけ小さいものを優先
的に購入することをいう。 
平成 8 年 2 月に、我が国におけるグリ

ーン購入の取り組みを促進するために設
立したグリーン購入ネットワーク（GPN）
には、企業・行政・消費者が加入している。
GPN では、環境負荷の少ない商品やサー
ビスの市場形成を促し、持続可能な社会経
済の構築に寄与することを目的として、グ
リーン購入にあたっての基本原則、ガイド
ラインの策定、シンポジウムや研究会の開
催などの活動を通じてグリーン購入に関
する啓発及び情報の収集、発信を行ってい
る。 

 

こ こどもエコクラブ 

 

環境省が地方公共団体との連携の下進
めている、小・中学生を対象にした環境活
動クラブのこと。1995 年に発足し､生き
物調査やリサイクルなど自主的な取り組
みを進め､全国のクラブ員との交流を図る
など､環境教育の面でも効果を上げてい
る。現在、1 団体が活動している。 

 

 光化学オキシダント 

 

窒素酸化物と炭化水素とが太陽光線を
受けて光化学反応を起こし生じる、オゾン
やパーオキシアシルナイトレートなどの
酸化性物質（オキシダント）の総称。Ｏｘ
と略す。 

 光化学スモッグ 

 

大気中に光化学オキシダントが発生し、
白くモヤがかかって見通しが悪くなる状
態。4 月から 10 月にかけて、気温が高く、
風が弱く、日差しの強い日に発生しやす
い。 

 

さ 再生可能エネルギー 

 

石油、石炭などの化石燃料や核エネルギ
ーに対し、新しいエネルギー源や供給形態
の総称。太陽光発電、風力発電などの自然
エネルギーや廃棄物発電などのリサイク
ル型エネルギー（「再生可能エネルギー」）
と、燃料電池、クリーンエネルギー自動車
など「従来型エネルギーの新利用形態」の
2 種類がある。 

 

 里山 

 

雑木林、農地、湧水等が一体となって多
様な動植物が生息し、又は生育する良好な
自然を形成することができると認められ
る丘陵斜面地及びその周辺の平坦地から
なる地域で、その自然を回復し、保護する
ことが必要な土地の区域をいう（東京にお
ける自然の保護と回復に関する条例第 17
条）。 
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し 資源化率（リサイクル率） 

 
排出されたごみの総量に対するリサイ

クル（再生使用）された量の割合をいう。 

 

 Ｊ（ジュール） 

 

ジュールは、仕事量を表す単位でエネル
ギー量は、この単位で統一して示すことが
決められています。ＧＪ（ギガ・ジュール）
＝１０９Ｊ 

 

 市民農園 

 

一般に、農家など農地の所有者などが、
近隣の住民のために農作業の目的で使用
させる農園。「市民農園整備促進法」によ
って、主として都市の住民のレクリエーシ
ョン等の用に供するための市民農園の整
備を適正かつ円滑に推進が図られている。 

 

 循環型社会 

 

町田市では、すべての活動において、資
源及びエネルギーの一層の循環、効率化並
びに廃棄物の発生抑制、適正な処理等を図
るなど、経済社会システムにおける物質の
循環を確保することにより、最終的な排出
物を低減し、自然環境の物質循環に戻すこ
とができる社会をいう（町田市環境基本条
例第２条）。 
なお、2000 年 4 月に成立した「循環

型社会形成推進基本法」においては、廃棄
物等の発生抑制、循環資源（廃棄物等のう
ち有用なもの）の循環的な利用及び適正な
処分が確保されることによって、天然資源
の消費を抑制し、環境への負荷ができる限
り低減される社会、と定義されている。 

 

す 水素イオン濃度指数 

 

物質の酸性、アルカリ性を示す指数。pH 
= 7 の場合は中性と呼ばれる。pH が小さ
くなればなるほど酸性が強く、逆に pH 
が大きくなればなるほどアルカリ性が強
い。 

 

せ 生物化学的酸素要求量 →BOD 
 

 生物多様性 

 

地球上の生物の多様さとその生息環境
の多様さをいい、生態系を健全に保全して
いくための基本的要素である。「生物の多
様性に関する条約」に基づき、わが国でも
「生物多様性国家戦略」を策定し、遺伝子
の多様性、種の多様性及び生態系（生物生
息環境）の多様性の保全を進めている。
2007 年 11 月に「第三次生物多様性国家
戦略」が閣議決定された。 

 

た ダイオキシン（ダイオキシン類） 

 

ポリ塩化ジベンゾ・パラ・ジオキシン
（PCDD）のことで、極めて強い毒性をも
つ有機塩素化合物。ベトナム戦争中アメリ
カ軍が「枯れ葉作戦」で散布した除草剤に
含まれており、胎児の奇形などの原因にな
ったと考えられた。ほかにも、ポリ塩化ジ

ベンゾフラン（PCDF）とコプラナーＰＣ
Ｂについても似た構造と毒性をもつこと
から、合わせてダイオキシン類と定義さ
れ、約 233 種類が確認されている。 

 

 太陽光発電 

 

太陽光発電とは太陽電池を使った発電
のことで、太陽光発電システムは、太陽の
光を電気（直流）に変える太陽電池と、そ
の電気を直流から交流に変えるインバー
タなどで構成されている。 
これまでの技術開発により、変換効率

（光から電気にかえる効率：現在 10～
15％）が向上し、コストも下がってきた
ため、一般家庭用の電源としても普及して
きている。 

 
 
 

ち 地球温暖化 

 

現代の産業化社会における二酸化炭素
をはじめとする温室効果ガス排出量の急
激な増加により、地表の平均気温が上昇す
ること。海面の膨張や世界的な異常気象、
生態系等への影響などが懸念されている。 

 

て 低公害車 

 

従来のガソリン車やディーゼル車と比
べ、排出ガス中の汚染物質の量や騒音が大
幅に少ない、ソーラーカー、電気自動車、
メタノール自動車、天然ガス自動車、ハイ
ブリッド自動車、低燃費ガス認定車などを
いう。大気汚染だけでなく、温暖化の防止
にも寄与する。町田市では、東京都指定低
公害車をさす。 

 

 電波障害 

 

中高層建築物の建設に伴って、周辺地域
においてテレビの映りが悪くなるなど、電
波受信機に障害をきたすことをいう。町田
市では、中高層建築物の建設に当たり、電
波障害の発生についての事前調査と障害
発生時の対策について指導を行っている。 

 

と 東京都エコ農産物認証制度 

 

環境負荷の少ない生産技術を用いて、都
が定めた化学合成農薬や化学肥料の使用
基準から、一定程度使用量を削減して栽培
された農産物を認証する制度。 

 

 透水性舗装 

 

雨水が浸透しやすいようアスファルト
に隙間ができるように舗装する方法。水分
の蒸発によるヒートアイランドの防止、雨
水の地下浸透による地下水涵養などの効
果がある。 

 

に 二酸化硫黄(SO2)  

 

工場や火力発電所で硫黄を含んだ石炭
や重油を燃焼する際に発生する。呼吸器へ
の悪影響があるほか、酸性雨の原因物質で
ある。 
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 二酸化炭素(CO2) 

 

石油、石炭などの炭化水素含有物質を燃
焼すると発生する温室効果ガスの一つで
ある。わが国の温室効果ガス排出量のほと
んどが二酸化炭素である。 
産業革命以前の大気中の平均二酸化炭

素濃度は 280ppm 程度であったが、その
後の人間活動の活発化・拡大に伴い、
2011 年には 390.9ppm に増加してい
る。 

 

 二酸化窒素（NO2） 

 

窒素酸化物(NOx)は、物が燃えると必ず
発生する。燃焼により発生する一酸化窒素
は大気中で酸化されて二酸化窒素となる。
人間の呼吸器に悪影響を与える。 

 

は 発生抑制 

 

「排出抑制」は、廃棄の段階で有用資源
のリサイクルなどにより、廃棄物としての
排出をできるだけ抑制すること。一方「発
生抑制」は、原材料の効率的な利用、製品
の長期間使用などにより、廃棄の段階だけ 
でなく製造、消費、使用等の各段階で廃

棄物等となることをできるだけ抑制する
こと。 

 

 バイオガス 

 

再生可能エネルギーであるバイオマス
のひとつで、有機性廃棄物（生ゴミ等）や
家畜の糞尿などを発酵させて得られる可
燃性ガス。非枯渇性の再生可能資源であ
り、下水処理場などから発生する未利用ガ
ス等も利用が期待されている。 

 

ひ ｐH →水素イオン濃度指数 
 

 ヒートポンプ 

 

熱媒体を用いて低温から高温へ、また高
温から低温へ熱を移動させる技術。給湯器
や、エアコン、冷蔵庫などに利用されてい
る。給湯や暖房といった加熱の場合、燃焼
型に比べて同じ投入エネルギーで、大きな
熱エネルギーを得られることから、CO2

の排出抑制手法として注目されている。 
 

 ＢＯＤ 

 

正式には、生物化学的酸素要求量
〔Biochemical Oxygen Demand〕とい
う。水中の有機物が微生物のはたらきによ
って分解されるときに消費される酸素の
量で、河川の水質汚濁を測定する際の指標
の一つ。河川の利用目的に応じた環境基準
値と、事業所等からの排出水の排水基準値
が定められている。数値が大きいほど、有
機物の量が多く、汚れが大きいことを示
す。 

 

 ビオトープ 

 
ドイツ語で生物を意味する「ビオ」と場

所を示す「トープ」の合成語。一つの生物
種にとって必要な空間のまとまりを、その

種のビオトープという。また、一定の区域
に、元来そこにあった自然風景、生態系を
回復・保全することも指す。 

 

 光害（ひかり害） 

 

ネオンや街灯の光によって、夜間星がよ
く見えなくなるなどの影響が出ること。生
態系に対する影響も懸念されている。 

 

 
ＰＣＢ →ポリ塩化ビフェニル 

 

ふ 浮遊物質 

 

水中に懸濁し、水のにごりの原因となる
物質のことで、水質を表す指標の一つ。コ
ロイド状の小さなものや目に見える程度
の粒子まで、様々なサイズの物質を総称す
る。１リットルの水に含まれる重量で表
し、一般河川では 25mg/ 以下が正常な
生育環境であるとされている。 

Suspended Solidsを省略してSSとも
いう。 

 

 浮遊粒子状物質 

 

SPM（Suspended Particulate Ｍ
atter）ともいう。大気中に浮遊する粒子
状物質のうち、粒径が 10μｍ（1μｍは
100 万分の１m）以下のもので、大気中
に長時間滞留し、喘息など呼吸器への影響
が懸念されている。NOx（窒素酸化物）等
が大気中で粒子状物質に変化するなど、発
生源が多様であり、ディーゼル車からの黒
煙によるものが２～４割を占めている。ま
た、特に粒径 2.5μｍ以下のものを微小粒
子状物質（PM2.5)といい、健康への影響
が強く懸念されている。 

 

 
ＶＯＣ →揮発性有機化合物 

 

ほ ポリ塩化ビフェニル（PCB） 

 

炭素、水素、塩素からなる、工業的に合
成された油状（白色の結晶状の物もありま
す）の物質。Polychlorinated Biphenyl
を略し、PCB と記載される。化学的に安
定などの性質を有しているため、電気機器
の絶縁油や熱媒体などに使用されてきた。
しかし、PCB は難分解性で、生体に蓄積
する。現在、PCB の製造・輸入は原則的
に禁止されており、事業者が保管・所有す
る PCB は毎年届出が必要である。 

 

ま マスタープラン（master plan） 

 

特定の分野に関する市域全体の基本的
な方針を定めた計画。行政計画では、都市
計画、緑、住宅、景観、環境、福祉などの
分野のマスタープランがある。これらに基
づき、特定の地域や施設の計画がつくられ
る。 
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み 緑のカーテン 

 

ヘチマやゴーヤなどのつる性の植物を
窓の外にはわせることで、日差しをやわら
げ、室温の上昇を抑える自然のカーテンの
こと。省エネルギー効果、二酸化炭素吸収
効果、ヒートアイランドの緩和効果等が期
待される。 

 

や 谷戸 

 

丘陵地において、河川等の浸食によって
できた谷状の地形。谷津、谷地とも呼ばれ、
地形を利用した農業や、生態系を含めて指
す場合もある。 

 

ゆ 有害化学物質 

 

人の健康または生活環境に係る被害を
生ずるおそれのある物質の総称で、大気汚
染防止法、水質汚濁防止法等の法律により
物質を指定し、取り扱い、排出濃度、製造・
輸入などを規制している。 

 

よ 要請限度 

 

環境省令が定めた自動車騒音又は道路
交通振動の指定地域内における限度のこ
と。区市町村長は、自動車騒音等がその限
度を超えていることにより道路の周辺の
生活環境が著しく損なわれると認めると
きは、騒音については東京都公安委員会に
対し道路交通法の規定による措置を執る
ことを要請することができ、道路管理者又
は関係行政機関の長に意見を述べること
ができる。 

 

り リサイクル〔再生利用：Recycle〕 

 

資源の有効利用や環境汚染の防止のた
めに、廃棄物を原料として再生し、利用す
ること。 

 

 リユース〔再使用：Reuse〕 

 

使用を終えた製品を､基本的に形を変え
ずに他の利用法で用いること。使用済みの
容器を回収･洗浄･再充填して繰り返し利
用する「リターナブルびん」などのほか、
家電製品や家具等の廃棄製品から消耗度
の少ない部品を選び出し、新たな製品に組
み込む手法等もある。 

 

 緑地 

 

狭義には、都市公園など都市計画におい
て計画された緑地を意味する。広義には、
社寺境内地などの空地の多い施設、農耕
地、山林、河川、水面などのオープンスペ
ースまで含める。計画目標値は、広義の緑
地をさす。 

 

れ 歴史的文化的環境 

 

歴史的文化的遺産を含む環境のうち、地
域の自然環境を構成する要素となってい
るものをいう。 

 

 

 

 

 

 


